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東日本大震災，福島原発事故の被災者の皆様，熱い夏

心からのお見舞いとご健康をお祈り申し上げます．

さて，養護教諭には，教職とパブリック・ヘルスの専

門家として，教育職員と医療・保健・福祉・その他の専

門家を結び付ける連携と協働のはたらきがあり，この震

災後，とくに日本全体の復興に求められていると考える．

更に，全てを失った人々への希望の一つが，学校であり，

子どもたちの救いが学校で待つ仲間であり，先生であっ

た．子どもたちの将来の希望が学校にある．

６月に教育実習訪問指導で福島県に出かけた．校長室

の机上に放射能測定器が文部科学省から配布され，個人

線量計も何人かつけているという．現在は，室内外共に

基準以下で外遊びを許可しているが，一時期外遊びを禁

止して怪我が多くなり困ったという．プール掃除は，児

童にさせられないので教職員とPTAで実施した．基準

値以下であるが，水を飲むという内部被曝を恐れる保護

者からの反対で実施は出来ないだろうという．運動場の

側溝は，放射線量が高く基準値を上回る処もある．雨水

の流れが集めた塵と汚泥の掃除をして焼却により体積を

小さくして，ペットボトル等に入れ，地下水の水脈のな

い場所に穴を掘って埋めるしかないですね，と話した

が，１０日後の報道ではペットボトルに入れてプールに沈

めるという．刻々と変化するというよりは，分かってく

る事実と対応方法に，現場は振り回され，どこまで自律

した判断と決断行動が許されるのか．いずれ，ルールと

理論が明確に示されるであろう．

危機管理能力とは，今回の未曾有の想定外，すべての

電源がシャットダウンして，コンピューター制御の利か

ない，人の経験とその場における瞬時のイメージ力によ

る決断に委ねられたという状況下でこそ求められる能力

ではなかろうか．子どもたちの生命と安全を預かる校長

は，尋常でない地震の揺れと続いて止まない余震から運

動場に集め集団下校を考えるまではマニュアル通り．し

かし，室内着で震える子どもたちの防寒着を教室に取り

に戻る教員，信号がストップした道路，子どもを受け取

る親の不在と通信不能，ライフラインのストップ，次々

とマニュアルにはない想定外の問題にぶつかり，書き換

えを余儀なくされたという．津波避難の判断と決断も

リーダーの咄嗟のイメージ力が生死を分けている．成人

の場合は，個人の助かりたい気力と１秒でも早く高所へ，

自らが助かること等が報道を見ていて学んだことである．

そこで，このような貴重な体験，判断，決断行動の出

来る能力形成は，教科書から知的に教えることも必要で

あるが，それだけでは，咄嗟に想定外の場合に使えるも

のとはならない．人が極限状態に置かれたときに，特に

リーダーの立場にある人が，状況のイメージをどれだけ

情報豊かに想像できるか，配慮できるかに生死の決断が

かかっている．それは，マニュアルだけでは養成できな

い．広島県では，この震災後，地域の避難訓練をマニュ

アルなしで行い，集合した住民の中からリーダー，フォ

ロワー，役割，体育館の区分を作り，炊き出しも一から

準備する訓練を報道していた．これこそが求められる危

機管理能力である．これまでの企画者の計画と指示に依

存した研修を見直す必要があると考える．１０年更新研修

には危機管理や子どもたちの現代的課題解決に迫る状況

設定のワークショップ形式の判断，力量形成の内容を取

入れて戴きたい．

放射能についての保護者の不安や風評に対しては，国，

学校，メディアが責任もって，国民の放射能リテラシー

を高める必要がある．日本学校保健学会もお手伝いする

必要があろう．しかし，残念ながら国民の生活の視座か

ら，将来ある発達期の子どもの視座から，健康教育とし

て責任もって分かりやすく教育できる専門家が行政の然

るべきポストにいないことは問題である．

とまれ，身体に栄養のバランスが欠けないようにヨー

ド，カリウム・カルシウムバランスを十全にしておくこ

とが，放射性物質の取り込みを軽減するといわれ，スト

レス回避も免疫力を高める．夜１０時～１２時の睡眠等，賢

く健康のために良いことを実行する．一方で，放射能地

図の作成と線量の強い処から距離を遠くする．等々の原

則を日々の生活の中で地域と学校，みんなで生活の場を

中心に人々の智慧と友情，愛情の絆でもって生きる元気

や勇気，ゼロ１から無限の希望が生み出されると思う．

これまでの地域の伝統を生かして健康を創造していく学

校，すなわちヘルス・プロモーティング・スクール

Health Promoting Schoolを目指して，その成果を福島

から世界に発信して下さいと申し上げた．原発事故後に

何が起こり，個人や家庭，学校は，放射能の不安につい

て何を考え，その恐怖をどのように賢く克服したか，工

夫して子どもを守る努力をしたか，放射能に挑戦して

いった福島の学校H.P.S.をWHOに報告しよう．Think

globally, Act Locallyの実績と記録を．

（第５７回日本学校保健学会顧問 桐生大学 教授）

危機管理能力の養成と復興日本の希望
―東日本大震災と福島原子力発電所事故からの教訓―

鎌 田 尚 子

Crisis-Management Skills Training and Hope for Recovery of Japan：
Lesson from the East Japan Catastrophe and Fukushima Nuclear Plant Accident

Hisako Kamata

巻頭言
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第５７学会は，埼玉にて開催されました．当日は好天に

恵まれ，参加人数は，学生，一般公開参加者も含め，延

べ２，０２３人でした．参加者からは，メインテーマとプロ

グラムの内容や全体構成がわかりやすかった等のご意見

をいただきました．また，学生サポーターの熱意ある態

度等について高い評価を頂き，関係者の皆様に心から感

謝致します．

プログラムは，学会長講演及びシンポジウムは基調シ

ンポジウムを含め９テーマ，ワークショップは４課題，

特別講演，教育講演，一般口演ポスター発表は併せて

２６０題，学会奨励賞発表等々の企画で運営いたしました．

学会プログラムの要旨は以下の通りです．特集ではその

主な内容を紹介します．

１．メインテーマ

「変化の時代における学校保健と学校力」

～生涯健康の基礎づくり～

２．期日 平成２２年１１月２７日（土）２８日（日）

３．会場 女子栄養大学 坂戸キャンパス

４．学会プログラム内容

【学会長講演】

「学校における健康教育１８年後の検証」

―時代を超えて変わらない価値あるものは何か―

【基調シンポジウム】

「これからの学校保健と学校力―学校は何をすべき

か 学校をどう支えるのか―」

【学会・学術委員会共同シンポジウム】

「変革の時代における養護教諭養成のこれからを問

う」

【ワークショップ】

� 「豊かな心を培うための健康教育」

� 「行動変容につながるライフスキル教育の進め方」

� 「学校における性教育の考え方進め方を検証する」

� 「養護教諭のヒヤリハットとは何かを考える」

【特別企画対談】

「養護教諭とヘルスプロモーション」

【特別講演】

「時間栄養学と学校保健」

【シンポジウム】

� 「実践や学問構築に活かす質的研究」

� 「変化の時代における保健科教育内容の検討」

� 「未来を生きる子どもたちに必要な保健教養を

問う」

� 「養護診断開発の課題と展望」

� 変化の時代における母子健康手帳（親子健康手

帳）の役割と教育としての活用

� 学校に関わる健康，安全，環境の危機管理

� 学校歯科保健の評価をどう捉えどう活かすか

【教育講演】

わが国の予防接種のこれから―学校に期待すること

――新たな視点の提案―

■特集 第５７回日本学校保健学会記録

第５７回日本学校保健学会全体の紹介

年次学会長：三 木 とみ子

女子栄養大学

General Introduction of the５７th Annual Meeting of Japanese Association of School Health

President of the５７th Annual Meeting：Tomiko Miki
Kagawa Nutrition University

学校保健研究 Jpn J School Health５３；２０１１；１９０



１．はじめに

学校における健康教育は，各学校の教育目標と切り離

して考えることはできない．要するに単に疾病や異常が

ない，健康な行動が身に付くことのみが目的ではない．

子どもたちが生き生きと生活する力を身につけることと

考える．地域社会との連携を重視しつつ，子どもたちが

「今日も一日楽しかった，今日も一日頑張った，また，

明日も楽しみだ」等，生きるための生活の質（QOL）

を高めることと考える．１８年前のＤ小学校における健康

教育はこのような考え方のもとに展開した．学校におけ

る健康教育で目指す子どもたちの姿を教職員すべてが共

有し，家庭地域と連携して健康教育プログラムを進めた．

組織的健康教育のその後を追跡した検討や評価等の研究

は少ない．ここでは，１８年前の子どもたちや教師を対象

に当時の健康教育を振り返り，時代を超えてつなぐ価値

あるものは何か，また時代の変化に合わせ改善すべき課

題は何か等を考えてみたい．

２．Ｄ小学校の健康教育の特徴

Ｄ小学校における健康教育推進は「学校」の二文字に

こだわり，学校特有の教育機能と教育環境を活かして展

開した．その特徴は以下の通りである．

� 幼稚園と共に健康教育活動を推進したこと

� 「観察」「体験」「生活化」を軸に活動を展開したこと

� 実践活動は授業を通して「わかる授業，できる喜び，

学ぶ楽しさ」を体験できるようにしたこと

� １日の生活行動（朝の登校から帰るまで）そのもの

の中に浸透させたこと

� 子どもの活動で広がった学校・家庭・地域社会との

つながりを大切にしたこと

� 教科での学びを学校行事や毎日の生活に総合的に活

かす工夫をしたこと

� 保健管理面（健康観察，健康診断，環境衛生等）と

保健教育面（保健学習・保健指導等）を一体的に展開

したこと

	 子どもたちが中心となって創作した「歌声で響きあ

い，広がる健康教育」を展開したこと


 子ども参加型の「学校保健委員会」活動を展開した

こと

� 存在としての保健室から機能する保健室として健康

教育のセンター的な役割を果たしたこと

� 養護教諭が健康教育委員長を担ったこと

３．１８年後の子どもたち及び教員への調査

学校健康教育の効果を検証する方法として，「個」や

「集団」の健康意識や行動の数量化，質的両方から，児

童，教師の意識や行動，態度の変容や健康教育プログラ

ムの構成及び内容について把握することとした．

１）対象：当時のＤ小学校の子どもたち（現在２３歳～３０

歳）１３５人中，回答のあった５７人（回収率４２．２％），対

照群（調査対象者と同年齢の若者）に配布１００人中４８

人（回収率４８．０％）当時の教師２５人，対照群３５人を分

析対象とした．

２）方法：調査内容の検討と回収方法；量的分析を補強

するために，当時の教師，子ども，保護者それぞれ５

名を対象に面接を実施し質的分析（スキャット分析）

を実施した．ここでは，調査研究について述べる．調

査項目は，かなりの時間的経過があることから，まず

当時の健康教育の認知度やその後の活用や家族などへ

の推奨の様子等を設定した．倫理的配慮は女子栄養大

学倫理審査委員会の承認を得た（承認番号１００）．調査

用紙は当時の児童名簿及び年賀状等の情報）をもとに

郵送により，配布回収した．

〈調査項目：当時のＤ小子ども対象・対照群及び教師，

対象・対照教師への調査項目〉

調査内容は以下の通りである．�小学校当時（教員は

勤務当時）の健康教育について覚えているか（健康教育

の認知度）�小学校当時（教員は勤務時）の健康教育の

学びや体験が，その後の生活習慣や生き方に役に立った

か（健康教育の活用）�小学校の健康教育の学びや体験

を家族，友人等に話したり，進めたりしたか（健康教育

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 学会長講演

学校における健康教育１８年後の検証
―時代を超えて変わらない価値あるものは何か―

三 木 とみ子

女子栄養大学

Inspection of School Health Education１８years later on.
―What is valuable aspects that have not changed over the years？―

Tomiko Miki
Kagawa Nutrition University
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項 目 Ｄ小 n＝５７ 対照 n＝４８

よく覚えている ２１（３６．８％） ３（６．３％）

覚えている ２０（５２．６％） １４（２９．２％）

あまり覚えていない ３（５．３％） ２１（４３．８％）

未記入 ３（５．３％） １０（２０．８％）

（n＝５７）

項 目 人数（％）

とても役に立った ３５（６１．４％）

少し役に立った １５（２６．３％）

あまり役に立たなかった ６（１０．５％）

全く役に立たなかった １（１．８％）

（n＝５０）

項 目 人（％）

生活習慣に役にたった ２２（４４．０％）

日常の生活に活かした ２１（４２．０％）

子育てに活かした ６（１２．０％）

身の回りの人に活かした ３（２６．０％）

項 目 Ｄ小 n＝５７ 対照群 n＝４８

すごく楽しかった ３５（６１．４％） ７（１４．６％）

楽しかった １９（３３．３％） １７（３５．４％）

あまり楽しくなかった ３（５．３％） ２１（４３．８％）

まったく楽しくなかった ０ ３（９．３％）

国民標準値に基づくスコアリングによるＤ小健康教

育を受けた子ども群と対照群SF―３６プロフィール

の推奨）�小学校時代，学校に登校することが楽しかっ

たか（学校生活の楽しさ）

健康関連QOL（SF―３６V２活用）の調査は�現在の健

康状態（全体的健康観）�あなたの健康状態は１年前と

比べて，現在の健康状態はいかがですか（日常的役割機

能）�過去１ヵ月間に，仕事やふだんの活動（家事など）

をするにあたって，身体的な理由の問題（活力）	過去

１ヵ月間に，仕事やふだんの活動（家事など）をするに

あたって，心理的な理由で（例えば気分が落ち込んだり

不安を感じたりしたために）妨げられたか（社会生活機

能）
過去１ヵ月間に，家族，友人，近所の人，その他

の仲間との普段のつきあいが，身体的あるいは心理的な

理由で，どのくらい妨げられましたか（日常生活機能精

神）�過去１ヵ月間に，友人や親せきを訪ねるなど，人

とのつきあいが，身体的あるいは心理的な理由で，時間

的に妨げられたか（心の健康）・運動（家事など）をす

るにあたって，心理的な理由で妨げられたか．

〈Ｄ小学校教師対象のみの調査項目〉

�当時の健康教育活動が子どもたちの「生きる力」に

寄与したと思うか（生きる力の寄与）�先生はＤ小の健

康教育活動で体験したことをその後の教育指導に活かし

たか（健康教育体験の活用）�Ｄ小の健康教育活動の学

びや体験が，その後の先生方自身の心身の健康の生活習

慣や生き方に役にたったか（自身の健康つくりへの活用）

�先生方はＤ小学校での健康教育の体験を知人や家族の

健康つくりに役立てたか（他者への推奨）．

QOL項目は当時の子どもの質問内容と同様とした．

３．結 果

１）小学校時代の健康教育内容の認知状況（小学校の健

康教育の内容を覚えているか）

★小学校時代の健康教育の認知度は，「良く覚えてい

る」と「覚えている」を合わせると，当時のＤ小の子ど

もたちの方が２倍以上高い．

２）Ｄ小での健康教育で学んだ知識や技能をその後のあ

なたの生活に役に立てたか

３）「とても役にたった」と「少し役に立った」の合計

★Ｄ小の当時の子どもたちは，学校で学んだ知識や技

能がその後の生活に，とても役に立った，少し役に立っ

たを合わせると５０人（８７．７％）であった．その内容で注

目したいのは「子育てに活かした」であり，学んだこと

が次世代につながっていることである．

４）小学校の当時学校に登校することが楽しいと思いま

したか

★当時のＤ小子どもたちは「学校に登校することがす

ごく楽しかった」と「楽しかった」と合わせると９４．７％

であり，対照群の５１．０％と比較するとＤ小の方がかなり

高い．Ｄ小の健康教育の目的そのものが，わかる授業，

できる喜び，学ぶ楽しさを体験させることであったので

このことにつながるものと考えらる．

５）当時の子どもたちと対照群のQOLの比較（SF―３６

QOL尺度活用）

★１８年余の長い経過を経た現時点でのQOLについて

対照群との比較は，全体的健康感・活力・社会生活機能

において，当時のＤ小の子どもの方が有意に高い値を示

１９２ 学校保健研究 Jpn J School Health５３；２０１１



（n＝２５）

項 目 生きる力 学習意欲

かなり寄与した ２０（８０．０％） ２１（８４．０％）

寄与した ５（２０．０％） ４（１６．０％）

あまり寄与しなかった ０ ０

全く寄与しなかった ０ ０

した．

６）当時の教師対象の調査

�健康教育は子どもの生きる力に寄与したか�学習意

欲の向上に寄与したか

★当時のＤ小の教師は，当時の健康教育活動が子ども

たちの生きる力に「かなり寄与した」と「寄与した」と

あわせて２５人（１００％）であった．また，子どもたちの

学習意欲の向上についてもすべての教員が寄与したと回

答している．

６．ま と め

いつの時代においても，子どもの健康問題は存在する．

その内容も社会の情勢等により様々である．学校教育の

場で行われる健康教育はそれらの「解決の仕方や向き合

い方」を身につけることであり，それを今後の人生にお

いて遭遇するであろう健康問題に活用する力を身につけ，

生涯健康の基礎つくりを教育で培うことであろう．学校

健康教育推進の条件の調査では「教職員の共通理解と協

力体制」が第１位であった．関わる教職員すべてが健康

教育でねらう子ども像について共通の価値観を持つこと

が最も大切であり，このことが組織的に行う基本でもあ

る．つまり，時代を超えて大切なことは，目指す子ども

の姿を，校内職員で共有すること．組織と人を活かすこ

と，教職員がまずQOLを高く持つこと等が考えられる．

学校の健康教育は「学校」という教育の機能と学校とい

う環境を活かした活動を展開することである．組織的な

学校健康教育は個別対象の指導のように短期的に成果が

でるものでわけではない．この調査結果を踏まえ，今後

は集団を対象とした学校の健康教育の評価のあり方や

「学校」の２文字にこだわり，次世代につながる健康教

育の在り方を究明したい．

１９３三木：学校における健康教育１８年後の検証



�．はじめに

教育をめぐる様々な改革の一環として平成２０年１月１７

日に中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り，

安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進

めるための方策について」が出され，次いで学校保健法

等の一部改正が国会で審議され，一部修正の上同年６月

に可決された．学校保健にかかわる法律は学校保健安全

法という新たな名称となり，平成２１年４月より施行され

た．

他方，社会の情勢としては，平成２０年のリーマン・ブ

ラザーズの経営破綻に端を発した世界的金融危機が日本

社会にも大きな影響を及ぼし，企業や家計も困難に直面

することとなった．子どもたちにも直接，間接の影響が

及んだ．このほか，いじめ，虐待，非行，暴力，性，薬

物乱用等様々な問題が引き続き児童生徒等の生活に影を

投げかけてきている．

このような状況認識の下，本シンポジウムでは，「こ

れからの学校保健と学校力」を主題とし，「学校は何を

すべきか学校をどう支えるか」を副題として掲げた．「学

校力」については，「学校」は，子どもたちの心身の健

康にかかわる「人」「モノ」「内容」「環境」等学校特有

の教育機能を有した組織体であり，限りない力を持って

いるとの認識から生まれた提案をこめた用語である．こ

れは上述の中教審答申における「学校内の体制の充実」

と「学校，家庭，地域社会の連携の推進」ともかかわり，

学校保健安全法の趣旨とも深くかかわっている．本シン

ポジウムでは，学会のメインテーマ「変化の時代におけ

る学校保健と学校力～生涯健康の基礎づくり～」を受け

て，考えるべき時代としては現在から比較的近い未来を

想定し「これからの」とし，学校保健がどのような学校

力により発展しうるかを探ってみたいと考えた．

�．各シンポジストから

シンポジウムはまず第１番目に，山本康子氏が「心身

の健康課題解決のために養護教諭が中核的役割を果たす

とは何か」について発表した．中央教育審議会答申（平

成２０年１月１７日）に示された「養護教諭は，学校保健活

動の推進に当たって中核的な役割を果たしてきており，

現代的な健康課題の解決に向けて重要な責務を担ってい

る」を踏まえ，養護教諭は柔軟な企画・発想力を有し，

リーダーシップやマネジメント，コーディネート能力・

スキルを発揮する「学校づくりのミドルリーダー」であ

るとした．次いで，養護教諭が「中核的役割を果たす」

とは何かについて，保健室に来室する児童生徒，保護者，

教員から得られる様々な健康課題を整理した．これらの

解決に向け，養護教諭は学校内外の様々な人々，組織・

機関と調整を図る立場にあること，児童生徒にいちばん

近い存在である養護教諭が，彼らに寄り添い，児童生徒

を中心に据えた課題解決への方策を検討する中心的ポジ

ションにいることを述べた．次いで，健康課題の予防的

視点による健康教育のキーワードは「愛され感」である

ことを述べた後，保護者を巻き込む学校保健活動の展開

について具体例を挙げながら説明した．平成２１年度に取

り組んだ学校とPTAの連携による「自分で作る“一中，

弁当の日”」の実践化等を通じ，心の健康の推進を図った．

第２番目には，佐久間美穂子氏が「健康教育を学級経

営に機能させること」について発表した．第二亀戸小学

校に７年間在職し，学級担任として様々な形で健康教育

にかかわる中で，「健康教育を学級経営に機能させる」

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 基調シンポジウム

これからの学校保健と学校力
―学校は何をすべきか 学校をどう支えるか―

コーディネーター：衞 藤 �＊１，三 木 とみ子＊２

＊１日本子ども家庭総合研究所
＊２女子栄養大学
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＊１Japan Child and Family Research Institute
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シンポジスト：天 笠 茂（千葉大学教育学部教授）
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山 本 康 子（東京都足立区立第一中学校主幹教諭・養護教諭）
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という発想をもった．児童にとり学校生活の基盤となっ

ているのは学級であり，学級経営とはその様な場づくり

をしていくことと認識した．児童が登校してから下校ま

での一日の様々な学校生活を，健康教育と言うフィル

ターにかけ，その内容について適切なねらいや方法・連

携の仕方などを考え実践することにより，健康教育を学

級経営に機能させることができると考えた．同校では健

康教育にて目指す幼児・児童の姿を「今日も楽しかった．

今日も精一杯がんばった．明日もまた楽しみだ」と設定

した．また，健康観察は児童理解の原点であり自己表現

の場であることも痛感した．さらに，授業の中で「分

かった！できた！やった！」と言う本物の学びがあれば，

一人ひとりの個性が輝き，それぞれが存在感を示し，学

級経営は円滑になることを高学年の「エイズ学習」を通

じ経験した．病気をもつ者だからこそ見えるもの，早期

退職したからこそ伝えたいものがあるという思いで本シ

ンポジウムに参加した．研究教育にかかわった当時の職

員同士のネットワークは，今も強力に続いている．この

意味するものは「子どもたちへの思い」にあることに改

めて気づいた．健康教育は一生の宝であり，強い信念を

もち，しっかり進めて欲しい．

第３番目には，坂根清貴氏が「学校力の向上と学校保

健とのかかわり」について発表した．学校力の向上のた

めの要素としては，学力，指導力，経営力，安全と危機

管理，スクールアイデンティティの五つが挙げられると

説明し，この５要素は「子どもの笑顔が増える要素」で

もあると述べた．次に，学校保健とのかかわりについて

は，子どもの笑顔の源は心身の健康であること，健康課

題は教育の重点課題であり全職員等による組織的な活動

が大切であること，家庭との双方向の取組が大切であり，

「家庭の協力無くして成果無し」であることを説明した．

「子どもの元気を支える学校保健（健康教育）」はいつ

も心に思っており，「学校保健」，「学校安全」，「学校給

食」は自分のライフワークとして，今後も取り組み，自

らの学校経営の中にも取り入れ，「笑顔いっぱいの学校

づくり」に邁進したいと考えていると結んだ．

第４番目には，天笠茂氏が「学校力を高める学校のマ

ネジメント」について発表した．はじめに，「学校力と

は，個々の教師の指導力が組織化され，家庭や地域社会

の支援によって生まれる子どもたちを育てる総合化され

た力である」と定義を述べた．その背後には，学校力を

キーワードに取り上げ論議を重ねることを通して，学校

の機能の回復をはかる改善の突破口を探るという戦略的

な意味合いが内包されていると説明した．学校力を高め

るには，学校内における連携・協力と，家庭・地域との

関係づくりについてそれぞれを問い直すという二つの側

面からのアプローチが必要であるとした．そして，教職

員それぞれの営みをつなげる協働による学校づくりと，

保護者や地域の人々の参加・参画をはかるマネジメント

のあり方，教育委員会の存在と果たすべき働きかけが重

要であると説明した．次に，学校力を高めるための方策

の一つとして，カリキュラムを核にした協働による学校

づくりを挙げた．カリキュラムを核に教職員それぞれが

コミュケーションを通してつながることを大切にし，自

らの専門性を教科や学級・学年に置く組織文化や，教科

経営や学年経営の組み合わせを柱とするこれまでのマネ

ジメントのスタイルからの転換を促し，学校としての協

働をはかる組織文化の形成をめざすものであると述べた．

学校力を高めるための方策の二番目として，学校・家

庭・地域の密接な連携・協力による関係づくりを挙げた．

学校から家庭・地域への一方向の働きかけを越えて，学

校・家庭・地域の間で循環を生み出すことが今日的な関

係づくりをめぐるテーマであるとした．この点をふまえ，

学校の立場から家庭・地域社会に対する働きかけについ

て，子どもの学習や生活の改善を求めて，その在り方が

改めて問われてよいと述べた．学校力を高めるための方

策の三番目として，学校・家庭・地域が共有するコンセ

プトの構築と教育委員会の支援を挙げた．学校内におい

て教職員の協働を確かなものにするのがカリキュラムで

あるならば，学校・家庭・地域を結ぶのが，学校力育成

をはかるビジョンであり，その全体構想にかかわるコン

セプトということになるという認識を示し，そのコンセ

プトや実現をめざす理念などの構築にむけて検討を重ね

るシステムを設けたり，環境を整えたりするなど，学校

力の育成を進めるにあたって教育委員会の支援が欠かせ

ないとした．したがって，学校力の向上は，学校・家

庭・地域とともに，これに教育委員会を加え，それぞれ

の地域をフィールドに４者による相互の関係づくりを通

して図られることが求められると指摘した．

�．討 論

４名のシンポジストの発表を踏まえ，最初につなぎ役

の重要性が語られた．人間力に優れたつなぎ役の役割が

強調された．坂根氏からは「学校の個性から学校力が生

まれること」が述べられ，スクールアイデンティティの

重要性が指摘された．また，天笠氏からは組織のつなが

り方が大切であることが改めて述べられた．

会場から，「コミュニティスクールにおいて，健康教

育を進める具体的テーマをどう設定するか」について質

問が出された．これについては，地域運営学校では，共

通のテーマと共通の場を持つことが出来ることが確認さ

れた上で，坂根氏より岡山県の拡大学校保健委員会の事

例が紹介され，地域と連携した学校保健活動の推進が

「すこやかな子どもを育てる会」などを中心になされて

いることが話された．このほか，学校力については，地

域の協力の下，「いじめをなくそう」をスローガンとし

た学校百周年に連動した心の健康づくりの例や，歯磨き

や手伝いのことも記す「すこやか手帳」を活用した取組

の例が紹介され，地域が強いと学校も元気になるという

発言があった．また，保護者の考え方が時代と共に変化
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してきていることが指摘され，家庭と学校の協力により

子どもを育てる意義が述べられた．

�．ま と め

各シンポジストに総括的な発言を求めた．山本氏は

「愛され感を大切にした健康教育の推進が学校力の向上

につながる」，佐久間氏は「強力なネットワークを構築

し，その構成員一人ひとりが見つめているものが同じ

“子ども”であるという認識をもつこと」，坂根氏は「学

校教育には協力が不可欠である」，天笠氏は「１．人，

金等の資源を学校に集中させ，社会とともに学校を高め

ていくことが必要であること，２．養護教諭のポジショ

ンの特徴は，全体を見ることが可能であること．部分を

重ねても決して全体は見えないので養護教諭の役割は重

要，３．学校・家庭・地域の意見交換とは学校に口を出

すことになり，学校としては『痛し，かゆし』の側面も

ある．学校がこれをどう乗り越えるかがポイント」と述

べた．

最後に，コーディネーターからこれからの学校保健と

学校力について様々な観点からの討論が出来たことの意

義とシンポジスト，参加者へのお礼が述べられ，基調シ

ンポジウムを終了した．
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�．はじめに

本シンポジウムは，学術委員会が第５７回日本学校保健

学会との共同企画として開催したものであり，「変革の

時代における養護教諭養成のこれからを問う」ことを目

的として，学術委員会委員がコーディネートした．テー

マ設定の背景には，文部科学大臣の諮問によって２０１０年

６月に中央教育審議会「教員の資質能力向上特別部会」

（以下，特別部会）が設置され，教員免許制度の抜本的

な見直しや教員の養成と研修の充実を目指した施策が検

討されていることが挙げられる．このような状況をふま

えて，変革の時代における「養護教諭のこれから」につ

いて，養護教諭養成の立場，教師教育の立場，保健師教

育の立場，現職養護教諭の立場からの提言をもとに考え

てみた．以下は，提言内容等の概要を整理したものである．

�．養護教諭養成の立場から

基調提案として，後藤ひとみが「養護教諭養成の現状

と課題」を提示した．

１．教育職員免許法の問題

従来より，教育職員免許法（以下，教免法と略）や課

程認定にかかわって生じている問題が指摘されてきた．

特に，教免法第５条で規定されている「基礎資格」は教

諭や栄養教諭とは異なって多様であることから，養護教

諭の基本的な資質を不明瞭にしてきた．同条では，「大

学において修得を必要とする最低単位数」が規定されて

いない欄があり，「養護に関する科目」も「教職に関す

る科目」も学ばずに二種免許状を取得できる制度は，教

員である養護教諭の免許状取得条件として適切とは言え

ない．

２．課程認定の問題

養護教諭養成においても教諭同様に，「大学における

養成」と「開放制」という二つの原則があり，教免法の

規定に則っているかどうかは課程認定という手続きで審

査されている．

養護教諭免許状の課程認定状況を２００４年度～２００９年度

の６年間でみると，専修免許状の課程認定を受けた大学

院は３５校から５０校へ，一種免許状の課程認定を受けた大

学は５８校から１０５校へ，二種免許状の課程認定を受けた

短期大学は２７校から２０校へと変化している．大学の学部

名称及び大学院の研究科名称は年々多様化する傾向があ

り，「開放制」によって各大学の個性的な教員養成が保

障される一方で，養護教諭の専門性を支える養成の基盤

が見えにくくなっている．また，専門的能力にかかわる

「養護に関する科目」での読み替え措置が多々行われて

おり，最小限必要な資質能力を揺るがす状況である．

３．質保証のための養成カリキュラムにむけて

日本教育大学協会全国養護部門では１９９３年に研究委員

会を組織し，１９９７年には教免法改訂対応ワーキンググ

ループを立ち上げ，「養護に関する科目」の構成として，

例えば，解剖学，生理学のような提示を「心身の構成・

機能・発達に関する科目」のように学習内容がみえる区

分にすることを提案した．同研究委員会は，２００４年から

モデル・コア・カリキュラムの提言を重ねている１）．日

本養護教諭教育学会が定義づけている２）ような養護教諭

の専門性や固有性の具現化には，大学教員一人ひとりの

努力はもちろん，教免法の改正や課程認定の充実といっ

た養護教諭養成制度の見直しや，養護教諭のライフス

テージをとらえた上での「養成・採用・現職研修」とい

う一連の教育プログラムの設計などが求められる．

文 献

１）日本教育大学協会全国養護部門研究委員会：養護教諭の

資質向上を目指したモデル・コア・カリキュラムの提案�

行動目標の明確化．２００８

２）日本養護教諭教育学会：養護教諭の専門領域に関する用

語の解説集〈第一版〉．２００７
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�．教師教育の立場から

岩田康之氏には，教師教育をご専門とする立場から，

「教師教育のこれから―制度改革の議論を考える―」と

題して下記のようなご提言をいただいた．

１．「教師教育」と「教員養成」―議論の錯綜―

日本においては「教師教育」と「教員養成」という二

つのタームが相重なる意味を持って用いられてきたこと

で近年の議論の錯綜を生んでいる．個々の教師の力量形

成プロセスは主に「教師教育」，初等中等教育の教員と

なる者の免許状取得に至る教育システムは主に「教員養

成」と使い分けられる１）．両者の研究視角を整理してみ

た２）．教育方法学や授業研究等の手法からのアプローチ

は，個別の教師の個別の場面における実践的指導力の向

上に焦点化されるのに対し，教育経営学や教育行財政学

的な観点からのアプローチはシステム全体を視野に納め

て管理運営的なベクトルを持つ．一方は全体状況へのか

かわりを欠き，もう一方は教育実践の具体とのかかわり

を欠き，双方は容易に交わらないことが「教員養成」の

全体像を捉えることを困難にしている．

２．終わらぬ戦後処理

国外の研究者に奇異に映る点として，�基礎資格ごと

に二種・一種・専修の三種の免許状が設けられながら，

下級免許に業務範囲の制限がない，�二種免許が学士に

満たない基礎資格（短期大学卒）で取得できる，�実務

経験なしで最上級の専修免許が取得できるなどのことが

ある．特に�に関しては，欧米先進国はおろか，タイや

インドネシアといったASEAN諸国にも劣る水準となっ

ている．養護教諭養成における「教員養成ルート」と「看

護婦・保健婦ルート」の相剋の源も戦後改革期にある．

３．日本の教員免許の「質保証」と中教審「特別部会」

の議論

日本には，「質保証」システムの不在（大学全入時代），

「開放制」の実態（需要を大幅に超える免許状の供給），

少ない教育実習（１２０時間相当＋事前事後指導），「３０時

間，１０年に一度」の更新講習などの課題がある．中教審

「特別部会」では，「大学における養成」への低い評価

によって年限延長論への懸念や拒否反応，「開放制」に

基づく多様な教員養成との関係で，目的性強化が逆にリ

ソースの劣化を生むことへの懸念が出されている．

「修士レベルの教員養成」プランなどの制度改革の具

体化は，どれだけ長いスパンで，かつ教育の条理に叶っ

た制度設計ができるかがポイントである．また，「誰の

ための教師教育か」という原点への回帰が重要であり，

子どもたちのため，次世代育成のための共同責任の自覚

と連帯が求められる．

文 献

１）岩田康之：新自由主義的教員養成改革と「開放制」―教

員養成制度再構築の視角―．弘前大学教育学部附属教員養

成学研究センター「教員養成学研究」 ３：１―１０，２００７

２）岩田康之：教師教育・教員養成研究の課題と方法．東京

学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター「研究年

報」 ８：６４―７１，２００９

�．保健師養成の立場から

村嶋幸代氏には，「保健師教育のこれから」と題して，

下記のようなご提言をいただいた．

１．保健師養成の現状

保健師は都道府県教育委員会に申請することで養護教

諭二種免許状を取得することができることから，養護教

諭養成を行っていない県では「この道が必要」との意見

がある．２００９年９月までの保健師教育は大学での保看統

合化カリキュラムにより，看護師と保健師は全員必修，

助産師は選択制で行ってきた．近年，看護系大学は毎年

１０校（学生数１，０００人）ずつ増加しており，２０１１年には２００

校（保健師学生は２万人）で，新卒看護師の４０％が保健

師免許を取得することになる．

看護系大学のカリキュラムは過密であり，保健師教育

も看護師教育も不十分になっていることから，需給を無

視した過剰な保健師養成の現状を改善する必要が生じて

いる．また，不十分な教育による新任保健師の困った現

象（例えば，家庭訪問をしたことがない．家庭訪問を嫌

い，パソコンの前に居たがる．コミュニケーションがで

きないなど）もある．保健師免許の質を保つには，「教

育可能な量」の「需要に見合った」学生数に絞る必要が

ある．各大学は，少子化のために生き残りをかけた策が

必要なのが現状であり，保健師免許を学士課程から外す

ことについては大学経営者からの抵抗が大きい．そのた

め，先ずは選択制の大学を増やす方法を検討してきた．

２０１１年度以降の保健師教育課程では，保健師は選択制

となる看護系大学が増える一方で，保健師は上乗せ２年

の修士課程とする大学が出てきている．このタイプでは

養護教諭一種の課程認定が予想される．

２．養護教諭と保健師の役割

保健師の学的基盤は公衆衛生看護学である．個人の問

題を解決するのに地域ケアの整備が必要で，個人と集団

の双方に働きかけることに特徴がある．このことは，養

護教諭と同じではないだろうか．両者は，同じ地域に住

む児童・生徒を対象としており，地域特性は同じである

ことから，協力して問題解決にあたる必要がある．例え

ば，重症心身障害児のケアマネジメントでは，資源整備

は保健師の仕事，学校での受入れ整備は養護教諭が担う

などが考えられる．

�．現職養護教諭の立場から

堀田美枝子氏には，養護教諭を代表する立場から「養

護教諭養成への期待」と題して次のようなご提言をいた

だいた．
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１．全国養護教諭連絡協議会の調査結果から

調査結果をもとに，これからの養護教諭に求められる

専門性や資質能力とはどのようなものであるかを整理し

た．保健室で健康相談を行った事例では，いずれの学校

種でも人間関係に関することの割合が高く，養護教諭自

身は「健康相談を行う上での問題点や悩み」として，時

間の確保が難しい状況で，多様化し増加している問題に

向き合い，保護者とのかかわりに苦慮している．保護者

や教職員から受けた相談内容は「心身の健康に関するこ

と」がどの校種でも高率である．

２．養護教諭に求められる専門性や資質能力

あらゆる教育活動に情熱と探求心を持って向き合う姿

勢と能力が必要である．特に，学校保健推進の中核的役

割が求められるため，教育学・医学・看護学・心理学の

専門的知識と確かな技術の習得，研ぎ澄まされた感性，

企画調整力やコーディネート力は養成段階から必要とな

る．新規採用時においては，実践力の向上や教員として

の倫理観，使命感を養うことが必要であり，中堅となる

現職段階においては，保健管理能力の向上，教育課程の

編成と指導方法の研究実践，コンサルテーション能力の

向上，学校教育活動を見据えた保健室経営等の専門性が

必要となる．

３．これからの養護教諭養成に望むこと

「指導法に関する科目」の新設が必要であると考えて

国に要望している．養護教諭の養成課程は教育系・看護

系・学際系・短大系・特別別科等多岐にわたり，養成機

関の地域偏在化も気になる．養成機関の特質を活かしな

がらも，必要なカリキュラムの内容や規模，期間につい

て標準化を目指したモデル・カリキュラムを検討し，実

務能力の均質化を図りたい．実践的指導力を身につける

方策として，養護実習および臨床実習・体験活動の充実

を図り，教育の目的や教員としての適性を見極める機会

として，夏季休業中や学校行事，放課後等に児童生徒と

ともに活動する等，学校現場における体験活動を必修と

したい．教職大学院も含め，養護教諭の資質の確保や力

量向上に有効な制度設計が必要である．養護教諭は学校

保健活動の推進にあたって中核的な役割を果たしている

が，一般教員に比べて研修日数が少なく，充実した内容

が保証されていない．本協議会では教諭と同等の研修内

容や日数等の保証という法整備について，国への要望を

毎年行っている．行政機関や養成大学との連携で研修内

容の質的向上が図られることを期待したい．

�．協議のまとめとして

フロアからは，「教員養成の多様化の効果」，「読み替

えによる課程認定の現状」，「看護大学における養護教諭

一種免許状取得の意味」，「養護教諭養成のこれからの

姿」，「保健師養成の今後」などに関する質問・意見が出

された．従来からの教免法における問題の一方で，新た

な教員養成の課題が挙げられている今，教員としての質

保証という視点で教育内容や教育方法を検討する必要が

あることを確認した．なお，２０１１年１月３１日に公表され

た特別部会の審議経過報告では，教員免許状の種類の変

更や修士レベル（４年＋α）での養成などが提案されて
いるが養護教諭養成の具体については未だ明瞭になって

いない．本シンポジウムの報告が今後の検討に生かされ

れば幸甚である．

１９９後藤ほか：変革の時代における養護教諭養成のこれからを問う



ワークショップの流れは以下のごとくであった．

１．ワークショップの意図（今，なぜ豊な心を培う
健康教育なのか）

人々が生活習慣病のリスクファクターである生活習慣

を主体的に改善することがますます求められていく状況

下にあって，健康教育への期待は増大の一途にあり，生

活習慣改善への動機づけと継続は重要な課題である．こ

の課題解決にあたっては知識・認識形成，情意形成，行

動形成が必要であるが，中でも，KAP（B）モデルに代

表されるように，情意形成（健康な心づくり）は不可欠

である．しかし，その具体的手立てとなると困難であり，

研究も実践も低調である．２００８年３月改訂の新学習指導

要領では，学校教育の教育方針として，前回に引き続き

「生きる力」の育成が踏襲された．その理由は，改訂前

の健康課題の解決が芳しくなく，「生きる力」の育成が

必ずしも実現されておらず，その具体的手立が不十分で

あることが判明したからである．２００８年１月の中教審答

申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善について」によると，変化の

激しいこれからの「知識基盤社会」に対応していくには，

確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和を重視する

「生きる力」を育むことがますます重要になってくると

し，この実現に向けて，不十分だった「生きる力」の理

念の共有化や育成のための指導の充実を図るなどの具体

的手立てを確立していく必要性が指摘された．

そこで，本ワークショップでは学校健康教育を中心に

して，「生きる力」の基盤を成している「豊かな心」に

視点を当てながら，その指導の充実のための具体的手立

てについて，実践例を交えながら検討することにした．

２．ヘルシースクール推進校の「心の健康づくり」
実践例

千葉県内の某小学校では，ヘルシースクールを推進す

るにあたり，心の健康調査（セルフエスティーム，セル

フエフィカシー，エゴグラム）の活用，ライフスキル学

習，異学年及び家庭・地域との交流を行った．その結果，

学校における様々な教育活動は，健康教育とのかかわり

が大きいという認識を全職員が共有でき，校内組織，校

内研究を軸として，全ての学校教育活動を通してヘル

シースクールの推進を図ることができた．また，この全

職員の共有化により，管理職や推進リーダー等が変わっ

てもヘルシースクールの推進の継続が可能となった．

３．情意形成の具体的手順検討のためのグループ
ワーク

日常生活において生じる問題に主体的効果的に対処す

るのに不可欠な課題解決スキルに着目し，その具体的な

形成手順を検討するための体験学習を小グループに分か

れて行った．教材としては，「人生の縮図」と言われる

スポーツの特性（「競争性」と「遊戯性」）を活かした簡

易で楽しく競い合える“ナンバーズ”と呼ばれるワーク

シートを用いた．このワークシートの学習内容の配列順

序（シークエンス）は，問題解決過程に基づいており，

これをゲーム方式によってアクティビティ（身体活動）

に体験できるように工夫されている．参加者との検討の

結果，ワークシートは，子どもたちが問題解決スキルを

楽しく分かりやすく形成できるのに効果的であるとの評

価を得た．しかし一方で，ワークシートにゲームの作戦

を記述しにくいといった改善点も指摘された．

４．現場教師からの要請の高いライフスキル形成の
ためのワークシートの紹介

自己認識スキル（簡易型ジョハリの窓ワークシート），

意志決定スキル（意志決定ステップのワークシート），

対人関係スキル（自己表現型ワークシート）形成のため

のワークシートを紹介した．

５．おわりに

参加者の感想として，「大変参考になった」，「ワーク

が楽しかった」，「是非，自分の学校でも取り入れていき

たい」等の記述が見られ，ワークショップの有効性が窺

えた．

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 ワークショップ１

豊かな心を培うための健康教育

大 津 一 義＊１，山 田 浩 平＊２

＊１順天堂大学，＊２愛知教育大学

Concrete Procedures for Affect Formation in Health Education

Kazuyoshi Ohtsu＊１，Kohei Yamada＊２

＊１Juntendo University，＊２Aichi University of Education

○コーディネーター：大津一義（順天堂大学），宮城重二（女子栄養大学）

○シンポジスト：山田浩平（愛知教育大学），山羽教文（順天堂大学），荒井裕見子（市原市立里見小学校）
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思春期に顕在化する喫煙，飲酒，薬物乱用，早期の性

行動，暴力，自殺などの危険行動は，依然として重大な

問題であるばかりか，一部の危険行動は深刻化する傾向

さえ認められる．

こうした危険行動を防止するために学校が果たす役割

に対する期待は大きい．しかし，その中心的役割を担う

べき健康教育がこうした期待に十分に応えているとは言

いがたい．その理由の一つとして，従来の学校健康教育

が知識の提供に重きを置きすぎていたことが挙げられる．

欧米でこれまでに行われた健康教育研究の結果によれ

ば，行動変容を促すためには，ただ単に危険行動の悪影

響について理解させるだけでは不十分であり，仲間やメ

ディアなどの社会的要因の影響に気付かせ，対処する能

力を育てるとともに，セルフエスティームや意志決定ス

キル，ストレス対処スキル，社会的スキルなどのライフ

スキルを向上させることが必要不可欠である．我が国に

おいても近年になって，著者が主宰するJKYBライフス

キル教育研究会（以下，JKYB）によって，様々なライ

フスキル教育プログラムが開発され，その有効性が示さ

れつつある．

しかし，こうした包括的なプログラムにおいては，従

来のように講義を中心とした一方的知識伝達型の授業で

はなく，ブレインストーミングやロールプレイングなど，

生徒中心の学習活動が重視され，多くの教師はプログラ

ムを適切に実施する自信に欠けているため，期待される

効果を必ずしも上げていない．そのため欧米では，ライ

フスキル教育を広く普及するためには，教師を対象とし

た体験型の研修会（ワークショップ）が重要な役割を果

たすものと考え，効果的なワークショップの在り方に関

する研究が進められてきた．そうした研究によれば，単

にプログラムの原理について紹介するだけではなく，参

加者自身が授業で用いられる指導法を練習し，フィード

バックを得ることが有効であることが示されている．

我が国のライフスキル教育の歴史は欧米に比べて浅く，

ライフスキル教育について十分な知識と経験を有してい

る教師も少ないため，ワークショップのもつ意義は一層

大きいと考えられる．そこでJKYBは，これまでの知識

伝達型の教師研修会の限界を考慮して，１９９２年から全国

各地でワークショップを開催してきた．

ワークショップは通常２日間の日程で開催され，参加

者の経験の程度によって初参加者コースと経験者コース

に分け，それぞれの段階に応じた研修内容を用意してい

る．しかし，今回のワークショップでは，割り当てられ

た時間が８０分と短いことや，経験別のコースを設けるこ

とは困難であることなどから，ワークショップへの参加

経験がない人を主な対象者として想定し，導入的な内容

とすることとした．今回のワークショップの概要は以下

の通りである．

１）アイスブレイク（２０分）

「青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用のきっかけ」とし

て考えられるものを一つ短冊に書き，似た内容を書い

た人を探し，６人グループをつくった．次に，グルー

プの中でさらに３人ずつの２グループに分かれ，活動

シート「似た者３人」を使って，３人の共通点や異なっ

た点を見つける活動を行った．

２）講義「ライフスキル教育の理論的根拠」（２０分）

ライフスキル教育が健康教育に導入されるように

なった背景や理論的根拠，我が国への適用可能性につ

いて説明した．

３）体験学習「賞賛」（４０分）

JKYBが開発したプログラムの概要を説明した後，

「賞賛」の授業の導入部分を体験してもらうこととし，

６人グループで「最近人からほめられたり，人をほめ

たりした経験」についてブレインストーミングを行っ

た．

最後に，ライフスキル教育は単に危険行動を防止する

のに有効なだけではなく，心理社会的な健康やQOLの

向上にも寄与するものであることを強調し，ライフスキ

ル教育のもつ積極的な意義を訴えた．

今回のワークショップは，時間的制約上，ライフスキ

ル教育への導入ということを重視した．著者が会長を務

める予定の第５９回日本学校保健学会（２０１２年１１月９～１１

日，神戸国際会議場）においては，ライフスキル教育に

関する四つのワークショップ（喫煙，飲酒，薬物乱用，

性，食行動，歯と口の健康）を企画し，時間も３時間程

度とする予定である．是非多くの方々が参加され，理論

的根拠に基づいたライフスキル教育を日本全国に広めて

いただくよう願ってやまない．

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 ワークショップ２

行動変容につながるライフスキル教育の進め方

川 畑 徹 朗

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

Instruction in Life Skills Education to Encourage Behavioral Change

Tetsuro Kawabata
Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University
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１．ワークショップの趣旨

性教育の必要性は，誰も否定しないが，内容や方法論

について様々な考え方がある．その考え方が，大きな議

論を呼び，対立的な構造を作り上げている．その結果，

性教育バッシングといわれるような状態を生み，性教育

の沈滞につながっているといわれている．

そこで，このワークショップにおいては，次の３点か

ら，学校における性教育の考え方・進め方を検証した．

� 学校において使用されている教科用図書における性

に関する内容を整理し，その有効性を検討する．

� 諸外国において行われている性教育をそれぞれの国

や公的機関等が出版しているガイダンスと我が国の性

教育と比較し，類似点や相違点を検討する．

� 性教育の新しい課題について指導方法などを検討す

る．

２．村木久美江（川口市立南中学校）：小・中学校
の教科用図書と性教育

子どもが性に関して系統的かつ計画的に学習できるの

は，学校における性教育である．小・中学校の採択上位

の教科用図書（保健体育科，理科，社会科，家庭科）及

び，道徳「心のノート」（文部科学省）における性に関

する事項について，生物学，生理学，心理学，社会学の

４分野の観点から分析し，その結果を考察した．教科用

図書における，性に関しての重要な用語を抽出し，マト

リックスを作成し，学習内容について子どもの発達段階

の視点から分析した結果，小学校保健科の教科用図書の

５年生用と６年生用は，性に関する記述が全くなかった．

中学校保健体育科の教科用図書の１年生用と３年生用に

は，性に関する記述は認められたが，２年生用には全く

なかった．各教科の性に関する記述内容を，マトリック

スで示し縦軸は学習する学年を，横軸は前述の４分野の

観点で分類した項目を設定しした．その結果，性に関す

る学習内容の偏りや子どもの発達段階に即した内容を，

簡明で客観的に明らかにすることができた．これにより，

性教育を実現するための改善すべき課題を提案した．ま

た，子どもにとって，望ましい教科用図書はどのような

ものか，作成したマトリックスから，教科用図書記述に

おいて不可欠な内容に関しての提言ができた．併せて，

教育現場の性教育の実態を把握するために，中学３年生

と中学校の理科・保健体育・家庭科・社会科担当教員を

対象に，教科用図書における性の記述等に関する質問紙

を作成し，アンケート調査を実施した結果，教科用図書

や学校性教育の有用性を明らかにすることができた．

３．森脇裕美子（姫路獨協大学医療保健学部）：諸
外国の学校における性教育

米国の青少年に対する性教育は，主として青少年の望

まない妊娠や性感染症等の問題の予防をどう考えるかを

巡る社会の考え方を反映し，大きく二つの考え方に基づ

いて実施されている．一つはAbstinence-（only） educa-

tion等と呼ばれるもの（節制教育）で，もう一つはCom-

prehensive sexuality educationやAbstinence-plus edu-

cationと呼ばれるもの（包括的性教育）である．

英国の性教育の基本的な内容は，中核教科の一つであ

る理科の内の生物学に含まれる．ただし，生物学では，

生物学的な視点以外の人の性的行動やHIV／AIDS及び性

感染症については取り扱いがないが，中等教育段階で学

校ごとに性教育の時間を設けて，全ての生徒に実施する

よう，教育法により学校に義務付けられている．また，

学校は性教育の方針を作成し，いつでも保護者等が見る

ことができるように文章化しておくこととされており，

保護者は，法律で義務付けられている内容以外の部分の

性教育を子どもに受けさせたくない場合は，受けさせな

い権利を有を有している．

スウェーデンの性教育は，「Sex and human-relation-

ship」として実施される．学際的な領域の知識として認

識されており，いくつかの異なる教科における学習を統

合して提供する責任が校長に課されている．シラバスを

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 ワークショップ３

学校における性教育の考え方進め方を検証する

コーディネーター：武 田 敏＊１，石 川 哲 也＊２

＊１千葉大学名誉教授，＊２神戸大学名誉教授

Evaluation of“Thinking, Learning and Promoting Sex Education in School”

Bin Takeda＊１，Tetsuya Ishikawa＊２

＊１Honorary professor of Chiba University，＊２Honorary professor of Kobe University

発表者：武 田 敏（千葉大学名誉教授）

村 木 久美江（川口市立川口南中学校）

森 脇 裕美子（姫路獨協大学）
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みると，性教育の内容は，主として家庭科，理科，社会

科などに見られる．

４．武田 敏（千葉大学名誉教授）：中学高校にお
けるHPV感染予防の新しい性教育授業考察

HPVの感染が子宮頚癌の原因として認められている．

しかし，我が国の中高校の保健体育の教科書は，諸外国

と比較し，癌啓発の記載が欠如しており，成人病の一つ

として癌が取り上げられているにすぎない．

このため，性行為によるHPV感染の事実と予防を思

春期における性教育に加える必要がある．しかし，教育

現場の先生に見解を尋ねると「難点が多い」という．

重要な知識であり，学ぶことが多い半面，問題点も多

く葛藤があると思われる．そこで，難点の一つ一つを医

学的にも最新の知見に基づいて対応策を示した．

我が国でも子が母親を非難したり，「性感染症である」

と保健の授業で教えた学校側に保護者から苦情が出たこ

ともあった．だからと言って「保健」で教えないことも

妥当ではない．取り扱い方が難しい．

� 従来の性感染症のイメージとは違うことを強調し，

別に扱う

� 性感染症以外の感染ルートもあることを附言する

洋式トイレ，トイレのノブ，トイレ水洗のレバーと

手指を介しての感染．その他未知のルート

� 筆者が相談を受けたケースでは，潜伏期間が５年，

１０年，もっと長いケースもあること等を話したところ，

その生徒は「母が結婚する前に感染したのなら，あま

り問題ではない」とトラブルは鎮静したという．

思春期の性意識，認識の変化が痛感された．

２０３武田ほか：学校における性教育の考え方進め方を検証する



近年では多くの分野で「ヒヤリ・ハット」という言葉

が用いられているが，学校教育の現場では，教職員の労

働安全衛生や特別支援学校での医療的ケアなどにかか

わって耳にする程度である．しかし児童生徒の健康安全

に日常的にかかわる養護教諭にとって職務遂行上，ヒ

ヤッとしたり，ハッとしたりする場面は多いものと考え

られる．そのような経験や事例を共有し，背景や要因を

分析することで，事故防止のみならず，実践においてさ

まざまな意義が期待できる．

そこで「養護教諭ヒヤリ・ハット研究会」では養護教

諭が経験したヒヤリ・ハットの事例の分析を進めている．

本ワークショップでは，まず安全管理の第一人者である

刈間先生よりミニレクチャーと問題提起をいただいた後，

研究会メンバーの協力によりグループワークを行った．

１．ミニレクチャー「養護教諭にとってのヒヤリ・ハッ

ト事例について」

刈間 理介（東京大学環境安全研究センター）

ヒヤリ・ハットの定義には「重大な災害や事故には至

らないものの，直結してもおかしくない一歩手前の事

例」（Wikipedia）がある．重大事故を防止するためには

「ハインリッヒの法則」をふまえ，数多くあるニアミ

ス・ヒヤリ・ハットの段階で原因を分析し防止措置を講

ずることが重要である．

ところで原子力発電業界，航空業界，医療機関でのヒ

ヤリ・ハットの範囲を比べてみると，�求められる安全

度の厳密さ，�事故が発生した時の重大さ，�不具合事

例の発生の頻度などに違いがある．つまり各業種・領域

により，ヒヤリ・ハットの定義は異なることがわかる．

では養護教諭におけるヒヤリ・ハットとは何であろう

か．例えば足をひねった子どもの状態から養護教諭が捻

挫と判断し冷湿布を貼って帰宅させたところ骨折であっ

た場合，これは「ヒヤリ・ハット事例」といえるのであ

ろうか．

２．グループワーク

以上の問題提起をふまえ，参加者がこれまでに経験し

たヒヤリ・ハット事例について，ヒヤリ・ハットだと感

じた理由，重大事故になるのを回避できた理由等を５～

６人のグループで話し合っていただいた．そして事例を

通して，養護教諭のヒヤリ・ハットにはどんな傾向や共

通点があるかを模造紙にまとめて発表していただいた．

出された事例には，医師の診断が予想していた以上に

重症だった，経過観察ができなかった，把握されていな

かった持病があった，連絡先を間違えた，個人情報を漏

らしそうになった，伝達したつもりだが伝わっていな

かった，などさまざまなものが挙げられた．

各班からは，「救急処置の事例が多かったが，それ以

外の場面での事例もあった」「見立て（判断）が甘かっ

た」，「準備や報告が足らなかった」など，さまざまな反

省点があった．そのうち，「生命にかかわるような事故

や保護者からの強い苦情には至らずに済んだものをヒヤ

リ・ハットと感じていた」などの報告があり，中には刈

間先生が示した図をふまえて，ヒヤリ・ハットにはいく

つかのレベルがあるのではないかと考察したグループも

あった．

３．研究会からの報告とまとめ

最後に「養護教諭ヒヤリ・ハット研究会」の道上恵美

子（埼玉県立草加南高等学校）より「外科的救急処置に

おけるヒヤリ・ハット経験」に関する調査研究の概要お

よび事例収集と分析の重要性についての報告，同メン

バーの大沼久美子（女子栄養大学）より研究会の紹介を

行った．

養護教諭のヒヤリ・ハットは職務全般にわたり存在し，

養護教諭の職務の特質を反映した独自の定義や背景要因

が予想される．さらなる事例の蓄積と分析が求められる．

（協力：養護教諭ヒヤリ・ハット研究会）

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 ワークショップ４

養護教諭のヒヤリ・ハットとは何かを考える

コーディネーター：鈴 木 裕 子＊１，刈 間 理 介＊２

＊１国士舘大学文学部教育学科，＊２東京大学環境安全研究センター

What are“Close Calls”for Yogo Teacher？

Yuko Suzuki＊１，Risuke Karima＊２

＊１Kokushikan University，＊２Environmental Science Center, University of Tokyo
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【はじめに】

教育学・心理学領域では，多くの質的研究が存在する

が，学校保健学領域においては，医学・疫学的アプロー

チによる量的研究が主流である．しかしながら近年，保

健室や養護教諭に関連した研究に質的研究が徐々に見ら

れるようになってきた．これは，養護教諭を支える養護

学などの学問構築が開発途上の段階であることがその一

因とも考えられる．しかし，養護教諭の実践に限らずあ

らゆる学校保健に関する教育実践においても，質的研究

は，重要と考えられる．質的研究はどのように実践や学

問構築に貢献できうるのだろうか．本シンポジウムでは，

コーディネーターの基調発表の後，質的研究の経験を持

つ様々な立場のシンポジストから，質的研究がどのよう

に実践や学問構築に活きているのか，また活かすことが

できるのかをご提案いただいた．本テーマは，学校保健

のみならず広く心理学，教育学にも通じ，さらに，教育

の質向上につながるため，第５７回日本学校保健学会年次

学会，日本学術会議心理学・教育委員会 教育の質向上

検討分科会の共同主催で，一般公開にて開催した．質的

研究の関心の高さからか，広い会場を埋め尽くすような，

多くの人の参加を得て，熱い議論が繰り広げられた．以

下発表等の概要を示す．

【コーディネーター基調発表】

岡田加奈子（千葉大学）

養護教諭の実践の場は，社会的にも，文化的にもより

複雑な要因が絡み合う人を対象とすることが多い．その

ため，不確実なことも多く，かつ価値葛藤が大きいゆえ，

簡単には，根拠が得られない場でもある．それゆえ，養

護教諭は，研究から導かれる鋳型に実践状況を押し込め

るのではなく，子どもたちの反応やその後の行動，成

長・発達をみとりながら，実践において専門家としての

知恵を産み出し，省察をくりかえす反省的実践家といえ

る（高橋香代２００８）．そのため，養護教諭の実践や子ど

もたちの変化を要因までもとらえて全体像をとらえるに

は困難性が付きまとう．「見えない現象を見えるように

したい」「理解しがたい現象を理解できるようにしたい」

（中山洋子２００１）「実践の効果を明確化したい」という

真実への探求に対するニーズが，近年高くなってきたの

は，当然の流れといえる．

これはまさに養護教諭の実践を支える学問構築が発展

途中であり，専門職として不可欠である養護教諭独自の

「他に存在しない知識体系」（Krulwich R２００７）つまり

理論と方法が未成熟であることに由来する部分も大きい．

そして，その知識体系，理論構築に一歩近づくための一

つのアプローチとしても，質的研究は意味を持つ．

養護教諭の実践には日々経験しながら，科学の世界で

はまだ真実と認められていないことは多々存在する．つ

まり，自分の実践を追求し，実践の質を高める一方で，

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 シンポジウム１

実践や学問構築に活かす質的研究

岡 田 加奈子＊１，朝 倉 隆 司＊２

＊１千葉大学
＊２東京学芸大学

Qualitative Research on Practice and Academic Construction

Kanako Okada＊１，Takashi Asakura＊２

＊１Chiba University
＊２Tokyo Gakugei University

シンポジスト

� 学校教育の実践と質的研究―教育心理学の立場から―

秋田喜代美（東京大学大学院教育学研究科教授・日本学術会議会員）

� 養護教諭の実践と質的研究―養護教諭の立場から―

冨塚都仁子（千葉市立宮崎小学校・養護教諭）

� 養護教諭と質的研究―現職養護教諭の実践から大学院での経験，そして実践への拡がり―

平川 俊功（東京家政大学・特任准教授）

� 質的研究の可能性と課題―質的研究の試みからみえてきたもの―

小林 央美（弘前大学・准教授）
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質的研究によって真実を明らかにし，そして質的研究の

積み重ねによって抽出される，他に存在しない知識体系

を構築することがまさに求められているといえるのであ

る．

【学校教育の実践と質的研究―教育心理学の立場か
ら―】

秋田喜代美（東京大学大学院教育学研究科教授・

日本学術会議会員）

教育実践における質的研究の特徴を教育心理学の立場

から，具体的事例を織り交ぜながら質的研究の特徴，よ

さ等を言及した．質的研究のよさの一つ目は，文脈・状

況の了解可能性で，量的研究が一般化，普遍化である一

方，質的研究は個別具体的な状況，文脈の重視である．

よさの二つ目は，独自の存在をとりあげる多声性で，量

的研究は，一般化，匿名性である一方，質的研究は，個

別具体性，独自性である，よさの三つ目は，個別具体的

な詳細性がもたらす意識化で，量的研究は，時間系列の

流れに沿った記述のむずかしさ（定点的変化記述）であ

る一方，質的研究は，詳細複雑な変化の過程を行うこと

で実践の中での特定の行為や出来事の捉え方への意識化

をもたらす．ただし，機動性の高さの反面 汎用性や信

頼性は弱い．そして，最後にまとめとして「質的研究が

先にありきではなく，研究の課題によっての方法論選択

の重要性や併用の可能性，量的研究から質的研究へ，質

的研究から量的な検証へという相互方向，質的研究に耐

えるための問いの質の良さ，現在では質的研究の質が問

われてきていること，常識を超えて深めたり拓く視点の

必要性」の重要性を言及した．

【養護教諭の実践と質的研究―養護教諭の立場から―】

冨塚都仁子（千葉市立宮崎小学校・養護教諭）

質的研究としては，「中学校保健室頻回来室者にとっ

ての保健室の意味深まりプロセスおよびその影響要因」

について明らかにすることを目的に，修正版グラウン

デッド・セオリー・アプローチ（以下，M-GTA）を用

いて研究を行った．質的研究に取り組んでみて，データ

収集時は，子どもの話を聴くという力をつける第一歩に

なったと感じ，子どもの言葉を分析的に聴く姿勢が培わ

れ始めたと感じた．データ分析時は，的確な概念の言葉

のもつ説明力のすごさを実感し，現象をひもとくような

感覚は質的研究の醍醐味を感じた．また，実践にどう活

きたかという点では，�参与観察による観察力と記録力

の向上 �分析的思考を挙げた．最後に，実践にどう活

かすかという点では，養護教諭の実践の内実を具現化，

現象の理解および行動の説明や予測，経験年数の少ない

養護教諭にとっては道しるべ，経験を積んだ養護教諭に

とっては実践の整理となるだけではなく，意図的，戦略

的な実践を可能に，さらに，実践の真価を問い，よりよ

い実践へとつなげることができると考えた．

【養護教諭と質的研究―現職養護教諭の実践から大
学院での経験，そして実践への拡がり―】

平川 俊功（東京家政大学・特任准教授）

「養護教諭の職能成長を促すものは何だろう？」「養護

教諭に何が大切なのか？」と考えた時に，「養護教諭自

身が自分の実践の意味や価値を認識すること」から，「養

護教諭の実践の意味と価値」を明らかにすることが大切

であると考えた．具体的には，養護教諭が行う生徒への

「発達」支援とはどのようなものか明らかにし，養護教

諭の行う発達支援における専門性について再考すること

を目的とした質的研究を行った．

この研究の結果は，養護教諭が学校教育現場で行って

いる生徒への発達支援の内容や意味するところを具体的

に提示することができ，その結果を知ることは，養護教

諭自身の自分の専門性について自覚しやすくなると考え

られた．一方，研究の取組の中では「養護教諭の実践及

び意図といった，見えにくいものを表現するための可能

な限り表現しうる“ことば”を探しあてること」に苦慮

した．

研究への取組経験後の変化としては，�研究の成果に

よって，研究では，自身の実践の意味や意義を明らかに

することが実感できた．�研究に取り組んだ経験がもた

らした変化（成果）としては，子どもたちの状態，特に

数字や症状としてはっきり現れない・表現しがたい状態

や，表出されている行動や言動，事件・事故などの意味

を表現しうる「ことば」を探し当てようとすること，そ

してその「ことば」で共通に理解しようとする営みが実

践の中に定着した．それは，�課題をめぐって養護教諭

から他の教職員間との協働に拡がる効果でも見られた．

【質的研究の可能性と課題―質的研究の試みからみ
えてきたもの―】

小林 央美（弘前大学・准教授）

自ら行った質的研究は，「養護教諭実践の意味や意義

を問う」「児童生徒との相互作用の在り方を問う」「養護

教諭の能力を実践から導き出す」もので，研究を行なっ

たのは，「養護教諭」または「養護教諭経験者」で，研

究対象は 養護教諭実践そのものであった．

研究を行ってみて，気づいた点は以下のとおりである．

１．研究過程が省察を促す（児童生徒への対応の根拠と

なる判断や考えを言語化することで，実践を自覚化す

る）２．根拠を意識した実践への変容（児童生徒への対

応の根拠となる考えの自覚，根拠を意識し，自信を持っ

た実践へとつながる．）３．言語化されることで養護教

諭同士の共有の財産へ（実践の知の言語化→養護教諭同

士等の確かめ合い，討議しながらの追試，反復的議論に

より確証へ）

また，要求される研究能力に関しては様々な難しさも

感じ，具体的には，１．実践者自身の自覚化と言語化の
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困難性１）行為の中に暗黙知が埋め込まれているので

行為と暗黙知を分離し，言語化することは難しい，２）

養護教諭は同時に多くの子どもへ対応している場合が多

く，根拠や考えを意識する時間がないまま，次々行為が

繰り返される ２．解釈的内容を著す言語表現の難しさ，

３．実践の全体像や相互作用を捉えることの困難性（実

践記録をもとに分析をすすめていくと，思わず程直線的，

平面的な内容となった→十分に実践を掘り起こし切れて

いない→修正：実践を忠実に掘り起こす→一見，何気な

い児童生徒との相互作用の中に，成長の軌跡を見いだし

た）４．研究の客観性．

以上を踏まえて，質的研究によって，「養護学」確立の

一歩となることを指摘した．

【ディスカッションとまとめ】

各発表の後，質的研究に関する関心の高さを反映し，

フロアでは，質的研究を実施する上での具体的な課題や

悩みなども含めた，熱い議論が続いた．最終的に，シン

ポジウムを通じて，以下の事柄が確認された．

「質的研究がどのような意味があるのか，実践にどう

活きるか，実践家としてどのようなメリットがあるか」

については，「養護教諭自身としては，１）実践の意味，

意義を実感できる，２）表現しうる言葉を探しあてよう

とすると，その言葉で理解しようとする，それゆえ，営

みが実践の中で定着する，３）根拠を意識した実践が可

能になり，実践に確信と自信が持てる．４）自分自身の

能力として観察力，記録力，分析的思考力，傾聴力が向

上する，５）養護教諭の道しるべとなる，また，質的研

究の結果として生まれた言葉や概念によって，多くの

人々がその現実を理解でき，共有化できることから，

６）子どもと養護教諭の間で，今起こっている状態を言

葉で共有することができる，それゆえ，子ども自身が，

自分に起こっている状態を発見できるように，養護教諭

が支援するようになる，７）教職員との協働の中で，教

職員間で，状態をよりはっきり見える言葉を介して理解

できる，共有できる」ことが明らかになった．

また，一方，質的研究の課題も浮き彫りにされた．ま

ずは，質的研究の質の問題で，単に仮説に当てはめてい

るだけ，独自性を掘り起こし切れていない研究も存在す

る．質の高い研究とするためには，質的研究の対象とな

るにふさわしい，養護という独自性を明らかにできる養

護教諭の実践を対象にし，さらに，従来の視点とは異な

る，「問い」の質の良さが重要である．

以上のように，今後は質の高い質的研究を生みつつ，

学問構築という視点を持ちながら，議論を行っていく必

要性を確信したシンポジウムであった．
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学会２日目に行われた本シンポジウムは，社会が目ま

ぐるしく変動する中で，１０年後２０年後，あるいはもっと

先の５０年後６０年後をみすえて，未来に生きる子どもたち

に必要な保健の教養は何かを問うことを意図して企画さ

れたものである．

保健科教育には，教育課程での位置づけや時間数の問

題，担当教師の力量形成の問題などいくつかの課題があ

るが，教育内容のパラダイムチェンジはいつの時代にも

必要な大きな課題である．教育行政的には，学習指導要

領の改訂が一段落した時期であり，この時期にこそ慎重

さや懐の深さを持った議論が必要である．

今日人々の健康志向，安全志向が顕著に認められる一

方で，保健の知識や教養は未だ不十分と言わざるをえな

い．また社会の変化は著しく，今学校で学ぶ子どもたち

は近い将来において，市民，労働者，家族の一員，消費

者として，さまざまな状況で保健にかかわる課題に直面

していく．このような問題意識のもとに，３人のシンポ

ジストによる提案とフロアとの意見を交えて，子どもた

ちに必要な保健の教養が何であるかが検討された．

弓倉整氏は，内科医として，また日本医師会，東京都

医師会をはじめ広く医療に携わっている経験などをふま

え，未来を生きる子どもたちに必要な知識を，一般常識

として知っておかなければならないものと時代の流行に

対応したものに分類しながら，内科，眼科，耳鼻科，皮

膚科，こころ，整形外科，産婦人科，それぞれから指摘

した．なかでも，基本的な生活習慣について，健康診断

について，感染症対策とその予防，そして性に関する問

題（すでに目覚めてしまっている子どもに何を教えるの

か）などの内容について，保健教育において柔軟に対応

していく必要性を指摘した．

藤原武男氏は，今の子どもたちが親になっていく時に

必要な教養をライフコース疫学の視点から指摘した．

バーカー仮説に基づく妊娠期の母胎内環境の大切さ，ま

た母胎内環境には社会格差や貧困もかかわっていること

など，遺伝と環境の相互作用を，高校生までに常識とし

て教えていくこと．さらに今日のマスコミからの健康情

報の氾濫をふまえ，疫学的研究や動物実験研究など，健

康科学研究の特徴や方法論あるいはそのデータの読み方

といった内容についても教えていくことの必要性を指摘

した．

黒上晴夫氏は，教育の情報化の動向，諸外国における

特に電子教科書利用の動向をふまえ，これからの授業で

はデジタル化が進むであろうことを指摘し，保健にかか

わる内容もそれに伴い，より効率的，主体的なものに，

そして個別のニーズにあったものにしていく必要がある

ことを指摘した．また，保健の教養として，方法的な内

容も必要となること，コンピューターや携帯電話などの

依存的な利用による中毒症状や生活習慣の乱れ，また情

報モラルの乱れ，あるいは情報化に伴う身体的・精神的

健康への影響についても教える必要性を指摘した．

フロアからは，社会の変化に敏感に対応して，性感染

症などの内容を充実させる必要性についての意見，健康

の価値を教養として身に付けていくことの必要性，そし

て健康についての学力を高めていくことの必要性につい

ての意見などが出された．

保健科教育内容の検討は，いつの時代にも必要な，古

くて新しい課題ではあるが，社会の変化の著しさの中で，

新たに教えるべき課題と常識として教えておく課題を明

確にしていくことや科学技術や情報化の発展をふまえて，

それらを読み解くに必要な基本的な言葉や概念の理解の

必要性についても共通認識された．

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 シンポジウム２
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�．シンポジウムの趣旨

養護診断に関しての重要性と必要性が指摘されて十数

年余が経過した．養護診断という言葉は近年，養護教諭

を取り巻く研究者の間では一般的に扱われつつある．子

どもの心身の健康課題を明確化し，養護教諭の支援の根

拠を理論化することは，他職種がかわり得ない養護教諭

固有の専門的機能を認めることになる．同時に養護教諭

が行うアセスメントの結果を「養護診断」とする動きを

つくる必要がある１）．遠藤らの研究グループは，養護診

断の定義を「実在するまたは潜在する養護教諭が関わる

問題に対する児童生徒の現象についての判断であり，養

護診断は養護教諭に責務のある目標を達成するための養

護教諭の実践の根拠を提供するものである」２）とした．岡

田らの研究グループは，「健康な成長発達を遂げる上で

の課題に起因する幼児・児童・生徒とその集団の健康状

態を養護教諭が判断することであり養護教諭の実践の根

拠を示すものである」３）とした．このように養護教諭の判

断を養護診断として，養護と近接領域にある医学や看護

学の診断体系や開発手法に学びながら，一方では，養護

教諭の独自性を明確にすることで現在に至っている．養

護診断の確立は，学校において子どもの健康を保持増進

し，自己実現に寄与するとともに，養護教諭にとって必

要不可欠なものであろう．

このように養護診断の「必要性」は周知されてきたこ

とから，これからは「実効性」の議論にシフトしたいと

考えた．本シンポジウムでは異なる二つの養護診断開発

の方法を提案し，「養護診断開発の課題と展望」に迫っ

た．キーワードは「つくる」「使う」「広める」とし討論

を行った．

�．シンポジストの報告概要

１．養護診断開発の方法とプロセス

三村由香里（日本養護診断研究会，岡山大学）

養護診断の概念は杉浦により１９７６年に提唱され４），

１９８８年には学校事故の裁判における判例５）の中でその言

葉が使われた．これらで「養護診断」は養護教諭が専門

職としてその職務の範囲で必要とされる診断として示さ

れている．しかし，養護教諭が養護診断を行う方法は示

されていない．そこで日本養護診断研究会（２００２年発足）

は，『養護診断』を共通のことばであらわし，その判断

の手がかりとなる〈診断指標〉を示すことを目指した．

開発にあたり，関連領域である医学・看護の「診断」を

概観しその開発方法を参考にした．医学領域の診断につ

いて吉利は「内科診断学」６）の中で「診断とは，医師の接

する患者についてその患者の持っている異常状態を正確

に把握し，これによって適切なる処置を下すための根拠

を得るプロセス」と述べた．診断すべき事項は病名だけ

でなく，病人を取り巻く環境，病気の背景，疾病の原因，

経過や予後を左右する因子，検査や治療に関した事項な

ど多種多様なものを含んでいる．同様に養護診断も『子

どもの状態等』を背景因子も含めて総合的にアセスメン

トし，適切な対応を決める過程であることは共通である．

また，診断結果を共通のことばとしてあらわすことは養

護診断開発を進める上で重要である．『子どもの状態等』

を共通のことばで理解することができなければ，診断は

成り立たない．古くは，医学領域における診断は，医師

の知識と経験に基づく主観的方法であった．近年は根拠

に基づく客観的方法，即ちEBM（evidence-based medi-

cine）の考え方が中心である．医学における診断は個々

の症例の積み重ね（主に論文による症例報告）を基に，

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 シンポジウム３
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それぞれの診断・治療について批判を受けながら，共通

理解し，ひとつの基準を作り上げている．さらに一度確

定した診断・治療はたえず臨床家の実践や大規模臨床

studyにより検証され，精選される．養護診断の開発に

あたっても，養護教諭の実践から一般化・普遍化できる

根拠となるものを導き出したいと考えた．しかし公表さ

れている養護教諭の実践に関する論文は少ない．診断根

拠を示すような内容の論文はさらに少ない．そこで，経

験年数１０年以上の養護教諭が提出する実践事例から，

『養護診断名』（共通のことば）と〈診断指標〉を抽出

し研究開発を進め，２００６年には養護診断の定義を示し

た７）．最初に公表した養護診断は『心理的な要因が存在

する可能性のある状態』である８）．開発の方法は図１の

とおりである．養護診断開発の課題は，効率的な開発方

法の確立，養護教諭の独自性を示す診断名を数多く開発

することである．さらに，開発した『養護診断名』，〈診

断指標〉を実践の場で「つかう」ことにより検証研究を

行い一般化する必要がある．そのためには多くの養護教

諭が養護診断開発へ参画することが不可欠である．養護

診断開発は，養護教諭の専門性をさらに高めることにつ

ながる．

２．養護診断の開発方法と開発システム

遠藤 伸子（日本養護診断開発研究会，女子栄養大学）

養護教諭は，児童生徒の心身の健康問題に対する判断

を行う際，判断の手がかり（診断指標）を求めている９）．

そこで，養護診断開発の方途についての示唆を得るため，

他の学問領域（看護学分野におけるNANDA-Iの看護診

断開発や精神医学診断分野におけるDSMについて）で

診断開発が求められた経緯や診断開発のプロセス，現状

における課題等を研究し，「養護診断開発の可能性と必

要性」（１９９８）について報告した．２００４年にFehringの

エキスパートナースの基準を参考に，経験豊富で養護診

断開発に関心の高い養護教諭から成る「日本養護診断開

発研究会」を組織し養護診断開発研究を行った．養護診

断開発の手順は，Gebbieが示した初期の看護診断開発

のステップを参考にした（図２）．

養護教諭が問題と認識している子どもの現象や反応を

抽出し，診断名を付け，養護教諭が判断する際に手がか

りとしていることを診断指標とした１０）．また，２００９年の

日本養護教諭教育学会には，前述の養護診断開発の方途

を用いて開発した養護診断名「非効果的コーピング」と

養護診断指標を報告するとともに，個人レベルでも行え

る養護診断開発のプロセスを提示した．これら一連の研

究を行う過程で，養護診断開発が進まなかった理由は，

�養護診断開発の方途が示されておらず，たとえ関心が

あっても容易に着手できないこと，�学校に配置される

養護教諭は１人が多く，優れた判断に基づく実践が集積，

継承されにくいこと，�全国の養護教諭の数は４万３千

人と少ないうえ，養護診断開発に着手しようとする者が

少ないことと考えた．以上の３点を解決するため，�地

理的な問題が障害にならずに養護診断開発が行える�関

心があれば，経験の浅い者でも養護診断開発に参加でき

る仕組みとした養護診断開発システムの必要性を認識し

た．日本養護診断開発研究会は養護診断（案）と養護診

図１ 日本養護診断研究会による養護診断開発の方法
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断の枠組み（案）を作成するための方法としてWebの

活用を考案した（図３）．

Webを活用することで開発した養護診断（案）は，

多くの養護教諭から養護診断として使用が可能であるか

の審議を経ることができる．また必要な検証の手続きや

提案された養護診断（案）の内容（診断名のみか，診断

指標や背景要因も含まれるかなど）によって異なるプロ

セスで開発を引き受けることが可能なシステムとして提

案された．これにより関心のある者であれば誰でも養護

診断開発に参加できるシステムになった．これら（図２，

図３）はどちらもプロトタイプ（試作品であり，エンド

ユーザーの意見によって改良していくシステム）として

の提案である．そのため，多くの養護教諭が試用する必

要があり，開発参加者を増やすための広報やシステム運

図２ 日本養護診断開発研究会による養護診断開発の方法

図３ 養護診断開発システム（Web上での開発）

２１１大沼：養護診断開発の課題と展望



営のあり方が当面の課題である．

�．シンポジウムの総括

養護診断開発にあたっては，養護診断が身近なものと

して存在することが必要である．養護教諭にとって，

「子どもの状態」に共通のことば（名前）が付くことは，

確かで効果的な教育支援につながる．経験の有無にかか

わらず，ある一定の情報収集（アセスメント）ができ，

その情報（アセスメント）に基づいた教育的支援ができ

る．更にはその支援の評価と改善（妥当性の検証等）が

新たな養護診断の診断指標や背景要因の提案，研究につ

ながる．これらの過程にWebを活用することでより多

くの養護教諭の参加が可能となりWeb上で学んだり情

報や知識を共有したりすることができる．将来的には子

どもの対応に困ったときにはこのWebサイトにアクセ

スすれば，養護診断名，診断指標，背景要因，ゆくゆく

は支援方法，評価指標までが閲覧できることとなる．シ

ンポジウムではこれらに多くの賛同の意見があった．養

護診断をつくるためにどのような資質を身につければよ

いかといった質問が出された．これに対しては，ヘルス

アセスメント能力が挙げられた．終わりに，より多くの

養護教諭による養護診断への参加と今後の養護診断開発

の発展への期待がふくらんだシンポジウムであった．
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�．コーディネーターの立場から

学校保健学会のシンポジウムに母子健康手帳をとりあ

げたのは以下の理由によるものであった．

１．発育発達からみれば子どもは一貫した存在であるが，

子どもを一貫して見守るシステムがない．また，家

庭・学校・地域の連携が叫ばれて久しく現場も努力し

ているがそう簡単ではない．これらを繋ぐ一つのツー

ルとして母子健康手帳が考えられる．

２．母子健康手帳は子どもが３歳くらいまではよく利用

されるが，その後は大事に保管されるものの活用され

ない．しかし，成長過程や健康状態を継続して記録す

ることができるものとして母子健康手帳の利用価値は

大きい．

３．母子健康手帳は教育にも活用されていることが報告

されている．

４．わが国で１０年に一度行われる「乳幼児身体発育調査」

が２０１０年度実施されており，それを受けて国による母

子健康手帳の見直しが行われることになっている．

そこでシンポジウムでは，教育と母子保健の現場から

母子健康手帳を巡る現状や活用について発表いただき，

母子健康手帳の今後の役割と可能性について考えること

を試みた．

１．母子健康手帳を活用した青年期女性への母性教育

井上 栄（大妻女子大学家政学部公衆衛生研究室）

大妻女子大学では，「女性と健康」という授業で新入

生への予防医学・健康教育を行っており，「出産」の講

義のときに「母親と一緒に自分の母子健康手帳を見て，

妊娠中から幼児期までの自分の記憶が無い時期のことを

聞き，その感想文をA４用紙１枚に書く」という宿題を

課す．１５回の授業の題目は，１）出産の人類学 ２）エ

イズ，性感染症 ３）女性特有の癌 ４）タバコ，アル

コール，麻薬 ５）月経の仕組み ６）月経随伴症状

７）ライフステージと健康問題 ８）食生活と女性の健

康 ９）痩せと肥満のリスク １０）サプリメント １１）

上手な医療の使い方 １２）応急手当 １３）大学生のスト

レスと心の病 １４）ストレス対処法 １５）海外旅行時の

注意であり，現代の若い女性が最小限知っておくべき人

体の構造・生理学の知識を教える内容となっている．４

人の教員（医師，保健師，管理栄養士，臨床心理士）が

オムニバス形式で授業を行っている．

出産の授業では，まず出産シーンを図で見せ，次に人

体発生の動画を見せる．学生は生命誕生の神秘さに驚嘆

する．男女の生物学的違いを決める性染色体Ｘ，Ｙの機

能についても説明する．

こうした授業を踏まえて母子健康手帳の感想の宿題を

出すとき，母子健康手帳を見られない学生には別の課題

「少子化問題を論ぜよ」も出し，どちらかを選ばせる．

地方出身者には，５月の連休に帰省したときに母子健康

手帳を見るように言い，帰省しない場合は手帳を書留で

送ってもらい，それを見ながら母親と電話で話すことを

勧めている．

学生は感動した体験を素直に書いて来る．小中学校時

代に母子健康手帳を使って自分の成長記録や予防接種歴

を調べた経験のある学生も，直接母親から妊娠中や乳幼

児期のことを聞くのは今回が初めてで，新しい体験に

なった，と書く．学生の心を動かすのは，教師でなく母

子健康手帳と母親であるが，その機会を教師が作ってや

ることが必要である．母親も母子健康手帳の効用を知ら

ない．仮に知っていても，それを子に押し付けるのでは

効果がない．宿題としてやらざるを得なかったが，やっ

てみて母子健康手帳の効果に親子ともに気づく，という

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 シンポジウム４

変化の時代における母子健康手帳（親子健康手帳）の役割と
教育としての活用

コーディネーター：小 林 正 子
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行き方が良いだろう．

母子健康手帳によるこうした教育は，思春期・青年期

のメンタルヘルスや少子化対策，子ども虐待の防止にも

役立つ．また母性教育として大きな効果があり，若い女

性がその価値に気づくことで母子健康手帳の文化が継承

され日本の将来にも良い影響をもたらすと確信する．こ

うした教育が日本中の女子大で実施されることを願って

いる．

２．中学生まで使える親子健康手帳の作成と活用

江崎みゆき（愛知県小牧市保健センター）

小牧市では，すべての親子が健やかに成長できる地域

づくりをめざし，親子を支援する関係機関が連携して親

子を取り巻く問題を共有し，解決の方策を考え実践して

いくことを目的とした「母子保健推進協議会」が設置さ

れ，平成１０年，小牧市独自の母子健康手帳が作成された．

そして平成１５年には「親子健康手帳」と改称になった．

「親子健康手帳」の特徴は，�義務教育が終了する１５

歳までの記録ができる．�妊娠～出産，中学生まで子ど

もの成長ごとに親から我が子に向けたメッセージの記入

欄を設けた．�妊娠～出産，中学生まで子どもの成長ご

とに，子どもの姿や保健師・保育士・養護教諭より親へ

のメッセージを載せた．�市内の相談窓口を紹介したこ

と等である．

小牧市では「いきいきと生きる力」の根底にある大切

なものは『自己肯定感』であると考えている．「親子健

康手帳」はそのためのものと考え，親子で作り上げ，自

己肯定感を育み，思春期につなぐ手帳として交付してい

る．小牧市の親子健康手帳が１５歳まで活用できる内容に

できたのは養護教諭を作成メンバーに迎えたことが大き

い．また，作成を通して養護教諭と保健師が同じ視点で

親子を見て感じることができるようになり，距離が近く

なって教育分野と保健分野のつながりが深まり，学校の

保健委員会や授業等で保健師に声がかかることが多く

なった．

保健センターでは，乳幼児健診や幼児を持つ親を対象

の健康教育などを通し，親子健康手帳を媒体として自己

肯定感を育めるような活動をしている．そこで，続く教

育の現場でも親子健康手帳を活用して頂きたいと思う．

個人の記録であるため学校への持参は難しいが，家庭で

自分の成長記録である親子健康手帳を見る機会や，その

機会をとらえて，親が我が子に「妊娠・出産のときの気

持ち」「初めて対面したときの気持ち」等を伝えること

をお願いしたい．小牧市の親子健康手帳にはそのときの

気持ちをメッセージとして書く欄を設けているが，記入

してある内容を読むと涙が出るくらい感動する．この感

動を親の口から子どもが聞くことは，自分という存在を

見つめることができ，何にも勝る「生教育」であると思

う．そして，授業の中で「生んでもらってありがとう」

ではなく「自分の力でがんばって生まれ，成長してきた

こと」「自分はすばらしい存在である」という自己肯定

感を育むことができる言葉を，ぜひとも子どもたちにか

けて頂きたいと思う．

３．母子健康手帳の「ハンディをもつ子版」との統合の

可能性

川名はつ子（早稲田大学人間科学学術院）

里子は，「愛着形成不全等による退行現象，孤立やい

じめ，非行などの問題を抱えやすいため育てにくい．ま

た偏見・差別にさらされやすく，里親子関係が円滑に行

かず，１８歳での自立が困難」などの問題に対処するため，

里親さんから早稲田大学里親研究会に「里子の生育カル

テ」開発の要望が寄せられた．これは，人生初期の空白

の時間を，里子が里親や支援者とともに埋めながら作成

する自分史＝ライフ・ストーリー・ワークの一環として

進められることになった．

どのような立場の子どもであれ，過去の空白部分を埋

めて自分の誕生前からの物語をひと続きのものとして理

解し，現在の自分につながるものとして受け入れたいと

願うことは自然なことである．それは自分自身を受け入

れることにつながる．そこで，�本人の健康や育ち・生

活実態や特性等の記録，�将来にわたり安全・安心な生

活を送れるように家族・支援者が記入し，次の人に引き

継ぐ時の手助け，�また医療・教育機関・サービス提供

者に提示するために役立つもの，を目指して作成された．

こうした「里子の生育カルテ」と同様のものは，さまざ

まな支援の会も作成を試みている．

そのような中，常陸大宮市で交付されている「親子健

康手帳（２００５）」の取組に関心を持ち，「ハンディを持つ

子の母子健康手帳」を作成する参考にしたいと考えた．

検討の結果，母子健康手帳のデジタル化も重要であるこ

とを視野に入れつつ，現在のところ次のような母子健康

手帳のユニバーサルデザイン化が必要と考えている．

ａ．さまざまな育ちをする子どもたちの，それぞれの発

育発達の目安になるように

ｂ．里子の人生の空白を埋め，実親，里親，実子，里子

の絆を強めるために

ｃ．障害児の安全・安心な生涯のために

４．これからの母子健康手帳

藤内 修二（大分県福祉保健部健康対策課）

研究班が母子健康手帳の優秀事例を全国から選定した

ところ，小牧市，常陸大宮市，沖縄県の３自治体の手帳

が選出され，名称はいずれも「親子健康手帳」であった．

３自治体の担当者からヒアリングを行い，今後の手帳の

改訂において強化すべき六つの機能（以下の�～�）を

抽出した．次に，これら六つの機能の活用状況と今後に

向けての期待について，４か月健診および３歳児健診を

受診した児の母親に対し，また，母子健康手帳を活用す

る各専門職種（産婦人科医，助産師，小児科医，自治体

栄養士，歯科医師，歯科衛生士）に対し質問紙調査を

行って検討した．

� 妊娠・出産と子どもの成長・発達についての医学的
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な記録という観点では，９割強の母親が子どもの成

長・発達を知るのに手帳が役立っていると答えていた．

専門職においては，妊婦健診におけるＣ型肝炎，風疹

抗体価，HIV抗体，子宮頸癌検診，不規則抗体，Ｂ群

溶連菌検査について産婦人科医の半数以上が検査結果

記載欄の追加が必要であると回答したが，一方で，手

帳への記載により親子に不利益をもたらしうるため記

載には配慮が必要との指摘もあり，EPDS（エジンバ

ラ産後うつ病自己調査票），HIVやＣ型肝炎等の感染

症検査が挙げられた．

� 妊娠・出産と子どもの成長・発達についての個人的

な記録としての手帳という観点では，子育て中の気持

ちを記載している母親は１割程度と少数．しかし，専

門職においては肯定的な回答が産婦人科医７割～保健

師９割５分と高く，手帳の役割に期待を持っていると

思われた．

� 母親と保健医療従事者の対話のツールとしての手帳

という観点では，健診の際に聞きたいことを記入した

ことがある母親は３―４割で，実際に相談することが

できたのはその９割であった．専門職は健康診査の際

に「保護者の記録」欄の自由記載を参考にして診察や

保健指導を行っている割合が高かった．

� 手帳に記載された妊娠や子育てについての解説の既

読率は「全部読んだ」母親は４割弱，「一部読んだ」

を含めると９割であった．専門職が充実させるべき内

容として指摘した主な項目は，任意接種の対象となっ

ている感染症について，喫煙・薬物中毒について，家

庭での禁煙について，子どもの病気に対する応急処置

について，母乳と薬剤について，愛着形成について，

電話相談窓口についてであった．

� 父親の育児参加を促すツールとしての手帳という観

点では，父親と一緒に手帳を見ることがあるのは３―

４割，父親が手帳に書き込みをするのは少数であった

が，専門職の回答では，手帳に父親の記載欄を作るこ

とで父親の育児参加を期待する割合が４―７割であっ

た．

� 次代の親を育むツールとしての手帳という観点では，

１８歳までの成長の記録ができるようにした方がいいと

回答した母親は３～４割，子どもが大きくなったら手

帳を見せたいという母親は９割強，成人したら手帳を

子どもにプレゼントしたいという母親は７割弱であっ

た．子どもへのメッセージの記載欄は７割以上が希望

していた．１８歳まで記録可能にすることに賛成したの

は，小児科医５５％，保健師４９％，栄養士４５％．一方，

産婦人科医と助産師は２５％程度であった．親子で手帳

を一緒に見ることが次代の親を育むうえで有用だと考

える割合は高く，親から子へプレゼントすることに賛

成の割合も高かった．

以上の発表をふまえて討議が行われた．まず日本の乳

幼児身体発育調査に長年かかわられた名誉会員の高石昌

弘先生から，子どもの発育を中心に考えると母子健康手

帳の活用が拡大している今日の動向は好ましいと思うと

いう感想が述べられ，次いで参加者から母子健康手帳の

授業についての質問等があった．シンポジストで座長の

一人でもある藤内先生は，今後母子健康手帳の大切さや

有用性がもっと認識される必要があると述べられ，海外

における日本版母子健康手帳の普及に尽力されている大

阪大学の中村安秀先生は，今後の母子健康手帳のあり方

において考えていくべきこととして，子どものための，

子育て支援のための「母子健康手帳」という視点が大切

であることを強調された．それが基本にあってこそ教育

としての活用も拡大するのであろう．１時間４０分という

短い時間ではあったが，わが国の母子健康手帳の今後を

考えるうえで，また，学校保健における健康教育を考え

るうえで，大変有意義なシンポジウムであった．

２１５小林：変化の時代における母子健康手帳（親子健康手帳）の役割と教育としての活用



�．シンポジウムの趣旨

学校は，学校保健や学校安全にかかわる様々な危機に

直面する可能性がある．対応すべき危機は多岐にわたり，

対策は拡大する傾向にある．ただ，いくつかの危機には

共通性もあるので，危機の特性を踏まえ，対策の基本方

針を適切なものとすれば，対策の効果や効率が高まるこ

とも期待できる．本学会では，既に，２００７年に「学校教

育現場に生かす危機管理体制」の特集が行われているが，

その後の短い間においても，はしかや新型インフルエン

ザの流行，高所からの転落事故などがあり，課題の拡大，

同様の事故の続発が止まない．一方，学校保健安全法が

施行されたり，多様な資源が開発されたりするなど，学

校安全の充実が図られてきている．以上のような情勢の

変化を受け，健康，安全，環境の危機管理に焦点を当て

たシンポジウムが企画された．

シンポジストのみなさんには，学校保健・安全・環境

に関する代表的な危機に対して，対策の基本的な考え方

を解説した後，対策を例示，取組の実際の紹介などをお

願いした．全体を通して，それぞれの危機や対策の共通

性や相違性，実際の取組の工夫などが明らかになり，危

機管理の充実のための大きな示唆が得られることを目指

した．なお，シンポジストの所属は，シンポジウム当日

におけるものである．

�．地域で取り組む学校の健康危機管理

岡田 就将（岐阜県健康福祉部保健医療課）

１）健康危機管理とは

危機管理という言葉は，Crisis ManagementとRisk

Managementの二つの意味を含んでいる．分かりやすく

対比させると，Crisis Managementは予見困難な事象に

対して事象発生後の対応に重きをおくものであり，Risk

Managementは予見可能な事象に対して，事前評価や対

応手順の確認などを行うことをいい，事前準備に重きを

おくものである．

Crisis Managementが想定する事象とは，通常は予見

できないような災害や環境要因によるもの，事件などが

該当し，その対応の成否は，社会全体の危機対応システ

ムや個人の対応力によって成否を決せられるものである．

児童生徒の健康課題に関し，いま学校に求められる危機

管理とは，主にRisk Managementに該当するものである．

２）Risk Managementのプロセス

Risk Managementのプロセスは，�リスク評価，�

リスク予防策または低減策の実施，�事象発生後の対応

力向上，の大きく三つのプロセスに分けられる．

�リスク評価は，（事象の発生する確率）×（発生時の

被害の大きさ）により定式化され，危機事象に関し，（事

象の発生する確率）や（発生時の被害の大きさ）につい

てまず知る必要がある．

次の�リスク予防策または低減策の実施は，�のプロ

セスで得た知見に基づき，どのようにすれば事象の発生

を予防できるか，または発生確率を低減したり，被害の

大きさを小さくすることができるかを検討し，そのため

の対応策を実施するプロセスである．

最後の�事象発生後の対応力向上は，�，�によって

も事象が発生した場合にも，被害を最低限に食い止める

ための事前準備から実際の対応までを指す．

３）学校における健康危機管理のポイント

医学的にみても，小児は成人と比べ，生活習慣病の罹

患がすくない反面，未知の基礎疾患等を持っている可能

性は高く，また，感染症に対する免疫も脆弱なため，健

康管理を行う上でリスクの高い集団であるという前提認

識を持つ必要がある．

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 シンポジウム５
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学校において想定される児童生徒の健康危機事象とし

ては，感染症（食中毒），不整脈等の心疾患，アナフィ

ラキシー等のアレルギー疾患，腎疾患，心の健康など多

岐にわたるが，これらの事象をリスクとして考えた場合

に，重篤性，スピード，規模の三つの観点から，事象の

特徴を把握し，Risk Managementプロセスを進めてい

く必要がある．

そして，Risk Managementプロセスを進めるにあ

たっては，学校だけで取り組もうとするのではなく，

個々の健康危機事象について，多くの情報をもち前記プ

ロセスについても知悉している保健行政や医療機関等の

地域の力を借りることが重要である．

シンポジウムでは，昨年の新型インフルエンザ（A／

H１N１）の流行をふまえ，岐阜県において導入した，学

校と保健行政・医療機関が協力して感染症の実態把握を

行うシステム（上の画面参照）や，筆者が文部科学省在

籍当時にかかわった学校のアレルギー疾患対応のシステ

ムなどに触れながら，Risk Managementプロセスの学

校と地域社会との共有のあり方，その場合の学校側およ

び地域社会の側のインターフェースについて論じた．

�．安全に関する危機管理：学校管理下の事件・事故

渡邉 正樹（東京学芸大学）

学校の管理下での事件・事故へ適切に対応することは，

学校の危機管理の重要な課題である．事件・事故の発生

機序は単純ではないが，原因となるハザードとリスクを

理解し，それぞれの対策を進めることが必要である．例

えば，教室の窓からの転落事故ならば，窓自体のもつ危

険（物的ハザード）を低減するために手すりを付ける，

児童生徒が窓に腰かけたり，身を乗り出したりすること

がないように危険な行動（リスク）を回避する安全指導

を行う．しかし同じ転落事故でも遊具などからの転落事

故は完全に防ぐことは困難である．そこで転落しても被

害を最小限とするために，鉄棒やブランコの下に緩衝材

を敷いておくなどの対策が必要となる．このように事

件・事故の発生前後での取組，すなわち危険をいち早く

発見して事件・事故の発生を未然に防ぎ，児童生徒らは

もちろん，教職員自身の安全も確保すること（リスク・

マネジメント）と，万が一，事件・事故が発生した場合

には，適切かつ迅速に対処を行い，被害を最小限にとど

め，事後措置も怠ることがないように対応すること（ク

ライシス・マネジメント）を合わせて危機管理と捉える．

しかし実際に危機管理を進めるためには，より具体的

な手順を示す必要がある．危機管理を防止から事後対応

までの流れで説明しているのが，２００３年５月にアメリカ

合衆国教育省から発刊された学校・地域危機管理ガイド

である．危機管理には「緩和／防止」，「準備」，「対応」，

「回復」の四つの段階があり，これらは一つのサイクル

を形成している．サイクルを通じて，常に再検討され，

修正が加えられるという考え方である．またイギリスの

内閣府が示す総合的危機管理（Integrated emergency

management）では，評価（Assessment），防止（Pre-

vention），準 備（Preparation），対 応（Response），回

復（Recovery）の段階に分類される．いずれも「準備」

が危機管理の中核をなしている．

このような手順をもとに，地震災害を例として学校の

危機管理の手順を示す．

� 防止（事件・事故の発生を未然に防ぐ）……日常的

に施設設備の安全点検を行い．備品等を固定して落下，

転倒を防ぐ．子どもたちの危険予測・回避能力を高め

るための安全教育を推進する．

� 準備（事件・事故の発生に備える）……災害発生を

想定して，危機管理マニュアルを作成する．避難経路

を確保する．避難訓練を計画して，実施する．

� 対応（事件・事故に即時対応する）……危機管理マ

ニュアルに沿って遺漏なく対応し，負傷者が出た場合

には救急救命に当たり，被害の拡大の防止・軽減を図

る．

� 回復（事後の対応を行うとともに回復を図る）……

保護者や関係者への連絡，教育再開の準備，事件・事

故の再発防止，心のケアなど必要な対策を取る．

さらにすべての段階で考慮すべきこととして，地域と

の連携，関係者間のコミュニケーション，リーダーの存

在が挙げられる．そして危機管理では常に「最悪の事態

を想定する」姿勢が必要である．

�．学校環境にかかわる危機管理：学校環境衛生，
医薬品の管理にかかわる管理

鬼頭 英明（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

１）学校環境衛生

学校環境衛生の目的は，学校環境を衛生的かつ快適に

維持・管理することである．

文部科学省は，平成２１年施行の「学校保健安全法」で

「学校環境衛生基準」の法的位置付けを明確化し，第６

条で「（前略）児童生徒等及び職員の健康を保護する上

で維持されることが望ましい基準「学校環境衛生基準」

を定めるものとする」とするとともに，設置者や校長は，
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学校環境衛生基準に照らし，学校の環境衛生に関し適正

を欠く事項があると認めた場合には，遅滞なくその改善

のために必要な措置を講じるなどして学校の適切な環境

の維持に努めなければならないこととした．

学校環境を衛生的に管理するためには，三つの視点，

すなわち物理的，化学的，生物学的な維持管理の視点が

重要であり，物理的には照度，騒音，温度，湿度等，化

学的には二酸化炭素，揮発性有機化合物，二酸化窒素，

飲料水の水質基準項目，水泳プールの水質基準項目，ネ

ズミ・衛生害虫に対する対策，生物学的には，飲料水，

水泳プール，学校の清潔などが考えられる．また，直接

的ではないものの，教室の二酸化炭素の測定は換気の指

標であり，感染症予防対策としても重要な指標となるも

のである．

判定基準は，人や環境に対し影響がでないよう科学的

な根拠に基づいて定められたものであり，学校の全教職

員の共通理解のもと，この基準を踏まえた学校環境衛生

活動が推進されることが重要である．

実施に際しては，基準を満たさない場合に速やかに事

後措置をとる必要があることから，文部科学省が作成・

配布している「学校環境衛生管理マニュアル」を参照で

きるようにしておくことが大切である．

２）医薬品の管理

学校保健安全法施行規則第２４条の学校薬剤師の職務執

行の準則には，学校薬剤師の職務の一つとして「学校に

おいて使用する医薬品，毒物，劇物並びに保健管理に必

要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行

い，及びこれらのものについて必要に応じ試験，検査又

は鑑定を行うこと」とされている．

医薬品を始めとする様々な薬品は，学校で教育や管理

などを目的として様々な薬品が保管され，使用されてい

るが，取り扱い方を誤れば，重大な健康影響が懸念され

るものも少なくないことから，保管・管理には一定の配

慮が必要とされる．従って，学校薬剤師の指導・助言の

下，管理責任者を明確にするとともに，管理簿などによ

り記録を残しておくことなどが緊急時の対応についても

共通理解を図っておくことが肝要である．

医薬品については，WHOにより「セルフメディケー

ションとは自分自身の健康に責任を持ち，軽度な身体の

不調は自分で手当てすること」との考え方が示され，医

薬品使用についてもガイドラインが示された．

平成２４年度から完全実施の中学校保健体育保健分野に

おいては，新たに「医薬品は，正しく使用すること」が

盛り込まれた．医薬品とは，本質的に化学物質であり，

諸刃の剣となりうるものであること，すなわち，�医薬

品が正しく使われなかったことにより健康被害が起きる

ことがあること，�正しく使っていたとしても個人の状

態などで副作用が現れたりすること，�薬の本来の性質

により主作用が副作用ともなり得ることなどについて子

どもたちが理解できるようにすることが大切である．

�．学校での取組の実際：学校保健，学校安全にわ
たる危機管理

宮本香代子（広島市立吉島東小学校）

平成２１年４月１日から施行された「学校保健安全法」

により，学校現場では学校保健・学校安全への関心が高

まり危機管理意識が高まると期待していたが，学校間の

温度差は大きい．

初期対応が適切になされなかった場合，解決に向けて

多くの時間を費やしたり，児童生徒等の心のケア等が長

期化したりするケースも多く，学校現場においては，実

働性のある危機管理体制づくりが重要である．

１）校長の役割

校長は，教育活動の組織的運営の推進リーダーとして，

児童生徒等の教育活動の質的改善をめざす中に，学校保

健・学校安全の年間指導計画を位置づける必要がある．

また，児童生徒等の健康・安全を取り巻く環境の変化や

地域の実情や実態を踏まえ対応できる管理職の資質や調

整能力を高めなくてはならない．

２）学校の現状

学校保健・学校安全の推進については，校長のリー

ダーシップによるところが大きいと感じる教職員（特に

養護教諭）の声がほとんどである．また，実際に校長間

の情報交流の場面では，課題や質問事項に，学校保健・

学校安全関係の内容が実に多い．健康診断・健康管理・

薬の預かり・学校医との連携のあり方・校内外の事故や

事件・感染症・オキシダント・環境衛生の対応等につい

て喫緊の課題として戸惑っているのである．こうした現

状は，校内の体制が不十分であったり，保健主事・養護

教諭等との連携が希薄であったり等で緊急時に適切な対

処ができない状況であることも予測される．教育活動の

土台である，「健康と安全」は，誰もが必要不可欠と認

識していても，積極的な取組となりにくい現状がある．

３）校内の危機管理体制の確立に向けた取組

児童生徒等の健康・安全を保障していく上で，日常の

情報から，全教職員への迅速な情報提供や自校の取組体

制の見直し・充実を図るためのリーダーシップを発揮し

なくてはならない．学校には，緊急時の対応マニュアル

や緊急体制が示してない学校もある．実際に学校の教職

員の人数，地域環境，関係機関との連携等を踏まえた実

働的体制となっているか検証する必要がある．

� 緊急時の体制づくり再点検

毎年度初めは，教職員の異動もあり新たな体制を見直

し，実働できる内容になっているか見直しをする絶好の

機会である．誰もが冷静に行動できるよう，視覚的情報

を示したり，児童生徒等の二次的な事件事故を防いだり

するためには，教職員の配置や役割など細かな態勢が不

可欠である．そのためにも，不審者対応訓練のみならず，

緊急時の救急車要請の手順に沿った，あらゆるケースを

想定し実際の訓練をいずれの学校現場においても取り組
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んでほしいと願っている．

� 危機管理意識の高揚

事件事故は，身近なところで起きないと真摯に受け止

めにくいという現実がある．管理職の危機管理に対する

積極性が学校の危機管理意識の風土を高めることにつな

がる．

� 学校保健・学校安全にかかわる法等の理解

管理職は，事件事故の際，学校の対応窓口となる．そ

の際，時間的余裕のない対応を迫られることもしばしば

である．常に適切な対応ができるようにするためにも，

管理職として必要な法的情報は熟知する必要がある．そ

れは，初期対応を適切に行うことに繋がり，重大な局面

を回避できるのである．

� 学校安全のための地域資源の活用

児童生徒の安全対策は，保護者・地域の協力を欠くこ

とはできない．日々の取組は，互いの理解と感謝の気持

ちが通い合わないところでは継続が困難となる．学校ボ

ランティア登録を呼びかけるだけではなく，子どもたち

に地域で守り育てられている実感を味わわせることも必

要である．

４）おわりに

管理職は，学校の教職員，児童生徒，保護者，地域住

民に支持される，すばらしい学校のビジョンを示すこと

ができても，危機管理意識が希薄であれば，学校ビジョ

ンを醸成させるために必要な大きな土台となる「健康・

安全」が揺らぎかねない．管理職をはじめ，学校教職員

の“気づく感性”を高める風土の構築が重要である．

�．ま と め

発表後，質疑応答が行われた．その代表的なものを挙

げる．まず，地域行事への参加に対する学校の教職員の

対応については，宮本氏は，地域行事等への参加は強制

せず自主的参加としており，場合によっては挨拶だけで

も可としているとした．また，“気づく感性”の向上に

ついては，同氏は，教職員との話し合いや振り返りを十

分に行うこと，前提としてリスク特性や対策等を理解し

ていること，危機管理に常に集中することは現実的では

なく，事故・災害についてピンポイント的に認識するこ

となどを挙げた．

シンポジウムを通じて，健康，安全上の危機は多様で

あるものの，対策の基本方針として，大きくはリスク・

マネジメントとクライシス・マネジメントがあること，

対策の視点としては，健康では重篤性，スピード，規模

の３観点が，安全では防止，準備，対応，回復等からな

る数段階が，環境では物理的，化学的，生物的の３視点

があることが理解された．また学校では，体制，家庭や

地域等との連携の重要性が改めて確認された．一方，学

校保健安全法への理解の不十分さが指摘され，基本的な

重要事項の関係者への周知の必要が明らかになった．

今後も，対策の基本方針，健康，安全，環境の諸課題

の特性，学校や地域における現実的対策などの関連性に

ついて議論が行われ，危機管理がさらに充実することを

期待する．
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�．本シンポジウムのねらい（安井）

学校での歯・口の健康つくり活動を子どもたちの健康

行動変容として捉えてみると以下のような視点が考えら

れる．

１．生活習慣病予防の視点

歯・口の健康に対するハイリスク者は生活習慣病のハ

イリスク者でもある．例えば，要観察歯を有する子ども

では長期にわたってブラッシングができていない，間食

の適切な選択ができていない，食生活を含めて生活時間

の規則性が確立していない，などの課題を有している．

２．生涯にわたるQOL向上のための視点

食べる，話す，運動する等の生活要素は人のQOLに

直結している．口腔機能の保持と増進は生涯にわたる

QOLの向上である．感情の表出，食べ物の味わい，コ

ミュニケーション，これらを通じて「生きる力」に通じ

る豊かな人間性が培われると考える．

さらに，健康教育の視点から考えると，健康教育の目

標を達成するための課題の特性として以下のような事項

が挙げられている．

１）興味・関心（健康課題に気付くとともに，興味・関

心を持つ．）

２）知識・理解（健康についての知識を身に付け，理解

する．）

３）思考力・判断力（健康課題をよりよく解決するため

に考え，判断できる．）

４）意志決定・行動（健康課題を解決するため，意志決

定をし，行動できる．）

５）認識（健康の価値を認識する．）

６）評価１）～５）について自分自身で評価できる．）

このような視点から学校歯科保健教育に有効な指標を

考えてみると次のような事項が考えられる．

１）歯垢の染め出しと評価

歯垢の染め出しに対しては一般的にOral Hygiene In-

dex（OHI）が使用される．この評価は上下顎犬歯間の

歯垢の染め出された部位を歯面の１／３ずつに分けて，

領域として評価するものである．この他に，歯肉炎など

との関係では，歯頸部の汚れだけを評価する方法もある．

この方法は興味・関心を引き付けると同時に知識・理解

にも関連する．

２）歯肉の評価

歯肉の評価は，健康な歯肉の特性を理解させると，形

態や発赤，ブヨブヨ感や出血，疼痛などで歯肉炎を見極

めることができる．一般的にPMA指数と呼んでいるが，

子どもたちでも評価できる指標と考えられる．

３）機能の評価

咀嚼についてはガムや豆などを利用する方法がある．

�．文部科学省学校保健統計調査からわかること，
わからないこと（中田）

１．学校保健統計調査からわかること

毎年，文部科学省から発表される学校保健統計調査報

告において，歯・口の健康つくりに関する指標は次のと

おりである．

１）疾病・異常の被患率等別状況

この被患率で表わされるのは，むし歯（う歯），歯列・

咬合，歯垢の状態，歯肉の状態，歯・口腔のその他の状

態（口角炎，口内炎等）である．この場合には，被患率

であるので「人」単位の集計となり，自分の学校の児童

生徒の被患率状況を知ることができる．

２）主な疾病・異常等の推移

� 主な疾病・異常等の推移総括表：この統計では，
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むし歯（う歯）の１０年間の全国推移がわかると同時

に具体的な被患率数値を知ることができる．した

がって，むし歯（う歯）に関しては学校での取組の

年次評価に使用することができる．

� むし歯（う歯）の者の割合の推移：この表で幼小

中高の学校種において，処置完了者と未処置のある

者の割合の推移をみることができ，自校での処置状

況などの比較をすることができる．

� 年齢別むし歯（う歯）の者の割合等：年齢別の未

処置のある者，処置完了者の割合が大まかに理解で

きる．

� １２歳児の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）

等数：一般的にむし歯の比較に使用される指標で，

一人平均DMF歯数（DMFT index）として知られ

ている．世界的にも使用されている．

２．学校保健統計からわからないこと

学校における歯・口の健康つくりは，言うまでもない

ことであるが，保健管理としての健康診断の結果を有機

的に保健教育につなげていくことが必要である．さらに

は，保健指導によって，子どもたちが自らの健康課題を

発見し，解決する方法を見つけ，そして実践することに

よって「自律的健康管理」が可能になり，さらにはセル

フ・エスティームをもはぐくむことにつながることが大

切である．その視点から言うと，教育効果や，子どもた

ちの行動変容を評価する指標が必要である．その点，学

校評価としては，学年別・年度別の被患状況を示した学

校保健統計調査結果の項目をある程度は活かすことがで

きる．ところで，保健指導の評価には可逆的な指標を用

いる必要がある．

１）歯の清掃度を評価する：学級活動（ホームルーム活

動を含む，以下同じ）では，歯垢の染めだしを使用し

て汚れている場所の確認をワークシートに記載させて

評価する方法が用いられることが多いが，これを数値

化する方法には歯口清掃度の評価指数であるOHIの考

え方が利用できる．この方法は，歯面の汚れの範囲を

歯面１／３を基準に評価するもので前歯６本で評価で

きる．その他，歯ぐきの境目だけの汚れに着目する方

法もある．

２）歯肉の変化を評価する：むし歯は長期の生活習慣の

結果として発生してくるので，子どもたちの行動変容

によってすぐに変化するような性格でなく，また蓄積

的な指標では治療率のみが行動変容を示す指標となる．

一方，歯肉炎は短期の生活習慣によって変化するので，

発生も改善も，評価の仕方さえ理解していれば簡単に

評価できる．歯肉炎の評価にはPMA指数を応用する

とよい．この方法は，上下６本の歯と歯の間の歯肉の

炎症を評価するものである．評価に不安があれば写真

撮影しておくのもよい．

�．学校現場での活用について（岩崎，小野）

岩崎は歯肉炎の評価と生活習慣を関連付けて指導の有

効性について次のように述べた．

１．個別指導における指標の活用方法

１）PMA指数

養護教諭が口腔内を撮影した写真により，一人の歯科

医師が継続して判定した結果を用いた．判定に際し，炎

症のある部位が養護教諭にも分かるような判定シートを

作成した．

PMA指数の判定結果を活用した視覚教材を作成し，

個別指導に用いる資料とした．具体的には，養護教諭が

炎症のある場所に○印をつけて，それを生徒に示したと

きに，生徒は記載された図の場所にレ点をつけられるよ

うに工夫した「観察カード」や「観察カード家庭用」（以

下，「観察カード」等）を作成した．

２）生活習慣調査

個別指導前後に【歯肉の状態】については，生徒が養

護教諭と観察した結果を記入した．その他の項目である

【清潔・健康生活行動等】【歯みがき行動】【食行動】に

ついては保護者が判定した．その結果を個別指導の前後

で比較した．

３）歯みがき行動評価

個別指導前後に保護者・担任・養護教諭がそれぞれの

項目を評価した．信頼性と妥当性を得るため，保護者・

担任・養護教諭の３者ができたと評価した項目を生徒が

できた項目と判定した．その結果を個別指導の前後で比

較した．

その結果として，「現状の歯科検診ではGOがあるか否

かの判断は分かるが，個別指導の過程で指導効果をみる

指標としてGOの判断結果を活用することは難しかった．

しかし，PMA指数を活用することで一人一人の生徒の

歯肉の変化を時間の経過と共に捉えることが可能となっ

た．また，生活習慣調査や歯みがき行動評価を活用する

ことにより，歯みがき行動以外に副次的な効果まで評価

することができ，更なる健康づくりに役立てることがで

きる可能性もある．したがって，養護教諭が保健指導に

取り組む際に，指導効果を捉えやすいPMA指数，生活

習慣調査や歯みがき行動評価を活用することは有用であ

ろう」と述べている．

また，小野は染め出しの結果を保健指導に利用する際

に歯垢指数で数値化して保健指導への応用を考えた．

１）口腔の清掃状態

歯垢の付着の度合いをDI平均値±１SD（１．２９±０．７７）

でDI＜０．５２を低群（１８名），０．５３≦DI≦２．０６を中群（７０

名），DI＞２．０６を高群（１７名）とした．DIの男子平均は

１．５０，女子平均は１．０４であり，男子よりも女子の方が低

かった．独立サンプルの検定（ｔ検定）を行った結果，

DIは男女で有意な差が認められた（p＜０．０５）．

２）DIと構成要素
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Pearsonの相関係数により，DIと構成要素（歯肉の健

康点数，清潔・健康生活行動点数，歯みがき行動点数，

食行動点数）の相関性をみた．DIと清潔・健康生活行

動点数の間に有意な正の相関が認められた（r＝．２８６，p

＜０．０１）．

３）DIの高低と歯肉の状態

調査用紙の歯肉の状態に関する質問項目のうち，一つ

でも歯肉炎の症状が見られた児童を歯肉炎の疑いがある

者（GO）として差を見たところ，歯肉炎の疑いのない

者のうち，DI高群は２３．５％であったのに対し，歯肉炎

の疑いのある者の同割合は７６．５％と高率であり，歯肉炎

の疑いの有無とDIに有意な関係が見られた（p＜０．０５）．

４）DIの違いによるレーダーチャートの傾向

DI低群の方が全体的に広がりがあった．またDI高群

は面積が狭いだけでなく，DI低群よりも凹凸があった．

これらの結果として，「調査用紙の歯肉の状態に関す

る質問項目のうち，一つでも歯肉炎の症状が見られた児

童を歯肉炎の疑いがある者としてDIの高低で差を見た

ところ，歯肉炎の疑いのある者ほどDIが有意に高値で

あり，DIの低群と高群とで，歯肉の状態と生活習慣を

比較すると，全体的にDI低群が好ましい生活習慣であ

るという傾向が見られたことから，歯垢の染め出しを指

導に取り入れることで，DIによる短期的な歯や口の健

康や生活習慣の実態把握ができると考える」と述べてい

る．

２２２ 学校保健研究 Jpn J School Health５３；２０１１



第５７回日本学校保健学会において，平成２０年度，２１年

度の学会共同研究として採択された「認知的スキルを育

成する高等学校保健学習『精神の健康』の実践と評価」

を発表した．本稿では，認知的スキルの理論的な部分と

実践的な部分を示した発表内容を記載する．

�．認知的スキルとしての自己管理スキル

スキルは明確には二分できないにしても，身体的な動

きが重要な役割を果たしている運動スキル（motor

skills）と認知的な心のはたらきが重要な役割を果たし

ている認知的スキル（cognitive skills）に分けることが

できるという考え方が一般的である．筆者らは，健康教

育において重要な意味をもつと考えられる，自己が望む

行動を実現する上で有効であり，また，いろいろな行動

場面で活用可能な一般性の高い認知的スキルを自己管理

スキルと名付け，その尺度を開発し，検討を行ってきた．

今までの研究で，次のことを確認している．第一に，

自己管理スキルと様々な保健行動には関連があること，

第二に，検証的因子分析により，自己管理スキルには，

ベーシック認知的スキルである「問題解決的に取り組む

スキル」，メタ認知的スキルである「否定的思考をコン

トロールするスキル」「即座の満足を先延ばしするスキ

ル」の三つの内部因子が存在すること，第三に，性にか

かわる高等学校保健学習の領域における介入研究により，

自己管理スキルは授業により向上させうるものであるこ

と，などである．

�．認知的スキルを育成する高等学校保健学習「精
神の健康」の実践と評価

本研究では，これらの自己管理スキルに関する基礎的

な知見を生かし，自己管理スキルを高等学校保健学習

「精神の健康」の部分に組み入れ，精神の健康にかかわ

る実践力の育成に貢献する指導法を開発し，実践，評価

を行った．まず平成２０年度には，自己管理スキルとスト

レス反応との関連を検討し，自己管理スキルがストレス

対処に貢献する可能性があることを示した．次に平成２１

年度では，その結果をもとに，高等学校保健学習「精神

の健康」の部分において自己管理スキルを伸ばすねらい

の指導法を開発し，実践，評価を行った．

授業実践と評価について以下に述べる．研究の対象は，

都立高校１校に在籍する１年生２３９名であり，授業群３

クラス，対照群３クラスである．授業及び調査は，２００８

年１０月から２００９年３月までの期間に行った．調査は，質

問紙法により，「授業一週間前」「授業一週間後」に実施

した．倫理的配慮として，教職員や調査参加者に，調査

の目的を口頭及び文書で説明した．また，調査終了後に

は対照群の生徒にも授業を実施した．授業は，保健学習

第１単元「精神の健康」の部分を４時間で扱い，主に第

３時「ストレスへの対処」の授業に自己管理スキルを伸

ばすねらいを組み込んでいる．この授業では，ストレス

対処の枠組みを示し，ケーススタディを用いて，ストレ

スの原因，できごとへの捉え方，ストレス症状などへの

対応を考えさせ，問題解決的に取り組むスキルを向上さ

せる活動を行った．また，ものごとを否定的に捉える主

人公の考え方に対して，別の考え方ができるようなアド

バイスを考えさせ，否定的思考をコントロールするスキ

ルを向上させる活動を行った．調査内容は，ストレッ

サー，自己管理スキル，ストレス反応，コーピングにつ

いてであり，授業前後の変化を測定した．授業群と対照

群のストレッサー，自己管理スキル，ストレス反応，

コーピングの授業後の変化について対応のない２群のｔ

検定を行った結果，授業群は対照群に比べ，授業後に自

己管理スキルが向上し，ストレス反応を低減させていた．

また，授業群の生徒の授業後の感想には，「こころの内

面をみつめ，適切にストレスに対処していきたい」など

の記述が多く見られていた．

以上のことから，認知的スキルを育成する高等学校保

健学習「精神の健康」の指導法は，精神の健康にかかわ

■特集 第５７回日本学校保健学会記録 学会共同研究発表

認知的スキルを育成する高等学校保健学習「精神の健康」の実践と評価

コーディネーター：門 田 新一郎

岡山大学大学院教育学研究科

Practice of“Mental Health”, a Learning Unit in High School Health Education to
Develop Cognitive Skills, and Its Evaluation

Shin-ichiro Monden
Graduate School of Education, Okayama University

シンポジスト

佐久間 浩 美（東京都立篠崎高等学校）

高 橋 浩 之（千葉大学教育学部）
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る実践力の育成に貢献する可能性が示唆された．

当日の学会共同研究のセッションでは，多くの先生方

から大変貴重なご意見を頂きました．この場をお借りし

て，学校保健学会及び会員の皆様へ感謝申し上げます．
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�．緒 言

学校保健活動は，適正な食習慣や生活習慣を身に付け

ることによって，児童の精神的・身体的健康を保持する

とともに，学校生活を健康に過ごす能力や知識を発展さ

せる目的で実施されている．小学生の最も有病者率の高

い疾患は，むし歯（う歯）である．学校保健統計調査１）

によれば，２００９年の小学校児童の主な疾病・異常被患率

はむし歯が最も高く６１．７９％である．歯肉炎については，

厚生労働省「歯科疾患実態調査」２）によって把握されてい

る．これによれば，２００５年の有所見者率は５～９歳で

３８．９％，１０～１４歳で５１．２％である．

本来歯科健康教育では，口腔疾患の予防・健康の増進

を目指す一方，将来にわたる口腔の自己管理能力や意識

小学生の歯肉炎有所見状況と生活習慣要因の関連について

大須賀 惠 子＊１，中 垣 晴 男＊２，渡 邉 智 之＊３

松 山 吟 珠＊４，大 澤 功＊１，佐 藤 � 造＊１

＊１愛知学院大学心身科学部健康科学科
＊２愛知学院大学歯学部

＊３愛知学院大学心身科学部健康栄養学科
＊４元大治西小学校

Lifestyle Factors that Influence the Prevalence of Periodontal Hygiene
in Primary School Children

Keiko Ohsuka＊１ Haruo Nakagaki＊２ Tomoyuki Watanabe＊３

Ginju Matsuyama＊４ Isao Ohsawa＊１ Yuzo Sato＊１

＊１Faculty of Psychological and Physical Science, Department of Health Science, Aichi Gakuin University
＊２Department of Dentistry and Dental Public Health, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

＊３Faculty of Psychological and Physical Science, Department of Health and Nutrition, Aichi Gakuin University
＊４Formerly Ohharu-nishi Primary School

Objective: This study was performed to clarify the relationship between lifestyle factors and the manifesta-

tion of gingivitis in primary school children. In addition, the object and contents required to develop an effec-

tive education program for the prevention of periodontal diseases were investigated.

Subjects and Methods: Subjects were４９９out of５１６children of the“O”primary school, located in the“I”

prefecture. Data were obtained by analyzing the results of regular dental health examination in the fiscal year

of２００７and applying self-report questionnaires related to lifestyle.

Results: Gingivitis was known by only２４．８％ of the lower grade children, and about６０％ of the children re-

quiring further detailed examination were higher grade boys. Logistic regression analysis of the reciprocal re-

lationship between factors revealed that the odds ratios of gingivitis in children who did not brush their teeth

after dinner, did not brush their teeth after school meals, and watched TV while taking a meal were １．８

（９５％ CI１．１４５―２．７３１）,１．７（０．９９２―２．９６２）, and２．０（１．２００―３．３７９）times higher than the odds for children

who brushed their teeth after dinner and school meals and did not watch TV during meals, respectively. In

addition, the ratio of caries in permanent teeth and the ratio of obesity, as classified by a Rohrer index above

１６０, were significantly high in children with gingivitis.

Discussion and Conclusion: Compared with caries, periodontal diseases in children have tended to be ne-

glected in the past. However, both gingivitis and caries reflect the lifestyle of children and are correlated with

each other. Starting with lower grade children, implementation of specific educational measures such as prohi-

bition of TV-watching during meals and thorough teeth brushing after eating may be effective to prevent gin-

givitis. Because the number of children with unfavorable habits was elevated and the manifestation of gingivi-

tis was significantly high in boys, it is desirable to implement health guidance with special consideration for

boys of the lower grades.

Key words：primary school children, gingivitis, lifestyle factors, health guidance

小学生，歯肉炎，生活習慣要因，予防

原 著
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の育成が目標になる３）．ところがわが国における歯科保

健対策は，諸外国と比較してう蝕有病者率が高かったこ

ともあり，従来はう蝕対策に重点がおかれ，真柳４）が「わ

が国では，深刻であったう蝕多発の問題への対応が先行

し，幼児，学童の歯周疾患への対応は遅れをとってい

る」と指摘しているように，立ち遅れていた．しかし，

近年では，口腔の総合的な健康管理が，身体に及ぼす影

響の強いことが認識されるようになり，歯周疾患にも重

点がおかれるようになってきている．その契機となった

のは，１９８９年に厚生省が提唱し，日本歯科医師会を中心

として推進していった“８０歳で２０歯以上自分の歯を保と

う”という８０２０運動である．８０２０運動推進活動を通して，

歯・口腔の健康を維持することが大切であることや正し

い食生活・生活習慣などのライフスタイルが重要である

ことが明らかになってきた５－７）．

甘利８）は「年少者の歯周疾患と，その自覚的および他

覚的症状との関連については，未だ明確にされていない．

従って，若年期からの歯周疾患に対する予防対策は未だ

具体的になっていない」と指摘している．甘利はこの指

摘を１８年前にしているのだが，現在もう蝕と比較すると

小児の歯周疾患，特にその予防対策や保健指導をテーマ

にした論文は少なく，この問題が解決しているとは言い

難い．藤好ら９）は，「小学生ではブラッシング行動は定着

しているが，歯肉炎に関する情報や意識が不足している

ために有所見者率が高い」ことを指摘している．小・中

学校期は，歯肉炎の初発期に当たり，さらに健康観や保

健行動に関する基本スタイルが形成される時期である．

この時期に適切な指導を受けることにより，基礎知識を

身に付けるとともに，保健行動の変容も期待できる１０）．

本研究は，小学生の歯肉炎有所見状況と生活習慣要因

との関連を明らかにすることにより，効果的な歯周疾患

予防教育のための対象や内容を検討する目的で行った．

�．対象と方法

１．対象；愛知県尾張地区Ｏ小学校の全校児童５１６名の

内，本研究に同意が得られた４９９名（男子２４８名，女子

２５１名）である．

２．方法；平成１９年度定期健康診断結果のうち身長，体

重および全学年を通して２名の学校歯科医が実施した

歯科検診結果［乳歯の状態（現在歯，未処置歯，処置

歯，要注意乳歯），永久歯の状態（現在歯，未処置歯，

処置歯），口腔の状態（歯列，歯垢，歯肉），口腔の異

常および疾病，第一大臼歯（現在歯，処置歯，未処置

歯）］のうち，歯肉の状態，永久歯う蝕（未処置歯＋

処置歯）の有無とう歯数を用いた．これに加え，同年

度内（１１～１２月）に実施した５３項目の生活習慣質問紙

留め置き調査（担任から児童に趣旨を説明後依頼し，

協力が得られた者について回収）を用いた．生活習慣

の調査（表１）については，各務ら１１）が，口腔と生活

習慣の関連研究において用いた５０項目の質問紙を一部

改変して使用した．

３．分析；

１）学年分析は，１～３年生を低学年，４～５年生を高

学年とした．

２）歯肉の状態は，学校保健安全法施行規則に従い，学

校歯科医の検診によって「歯垢の付着と軽度の歯肉炎

が認められるが，歯石の付着はない状態」の所見者を

「要観察」とし，「歯肉炎が認められ，歯垢・歯石の

付着を伴う．歯肉炎が進行している状態」の所見者を

「要精検」と分類した．

３）生活習慣質問紙項目のうち，「むし歯がなぜできる

か知っていますか」と「歯肉炎を知っていますか」と

いう二つの質問に対する回答率を用いて，児童のう蝕

と歯肉炎の認知度を比較した．

４）最初に記述統計および二変量の解析（Pearsonのχ２

検定）によって歯肉炎の有無と性，学年，永久歯う蝕，

肥満，生活習慣質問紙調査５３項目との関連をみた．次

に，二変量の解析結果および先行研究８－１１）１２－１４）等から

歯肉炎有所見と関連があると考えられる生活習慣９項

目（「朝ごはん後，歯をみがきますか」「給食後歯をみ

がきますか」「夕ごはん後歯をみがきますか」「好き嫌

いは多い方だと思いますか」「食後お茶を飲みますか」

「かたい食べものが好きですか」「食事中テレビ（以

下TV）を見ますか」「家の中で遊ぶのと外で遊ぶのと

では外で遊ぶ方が多いですか」「家族といっしょに食

事をしますか」）を抽出し，歯肉炎の有無を従属変数，

生活習慣を独立変数とした二項ロジスティック回帰分

析強制投入法を行った．

５）二項ロジスティック回帰分析の結果，口腔清掃に関

する生活習慣以外に有意な関連性が認められた生活習

慣である「食事をしながらTVを見る」とその他の生

活習慣との関連について検討した．

６）身体測定結果（身長，体重）からローレル指数を求

め１６０以上を肥満とした．

７）SPSS１７．０J for Windowsを用い，χ２検定および二

項ロジスティック回帰分析を行った．

４．倫理的配慮；調査施設にはあらかじめ調査方法およ

び内容を説明し，学校長と承諾書を取り交わし承認を

得た．Ｏ小学校からデータの提供を受ける時点で個人

同定情報を外して匿名化し，個人の特定が不可能に

なった状態で研究を実施した．愛知学院大学心身科学

部健康科学科におけるヒトを対象とする研究倫理審査

委員会によって承認（承認番号０８０１）された．

�．結 果

１．歯肉炎の認知度と有所見状況

対象児童への「むし歯がなぜできるか知っていますか」

という設問に対して，低学年で７０．０％，高学年では

７２．８％がう蝕のできる理由を知っていると回答していた．

一方，「歯肉炎を知っていますか」については，低学年
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表１ 生活習慣アンケート

※協力の得られる児童には，空欄に氏名を記入するように依頼
（ ）年（ ）組 （男 女）

みなさんの毎日の生活のようすを知りたいと思います．あてはまるものに○をつけてください．
１．朝起きてすぐ，歯をみがきますか． （はい いいえ）
２．朝ごはん後，歯をみがきますか． （はい いいえ）
３．給食後，歯をみがきますか． （はい いいえ）
４．夕ごはん後，歯をみがきますか． （はい いいえ）
５．ねる前に歯をみがきますか． （はい いいえ）
６．電動歯ブラシまたはソーラー歯ブラシを使っていますか． （はい いいえ）
７．歯をみがいた後，お家の人に点検してもらっていますか． （はい いいえ）
８．家族といっしょに歯をみがきますか． （はい いいえ）
９．朝ごはんは食べますか． （はい いいえ）
１０．夕ごはん後におかしを食べますか． （はい いいえ）
１１．好き嫌いは多い方だと思いますか． （はい いいえ）
１２．給食を食べるのは早い方ですか． （はい いいえ）
１３．食べものをよくかんで食べますか． （はい いいえ）
１４．食後，お茶を飲みますか． （はい いいえ）
１５．やわらかい食べものが好きですか． （はい いいえ）
１６．かたい食べものが好きですか． （はい いいえ）
１７．学校から帰ってから，お菓子を食べますか． （はい いいえ）
１８．むし歯はなぜできるか知っていますか． （はい いいえ）
１９．六歳臼歯がかむことにとって大事な歯であることを知っていますか． （はい いいえ）
２０．子どもの歯と大人の歯の違いがわかりますか． （はい いいえ）
２１．フッ素をぬってもらったり，フッ素洗口をしたことがありますか． （はい いいえ）
２２．歯をみがくと歯ぐきから血がでますか． （はい いいえ）
２３．朝起きる時間はきまっていますか． （はい いいえ）
２４．夜ねる時間はきまっていますか． （はい いいえ）
２５．朝は自分で起きますか． （はい いいえ）
２６．家の人に朝のあいさつをきちんとしますか． （はい いいえ）
２７．食事中，テレビを見ますか． （はい いいえ）
２８．毎日テレビを２時間以上見ますか． （はい いいえ）
２９．家にかえる時間は，きまっていますか． （はい いいえ）
３０．家にかえった時，家にだれか家族はいますか． （はい いいえ）
３１．忘れ物をよくしますか． （はい いいえ）
３２．起きると自分から顔を洗いますか． （はい いいえ）
３３．外からかえると手を洗いますか． （はい いいえ）
３４．ハンカチ・ティッシュを持っていますか． （はい いいえ）
３５．おふろはいつもひとりで入りますか． （はい いいえ）
３６．頭は自分で洗いますか． （はい いいえ）
３７．習い事に通っていますか． （はい いいえ）
３８．手のツメは自分で切りますか． （はい いいえ）
３９．足のツメは自分で切りますか． （はい いいえ）
４０．おやつは時間や回数をきめていますか． （はい いいえ）
４１．学校へ行く前にテレビを見ますか． （はい いいえ）
４２．毎日，夜１０時まえには寝ていますか． （はい いいえ）
４３．甘い食べものが好きですか． （はい いいえ）
４４．体は自分で洗いますか． （はい いいえ）
４５．シュガーレスの食べものを食べるようにしていますか． （はい いいえ）
４６．ジュースを飲みますか． （はい いいえ）
４７．シーラントを知っていますか． （はい いいえ）
４８．歯肉炎を知っていますか． （はい いいえ）
４９．お家で本を読みますか． （はい いいえ）
５０．家の中で遊ぶのと外で遊ぶのとでは外で遊ぶ方が多いですか． （はい いいえ）
５１．食べるとき片方だけでかみますか． （はい いいえ）
５２．携帯電話を持っていますか． （はい いいえ）
５３．家族といっしょに食事をしますか． （はい いいえ）
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で知っていると回答した者６０名（２４．８％），高学年では

１８２名（７１．４％）であった．

歯科検診結果から，歯肉炎要観察者は１１６名（２３．２％），

要精検者３０名（６．０％）であった．これら異常を認めた

者の男女比を見ると男子８３名（要観察２４．６％，要精検

８．９％），女子６３名（要観察２１．９％，要精検３．２％）と歯

肉炎は有意（ｐ＝０．０１６）に男子に多く認められた．ま

た要観察者は，低学年４６名（１８．９％）高学年７０名（２７．３％），

要精検者は，低学年４名（１．６％）高学年２８名（１０．２％）

で有意（ｐ＜０．００１）に高学年に多く認められ，要精検

者の約６０％が高学年の男子であった．さらにこれを学年

別にみたものが図１である．１年生では要観察者４．７％

であり要精検者はいなかった．要観察者は２年生，４年

生，６年生で高く，要精検者は４年生と６年生で高く

なっている．つまり，学年が上がるにつれて有所見者率

が高くなる傾向にはあったが，３年生と５年生は要観

察・要精検者共に他の学年と比べて低い傾向にあり，学

年によって差異が認められた．

表２は，二変量の解析結果などから歯肉炎有所見状況

と関連があると考えられる生活習慣９項目を抽出し，歯

肉炎の有無を従属変数，生活習慣を独立変数とした二項

ロジスティック回帰分析強制投入法によって相互関連性

を分析した結果である．口腔清掃に関する生活習慣では，

「夕食後歯をみがかない」（ｐ＝０．０１０），「給食後歯をみ

がかない」（ｐ＝０．０５３）が有意に高い傾向が認められた．

つまり，夕食後歯をみがかない者はみがく者に比べて

オッズ比１．８倍（９５％CI １．１４５―２．７３１），給食後歯をみ

がかない者はみがく者に比べてオッズ比１．７倍（０．９９２―

２．９６２）歯肉炎に罹り易いことになる．その他の生活習

慣では，「食事をしながらTVを見る」（ｐ＝０．００８）のオッ

ズ比は２倍（１．２００―３．３７９）であり，歯肉炎に罹るリス

クが有意に高いことが示唆された．

２．歯肉炎有所見状況と口腔清掃以外の生活習慣との関

連について

生活習慣の中で口腔清掃以外に歯肉炎のオッズ比の高

かった「食事をしながらTVを見る」に着目し，食事を

しながらTVを見ている子どもの他の生活習慣との関連

を見た結果が表３および図２である．食事をしながら

図１ 学年別歯肉の状態

表２ 歯肉炎の有無と生活習慣との関連

ｎ＝４７３

変 数 Odds ratio ９５％CI

朝食後歯をみがかない ０．９１８ ０．５６１―１．５０２

給食後歯をみがかない １．７１４† ０．９９２―２．９６２

夕食後歯をみがかない １．７６９＊＊ １．１４５―２．７３１

偏食が多い ０．８９８ ０．５８６―１．３７６

食後の飲茶 １．０２６ ０．６２６―１．６８０

固い食べ物を好む １．３４４ ０．８６１―２．１００

食事をしながらTVを見る ２．０１３＊＊ １．２００―３．３７９

外で遊ぶことが多い １．１３３ ０．７４４―１．７２７

家族と一緒に食事をする １．４９４ ０．７０５―３．１６５

†ｐ＜０．１ ＊ｐ＜０．０５ ＊＊ｐ＜０．０１

※二項ロジスティック回帰分析

※歯肉炎有とは，「要観察」と「要精検」を合計したもの

表３ 食事をしながらTVを見ている子どもの生活習慣

項 目 ｎ
食事をしながらTV カイ二乗

検定結果見る ％ 見ない ％

TVを１日平均２時間以上見る ４９７ ７１．０ ４９．２ ｐ＝０．００１

登校前にTVを見る ４９４ ７９．９ ４４．３ ｐ＝０．００１

学校から帰ってから菓子を食べる ４９５ ６９．７ ５２．３ ｐ＝０．００１

就寝時間が決まっている ４９７ ４７．７ ６８．９ ｐ＝０．００１

間食回数を決めている ４９４ ３５．９ ５３．８ ｐ＝０．００１

毎日就寝は１０時前である ４９５ ４９．５ ６７．９ ｐ＝０．００１

夕食後歯をみがかない ４９１ ８６．３ ７４．９ ｐ＝０．００７

朝食後歯をみがかない ４９３ ５３．８ ３７．１ ｐ＝０．００１

良く噛んで食べる ４９５ ７４．７ ８５．５ ｐ＝０．０１１

偏食が多い ４９３ ４１．４ ３０．５ ｐ＝０．０２８
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TVを見ている者は，「朝食後・夕食後に歯をみがかな

い」，また，「登校前のTV視聴および１日平均２時間以

上TVを見る」，さらに，「間食回数が決まっておらず，

学校から帰ってからや夕食後に菓子を食べ，偏食が多く，

よく噛まない」，「毎日の就寝時間が１０時過ぎである」等

の項目が有意に高かった．

生活習慣の性別比較をしたところ，男子では「給食後

に歯みがきを実施しない」（ｐ＝０．００１），「朝食後に歯み

がきを実施しない」（ｐ＝０．００３），「登校前のTV視聴」

（ｐ＝０．００３），「１日平均２時間以上TVを見る」（ｐ＝

０．０３１），「良く噛んで食べない」（ｐ＝０．００３）が有意に

高かった．

３．歯肉炎有所見状況と永久歯う蝕有病状況・肥満出現

率との関連について

歯肉炎有所見者は永久歯う蝕有病者率が高く（ｐ＝

０．００１），歯肉に異常がない者では，永久歯う蝕有病者率

１６．７％（う歯１歯５．７％，２歯以上１１．０％）であるのに

対して，要観察者では同２６．７％（１２．９％，１３．８％），要

精検者では同５３．３％（２３．３％，３０．０％）と有意に増加し

ており，要精検者の２歯以上永久歯う歯保有者率は

３０．０％にも及んでいた（図３）．同様に肥満との関連を

見たところ，ローレル指数１６０以上の肥満者２９名（５．８％）

のうち，歯肉に異常のない者では１５名（４．２％）であっ

たのに対して，歯肉炎有所見者では１４名（９．６％）と肥

満出現率が有意に高くなっていた（ｐ＝０．０２０）．

�．考 察

１．歯肉炎予防のための保健指導の時期と対象

Niessenら１５）は，入院患者での主な抜歯理由はう蝕と

歯周疾患であるとし，Chaunceyら１６）も男性の歯の喪失

理由は，う蝕や補綴処置あるいは歯周疾患であるとして

いる．甘利８）は「成人の歯周疾患を少なくするには，小

児の歯周疾患の実態をよく知り，予防対策を立てること

が大切である」と述べている．一方，歯肉炎を始めとす

る歯周疾患は，歯肉の炎症による発赤を呈し，重度にな

ると歯ブラシによる刷掃時に出血する．さらに適切な刷

掃指導により発赤が消退し出血しなくなるので「病気の

予防」の教材や保健指導の内容となり得る特徴を有して

いる１２）．そのため，自ら学び考える「生きる力」を育む

身近な問題解決に適していると言われている１３）．しかし，

現状は今日でもなお，歯肉炎を始めとする歯周疾患予防

のための健康教育や保健指導が生活習慣の育成に有用で

あるという認識は十分普及していない４）．柳瀬ら１４）は，

歯周疾患は自覚症状がないままに慢性的に経過するため，

患児の多くは無意識，無自覚に過ごし，保護者の関心も

低く，歯科受診や指導の機会が掴みにくいという問題が

残されていると述べている．

本調査において歯肉炎を知っていたのは，低学年で

２４．８％，高学年でも７１．４％であり，３年生までは４名に

１名しか歯肉炎を知らなかった．これをう蝕の認知度と

図２ 歯肉炎の有所見状況に関連する要因

図３ 歯肉炎と永久歯う蝕の関連

２２９大須賀ほか：小学生の歯肉炎有所見状況と生活習慣要因の関連について



比較してみると，質問の難易度が高いにも拘わらず，低

学年でも７０％がう蝕のできる理由を知っていると回答し

ており，低学年における歯肉炎の認知度の低さが明らか

になった．

歯科検診結果から歯肉炎の有所見状況を見ると，要観

察者１１６名（２３．２％），要精検者３０名（６．０％）であり，「歯

科疾患実態調査」２）による２００５年の有所見者率（５～９歳

３８．９％，１０～１４歳５１．２％）と比較するとやや低率である．

これを学年別にみると３年生と５年生は要観察・要精検

者共に他の学年と比べて低い傾向にあるなど，学年間の

有所見者率に差を認めたが，検診者間でのスクリーニン

グレベルの相違と考えられるため，直接の比較は行わな

かった．低学年と高学年で比較すると高学年の有所見者

率が有意に高かった．特に要精検率が，低学年で約２％

だったのに対し，高学年では１０％であったことから，今

後入学時からの予防対策に重点をおいた保健指導が必要

である．性別で比較すると，男子に歯肉炎有所見者率が

有意に高い結果が得られ，要精検者の約６０％が高学年の

男子であった．２００５年歯科疾患実態調査結果２）による性

別歯肉の有所見者率をみると，５～９歳では男子３８．３％，

女子３９．４％で性差を認めないが，１０～１４歳になると女子

は３９．４％であるのに対し，男子では４８．３％と上昇してい

る．本研究では，低学年男子の有所見者率２４．１％，女子

１７．６％，高学年男子の有所見者率４１．２％，女子３３．３％で

あり，低学年から男子の有所見者率は有意ではないが高

い傾向にあった．

性別と生活習慣との関連を分析したところ，男子では

「朝食後・給食後に歯みがきを実施しない」，「登校前の

TV視聴・１日平均２時間以上TVを見る」「良く噛んで

食べない」が有意に高かった．岩崎ら１７）の小中学生を対

象にした調査においても，男子に毎日２時間以上TVを

見る，毎日テレビゲームをする者の割合が有意に高いと

する報告がある．これらのことから，男子に好ましくな

い生活習慣が高率であることが，歯肉炎有所見者率が有

意に高い原因の一つではではないかと推測できる．

歯肉炎の有無を従属変数，生活習慣を独立変数とした

二項ロジスティック回帰分析強制投入法によって相互関

連性を分析した結果，夕食後歯をみがかない者はみがく

者に比べてオッズ比１．８倍，給食後歯をみがかない者は

みがく者に比べて１．７倍であった．一般的に歯みがきは，

う蝕予防のために実施しているという認識が高いと考え

られるが，筆者ら１８）による永久歯う蝕の有無を従属変数，

生活習慣を独立変数とした二項ロジスティック回帰分析

結果では差が認められなかった．各務ら１１）は，「歯肉の

健康は最近１から２週間の口腔清掃や体調を反映し，う

蝕経験は対象歯が萌出してからの比較的長期間の口腔内

の状況を示している」と述べている．このことからも児

童の歯肉炎は，現時点の口腔清掃等の状況が歯科検診結

果に反映していると推測できる．また，永久歯列におけ

る歯垢と歯周疾患，刷掃と歯周疾患との間に強い関連が

あることを多数の研究者が認めている８）９）１９）２０）．今後児童

の歯肉に対する関心を高め，口腔清掃の重要性やそのた

めの歯みがきの方法について，低学年の児童にも理解で

きるように教育することが望まれる．

２．歯肉炎有所見状況と口腔清掃以外の生活習慣との関

連について

二項ロジスティック回帰分析において，口腔清掃以外

の生活習慣で有意差が認められた項目は「食事をしなが

らTVを見る」（オッズ比２．０倍）であった．そこで，「食

事をしながらTVを見る」子どもたちのその他の生活習

慣との関連を見たところ，TV視聴時間が長い，就寝時

間が遅い，間食回数が決まっておらず学校から帰ってか

ら菓子を食べる，朝食後や夕食後に歯をみがいていない

等生活習慣に問題のある子どもの割合が有意に高かった．

Owensら２１）の研究で，テレビの視聴時間が長くなること

で，就寝時間の遅延が誘起されたとの報告もある．図２

に示したように，二項ロジスティック回帰分析結果で有

意であった歯肉炎の要因とその他の生活習慣が複雑に相

互関連して歯肉炎発生にかかわっていることから，児童

の生活習慣形成と歯肉炎は密接な関連があると推察され

る．

３．歯肉炎有所見状況と永久歯う蝕有病状況・肥満出現

率との関連について

う蝕と歯周疾患は，両者共にプラーク（歯垢）を直接

原因とする疾病であり，また生活習慣に起因する疾病で

あるという共通性がある２０）．山根２２）は，小児の歯肉炎と

う蝕有病との関連について，低年齢幼児においては関係

が認められなかったが，高年齢幼児においては両者間に

関係が認められたとしている．その根拠として，乳歯歯

列においては成長するにしたがい，高度う蝕，つまり残

根がかなりの頻度で存在するようになることによって，

歯牙周辺の歯肉が炎症を起こし易くなり，また逆に歯肉

炎になるとう蝕の進行を助長する可能性があるとしてい

る．本研究結果では，歯肉炎のある者は永久歯う蝕有病

者率が有意に高率であり，要精検者では，永久歯う歯が

２歯以上ある者が３割を占めていた．

さらに肥満との関連を見たところ，歯肉炎がある者で

はローレル指数１６０以上の肥満出現率が有意に高かった．

このように，「歯肉炎の有無」と「好ましくない生活習

慣」「永久歯う蝕」「肥満」に相互関連性が認められたこ

とから，既に多くの研究者によって指摘されているよう

に，歯肉炎の問題は小児生活習慣病の初発症状と捉える

ことができる．なお，Giammatteiら２３）は，TVを２時間

以上見ている者に，有意に肥満出現率が高いと報告して

いるが，本研究においては，肥満とTV視聴時間との関

連は認められなかった．

本研究は，愛知県尾張地区Ｏ小学校児童の歯肉炎につ

いて分析したものであり，結果を一般化して論ずること

には限界がある．今後は各地域や学校の特性を把握した

うえで，焦点を絞った効果的な取組をすることによって，
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学校保健活動の目的・目標の達成が可能になるのではな

いかと考える．

�．結 論

好ましくない生活習慣（口腔清掃，TV視聴，食事・

間食，就寝時間など）の児童は，歯肉炎有所見者率が有

意に高率であった．また，永久歯う蝕，ローレル指数

１６０以上の肥満との関係が認められた．従来は，う蝕と

比べ小児の歯周疾患は軽視されがちであった．しかし，

歯肉炎とう蝕は関係があり，共に児童の生活習慣を反映

している．

歯肉炎予防のためには，低学年からの健康教育におい

て，給食後・夕食後の歯みがきの徹底やテレビを見なが

らの食事を禁止するなどの具体的な歯周病予防教育を実

施することが効果的であると考える．男子は女子に比べ

歯肉炎有所見者率が有意に高率であり，好ましくない生

活習慣の児童が多かったため，低学年からの男子に重点

を置いた保健指導を実施することが望ましい．
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�．はじめに

学校精神保健は，児童生徒や教職員を対象にし，学校

教育のかかわりの中で児童生徒が健全な精神発達を遂げ

ていくように援助することを活動目的としている．近年，

新たな健康問題が顕在化し，不登校や青年期自殺死亡率

の推移は，学校保健の中で精神保健活動の重要性を示す

ものとして注目されている１）．このような状況の中，中

央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り，安全・

安心を確保するために学校全体としての取組を進めるた

めの方策」を受けて，学校保健法の一部改正を行い，平

成２１年４月１日に学校保健安全法が施行され，新たに保

健指導，医療機関との連携，健康相談などが位置づけら

れ充実が図られた．

生徒の心の健康は，学校教育の重要な課題となってお

り，養護教諭はいち早くサインに気づくことのできる立

場にいる．生徒達は様々な問題を抱えて保健室に来室す

るが，特に精神的な問題への対処は容易ではない．精神

疾患の好発年齢の時期にある高校生の訴えを，一過性の

情緒不安定状態と捉えるか，あるいは医療を要する問題

が背景にあってのことと捉えるかでは，生徒支援の方法

が異なるので，見極めが非常に重要である．

筆者らは公立の高等学校において長期にわたって，健

康相談，心理教育，危機的状況における早期介入を柱と

する精神保健活動を推進してきた．とりわけ，児童青年

期精神科医を学校医として配置し，その精神科医によっ

て行われる健康相談を，学校保健法（学校保健安全法）

に基づいて年間活動計画に位置付けてきた．

ところで，わが国で実際に，学校現場に精神科医が直

接関わってきた記録・報告としては，１９６８年に開始され

１２年間の高等学校における精神保健活動の分析
―連携と個別支援の視点から―

海老澤 恭 子＊１，大 野 建 樹＊２

＊１茨城県立友部高等学校
＊２柵町診療所

Analysis of Mental Health Activity in the High School over１２Years:
Cooperation and Individual Support

Kyoko Ebisawa＊１ Tateki Ono＊２

＊１ Ibaraki Prefectural Tomobe High School
＊２Sakumachi Clinic

This is a report about the measures of students with mental health problems in high school over a period of

１２years from the１９９７school year to the２００８school year at B Senior High School in A prefecture.

We analyzed the organization’s activity of the school staff and the effect of individual support given by

child and adolescent psychiatrist and yogo teacher who is assumed to be primarily responsible for student

wellbeing.

１６６cases of counseling,１２cases of consultations with a homeroom teacher,１４cases of meetings with par-

ents and１７cases of early stage intervention by the school doctor were diagnosed as the criteria of the ICD―

１０.

The results and analysis were as follows.

�The main complaint of students who visited the doctor was feeling physically sick. And most students vis-

ited the doctor spontaneously.５０．０％ of cases were classified under the F４. Those reflect the typical adoles-

cent mind to search for self-identity.

�Only２．８％ of cases were classified under the F３over１２years.

�Consultations with a homeroom teacher and meetings with parents were important in those cases where

students were diagnosed with more serious conditions, such as schizophrenia. Critical students were se-

cured by cooperation of the school doctor, the yogo teacher, the homeroom teacher, and parents.

Key words：school mental health, high school, child and adolescent psychiatrist（school doctor）,

yogo teacher
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た大阪大学のグループによる中学校においての活動がよ

く知られている２）．その後，多くの精神科医が学校保健

活動に関与しているが，それぞれの活動は，地域や人的

資源などによって様々であった３－７）．北村は，近年，児

童生徒の精神保健上の問題が多様になってきているにも

かかわらず，児童青年期精神科医が学校医として学校内

で相談・指導，治療・予防的活動を実施している例は極

めてまれであるとしている８）．

そこで，本研究は，精神科医が学校医として学校保健

に参画し，保健室をセンターとして展開された公立高等

学校での１２年間の学校精神保健活動を分析し，児童青年

期精神科医参画の成果と意義を明らかにすることを目的

とした．

�．実践過程

第一筆者の勤務校において，保健室頻回来室者や多様

な症状を訴える生徒の中には，精神科治療の対象となる

疾患があり，医療機関への紹介を必要とする事例が数多

くあった．しかし，これまでは，教員や保護者において

は，生徒の抱える問題への対応は心理社会的要因のみで

理解し，指導やカウンセリングで解決を図ろうとする姿

勢が一般的であった．精神疾患に対する偏見から，保護

者の同意が得られず治療を開始できなかった事例もあっ

た．このため，養護教諭は地域の精神医療および精神科

医との連携をのぞんでいた．

このような生徒の実情は，看過できないものとして学

校長に認識され，通常の学校医配置は内科，眼科，耳鼻

咽喉科専門医であるが，学校長のリーダーシップと要請

によって児童青年期精神科医が学校医として配置される

ことになった．教育現場において精神医学的な生徒理解

の必要性を感じるのは養護教諭だけではなく，教育の前

提として心身の健康と安全が必要不可欠であるという認

識が教員全体に浸透し，一定のコンセンサスが学校組織

として得られることになった．

学校精神保健計画の策定は，校務分掌としては保健厚

生部が中心となり，保健主事と養護教諭によって職員会

議で報告する学校保健安全統計を基礎資料とした．

学校の特性から，�健康相談�心理教育�危機的状況

における早期介入の活動を柱とした．西宮市の実施した

精神保健活動を参考とし９），カプランの提唱した地域精

神保健におけるメンタルヘルス・コンサルテーションの

指標を基盤とした１０－１３）．病理・問題・逸脱等を中心に扱

うのではなく，発達促進的なかかわりと予防を主眼とし

た組織的活動と教育的活動を行った．以下にこれらの活

動を紹介する．

１．健康相談

健康相談は，学校医の相談を希望する生徒を対象に

行った．

学校医健康相談の日程を立案するにあたっては，保健

室で捉えられた生徒の実態を参考にした．図１は平成８

年度学校保健安全統計のうちの保健室利用状況である．

養護教諭が行った健康相談と救急処置を，それぞれ月別

に相談者のべ数と一日平均救急処置人数として示した．

健康相談は１５分以上の面接とし，救急処置は内科的，外

科的処置をした者で，友人の付き添いや身長・体重の計

測，何となく来室した生徒の数は含まない．年間を通し

て，健康相談は１月に最も多く，次いで多いのは６月で

あった．救急処置は６月に最も多かった．来室者数の変

動は，入学，新学期のクラス替え，定期考査，学校行事，

大学受験等，学校側の要因ならびに修学上のスケジュー

ルによって影響を受けていると推測された．保健室利用

が増加する月は，生徒たちが身体的，心理的課題を抱え

ていると捉え，学校医の健康相談が効果的になるよう，

年間の教育活動とすりあわせたうえで日程を調整した．

平成９年度は年間４回でスタートし，平成１０年度からは

５回になり，以降，前年度の実績によって年間５回から

図１ 保健室利用状況（平成８年度）

２３３海老澤ほか：１２年間の高等学校における精神保健活動の分析



６回の健康相談日が定着するようになった．

健康相談の日程は，年度当初に健康診断日程とともに

生徒に伝達し，予定日の１０日前に担任から希望調査用紙

を生徒に配付した．希望者に対しては，養護教諭がイン

テイク面接を行った．相談内容によっては，生徒に内科

学校医の健康相談や専門医受診を勧めることがあった．

保護者からも，子どもに関する相談申し込みの問い合

わせが保健室に多数あったが，原則として学校外の相談

機関や専門医を紹介することで対処した．高校生の発達

課題が自立であることを考慮し，親が過剰に心配したり

不安になったりしている場合は，特に慎重な対応を要し

た．ただし，生徒の状態像が不登校で子どもの対応に悩

む保護者に対しては，担任と養護教諭で協議をしたうえ

で学校医との面接を設定した．皆川の親ガイダンスの原

則に則り１４）１５），可能なかぎり両親そろって来校すること

を条件にした（以後，「保護者面接」と記す）．ここでい

う不登校状態とは，担任が欠席状況から進級や卒業が困

難な状況にあると捉えたものを指し，文部科学省の規定

する年度内３０日以上の欠席とは異なる．

面接構造は，保健室内の相談室において，生徒に対す

る健康相談は１人２０分，保護者面接と以下に述べる担任

コンサルテーションは３０分で設定し，事前に養護教諭か

ら時間枠の連絡をした．

２．心理教育

心理教育は，配付資料による啓発活動，研修会を企画

立案するとともに，担任に対するコンサルテーションの

機会を設定した．これらを通じて，思春期の心性，その

関連から生じる心身の問題，思春期における家族のあり

方，学校教育関係者のかかわり方等について理解の共有

化と深化を推進した．

配付資料による啓発活動は，保健室から「保健だより」

を発信し，毎年，生涯にわたる健康や病気の予防，青年

期の現代的課題等の内容を通年でシリーズ化した．関連

教科である保健体育科，家庭科，地歴公民科の教科担当

教員と養護教諭が協議し，学習指導要領の教育内容を補

完するように構成した．

平成１６年度から生徒に配付した「心の参考書」は，精

神科学校医，内科学校医および養護教諭の３名による共

著である．内容は，発達的観点と臨床医学的観点の２部

構成とした．力動的な発達理論をベースにし，高校時代

に経験する悩みは，乗り越えて行くハードルにも似て共

通テーマであること，思春期に多くみられる心の病は治

療可能であること等，苦痛を抱えている生徒にとっても

希望が抱けるよう配慮した．生徒向けに発行したが，多

くの生徒が家庭に持ち帰ったため保護者にも読まれるこ

とになり，また，担任によってロングホームルームの教

材としても活用されるようになった．

平成１４年度，平成１６年度は教員を対象にし，それぞれ

精神科学校医と外部講師の臨床心理士の講話による職員

研修会を実施した．思春期に多くみられる精神疾患の理

解に関する内容を主とした．平成１９年度は年度初めの保

護者総会において，保護者を対象にした講演会を実施し

た．外部の児童青年期精神科医を講師として招き，「大

人になるとは―思春期の発達と親の役割―」をテーマと

する講演であった．保護者とともに教員も聴講し，講演

会後のホームルーム懇談会では，担任と保護者によって

親離れ・子離れの意味するものについての議論がされ，

教員と親にとってお互いの役割を再確認する機会になっ

た．

担任に対するコンサルテーションは，特に生徒対応に

苦慮していた担任に対して，養護教諭から学校医のコン

サルテーションを勧めた．生徒と保護者に対し継続的配

慮が求められる担任の心理的な孤立感を予防することを

期待して，担任に対する学校医によるコンサルテーショ

ンを設定した．学校医によるコンサルテーションは，生

徒援助の視点に関する助言を主とし，担任の生徒理解と

保護者との協力関係構築を目的とした（以後，「担任コ

ンサルテーション」と記す）．

３．危機的状況における早期介入

危機的状況は，生徒に対して養護教諭が日常的に行う

健康相談のほか，担任の健康観察や保護者からの連絡に

よって把握した．危機的状況における早期介入の主な目

的は，自殺の予防である．自傷他害の恐れや著しい身体

的衰弱の状態にある時は，養護教諭がただちに学校医の

判断を仰ぎ精神科治療につないだ．養護教諭は，担任や

保護者への連絡を行いながら情報を共有し，学校医への

連絡や医療機関への紹介の判断をした．

学校医と養護教諭の連携に関しては，精神科医が学校

医となったため，生徒と教員にとって精神科受診が敷居

の低い環境になったが，危機的状況における早期介入の

場合を除き，養護教諭から生徒に積極的に精神科受診を

勧めた事はなかった．生徒が自ら受診を望む場合にのみ，

その橋渡しの機能を果たしてきた．また，生徒のプライ

バシー保護と医師の守秘義務など倫理的な点から，健康

相談の結果についても精神病理の重症度についてのみ情

報を共有し，学校医と養護教諭間の秘密保持の原則を明

確に固持してきた．

�．研究方法

１．対 象

精神科医が学校医として配置された平成９年度から平

成２０年度までの１２年間の学校精神保健活動を分析の対象

とする．対象となった学校は，Ａ県立Ｂ高等学校の生徒

数約１，０００人（男女比３：２）の大規模校で全日制普通

科の進学校である．養護教諭の複数配置は無く，スクー

ルカウンセラーの配置もなかった．

活動開始時の学校医の精神科医としての経験年数は２０

年であり，そのうち県立病院での児童思春期専門外来の

担当医を５年間勤めた．活動開始時の養護教諭は経験年

数１１年で，そのうち中規模職業科高校を３年間と大規模
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進学校を８年間勤めた．活動開始時から１２年間，養護教

諭の異動はなく同一者であった．

２．方 法

平成９年度から平成２０年度の「相談記録（学校医記載

と養護教諭記載の２種）」と養護教諭記載の「保健日誌」

をもとに，�健康相談事例（学校医の行った生徒に対す

る健康相談事例と，保護者に対する学校医による面接事

例），�担任に対する学校医によるコンサルテーション

事例と配付資料による啓発活動および研修会，�危機的

状況にある生徒に対して行った早期介入例を調べた．

各事例については，主訴，来談経路，医学的診断およ

び症状・状態像を別に定めた分類基準に従って分類した．

各事例の主訴は，頭痛，腹痛，下痢，めまい，だるい，

朝起きるのがつらい，食欲がない，動悸息切れがする等

の訴えを「身体の不調」とし，気分が落ち込む，何事に

も自信が持てない，不安感が強い，集中力がない等の訴

えを「精神的悩み」とした．家族や友人との対人関係の

悩みをそれぞれ「家庭・家族の悩み」，「友人関係の悩み」

とし，成績が落ちた，学習の仕方が分からない等の悩み

を「学校生活の悩み」，志望大学，職業選択に関する悩

みを「進路の悩み」と六つに分けた．また，来談経路に

ついては，生徒本人が自発的に相談を希望した場合を

「自主来談」とし，担任や部活動顧問等の教員の働きか

けがきっかけで相談を希望した場合を「担任経由」，保

護者，主に母親の働きかけがきっかけで相談を希望した

場合を「保護者経由」と三つに分けた．

各事例の医学的診断については，精神科医指導のもと

ICD―１０で分類した．このICD―１０による分類にしたのは，

学校の保健室において生徒の心身の健康問題を把握する

際には，身体疾患との関連や家族的，家庭的環境，社会

的な背景を考慮することが必要不可欠であり，精神疾患

に限定した多軸診断基準であるDSM―�の分類では適応

範囲が狭いと判断したためである．分類において，問題

が一つではなく多岐にわたると判断された場合は，複数

の分類コードを重複して数え，臨床像を網羅するにあ

たっては必要な診断をできるだけ多く記録するという原

則に従った１６）．分類コードのＦが重複する場合について

は，主になるものだけをカウントした．

得られた調査内容は，データベースシステム桐ver.９

で管理し，健康相談における主訴と来談経路，医学的診

断と来談経路との関係を検討するため，SPSS ver. １５ J

for Windowsでクロス集計を行った．

３．倫理的配慮

学校長に研究計画書を提出し，文書によって研究の同

意を得た．事例は全てデータ化し，個人が特定されない

よう配慮をした．

�．結 果

１．健康相談

学校医の健康相談を受けた生徒は１６６人であった．学

校医の健康相談を受けた生徒のうち，男子が３９．２％（６５

人），女子は６０．８％（１０１人）と，男子に比して女子の相

談者が多かった．

主訴についてみると，最も多かったのが身体の不調で

５３．６％（８９人）であり，次いで多かったのは精神的悩み

で３７．３％（６２人）であった．他には，学校生活の悩みが

５．４％（９人），家庭・家族の悩みが１．８％（３人），友人

関係の悩みが１．２％（２人），進路の悩みが０．６％（１人）

であった．

来談経路の内訳は，自主来談が８８．０％と最も多く，担

任経由は７．２％，保護者経由は４．８％であった．

主訴別にみた来談経路の内訳は，担任経由が多かった

のは進路の悩み（１００％，１人）と学校生活の悩み（２２．２％，

２人）であり，保護者経由が多かったのは家庭・家族の

悩み（３３．３％，１人）であった．

医学的診断は，１８０例であった．１４人に複数の診断が

ついたため相談者数を上回った．最も多かったのが神経

症関連で，次いで多かったのは生理・身体要因関連，統

合失調症関連であった．身体疾患は，Ｇ「てんかん，偏

頭痛」，Ｉ「起立性調節障害」，Ｋ「十二指腸潰瘍」，Ｌ

「蕁麻疹」，Ｎ「機能性無月経」であった．

診断別にみた来談経路内訳は，各診断においてもおお

表１ 学校医の健康相談を受けた生徒の主訴別にみた来談内訳

主 訴 事 例 数
来 談 経 路 ＊

自 主 来 談 担 任 経 由 保護者経由

身 体 の 不 調 ８９（５３．６） ８２（９２．１） ４（ ４．５） ３（３．４）

精 神 的 悩 み ６２（３７．３） ５３（８５．５） ５（ ８．１） ４（６．５）

学校生活の悩み ９（ ５．４） ７（７７．８） ２（２２．２） ０（０．０）

家庭・家族の悩み ３（ １．８） ２（６６．７） ０（ ０．０） １（３３．３）

友人関係の悩み ２（ １．２） ２（１００．０） ０（ ０．０） ０（０．０）

進 路 の 悩 み １（ ０．６） ０（ ０．０） １（１００．０） ０（０．０）

計 １６６（１００ ） １４６（８８．０） １２（ ７．２） ８（４．８）

＊注 来談経路の欄中の（ ）内の数値は各事例数に対する比率（％）を示す
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むね自主来談が多かったが，とりわけ担任経由が多かっ

たのは，気分障害関連（６０．０％），心理的発達関連

（５０．０％），行動・情緒の障害（６０．０％）であった．保

護者経由は，統合失調症関連（２３．５％），気分障害関連

（２０．０％），心理的発達関連（１６．７％）が多かった．

保護者面接は１４例であった．表３に保護者が学校医の

面接を受けた生徒の診断内訳を示した．広汎性発達障害

の２８．６％が最も多く，次いで同一性障害は２１．４％，統合

失調症，強迫性障害，神経性無食欲症はそれぞれ１４．３％，

性成熟障害は７．１％であった．

２．心理教育

担任コンサルテーションは１２例であった．表４に担任

が学校医のコンサルテーションを受けた生徒の診断内訳

を示した．統合失調症と妄想性障害の４１．７％が最も多く，

次いで広汎性発達障害が３３．３％であった．

図２に生徒相談者・保護者面接・危機的状況早期介入

事例の年次推移と心理教育活動について示した．生徒相

談者はのべ数，保護者面接，危機的状況における早期介

入および担任コンサルテーションについては事例数を年

度ごとに示した．生徒相談者のべ数は，平成９年度は２９

人で，平成１２年度が４８人と最も多く，平成２０年度は８人

と減少した．保護者面接は平成１６年，１７年度にそれぞれ

４人，３人と増え，平成１９年，２０年度に０となった．危

機的状況早期介入は１２年間のうちの前半に事例が多く

あった．担任コンサルテーションは１２年間のうち平成９

年度が最も多く，平成１７年から２０年度は０であった．

３．危機的状況における早期介入

危機的状況における早期介入は１７例であった．表５に

危機的状況における早期介入例について示した．診断は

統合失調症が４１．２％と最も多く，次いで情緒不安定性人

格障害が２９．４％，神経性無食欲症は１７．６％，躁病エピ

ソードと離人・現実感喪失症候群はいずれも５．９％で

あった．このうち，７例が担任，６例が養護教諭，４例

表２ 学校医の健康相談を受けた生徒の診断別にみた来談内訳

診 断 事 例 数
来 談 経 路 ＊

自 主 来 談 担 任 経 由 保護者経由

神 経 症 関 連（F４） ９０（５０．０） ８６（９５．６） ３（３．３） １（１．１）

生 理 ・ 身 体 要 因 関 連（F５） １９（１０．６） １７（８９．５） ２（１０．５） ０（０．０）

統 合 失 調 症 関 連（F２） １７（ ９．４） １３（７６．５） ０（０．０） ４（２３．５）

身体疾患（Ｇ，Ｉ，Ｋ，Ｌ，Ｎ） １７（ ９．４） １７（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）

健 康 に 影 響 す る 要 因（Ｚ） ９（ ５．０） ８（８８．９） ０（０．０） １（１１．１）

人 格 障 害 関 連（F６） ７（ ３．９） ６（８５．７） ０（０．０） １（１４．３）

心 理 的 発 達 関 連（F８） ６（ ３．３） ２（３３．３） ３（５０．０） １（１６．７）

気 分 障 害 関 連（F３） ５（ ２．８） １（２０．０） ３（６０．０） １（２０．０）

行 動 ・ 情 緒 の 障 害（F９） ５（ ２．８） ２（４０．０） ３（６０．０） ０（０．０）

そ の 他 症 状 ・ 行 動（Ｒ） ３（ １．７） ３（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）

外 的 要 因（Ｖ） １（ ０．６） １（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）

分 類 不 能 １（ ０．６） １（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）

計 １８０（１００ ） １５７（８７．２） １４（７．８） ９（５．０）

＊注 来談経路の欄中の（ ）内の数値は各事例数に対する比率（％）を示す

表３ 保護者が学校医の面接を受けた生徒の診断内訳

診 断 事 例 数（％）

広 汎 性 発 達 障 害 ４（２８．６）

同 一 性 障 害 ３（２１．４）

統 合 失 調 症 ２（１４．３）

強 迫 性 障 害 ２（１４．３）

神 経 性 無 食 欲 症 ２（１４．３）

性 成 熟 障 害 １（ ７．１）

計 １４（１００．０）

表４ 担任が学校医のコンサルテーションを受けた生徒の診

断内訳

診 断 事 例 数（％）

統 合 失 調 症
５（４１．７）

妄 想 性 障 害

広 汎 性 発 達 障 害 ４（３３．３）

神 経 性 無 食 欲 症 １（ ８．３）

情緒不安定性人格障害 １（ ８．３）

同 一 性 障 害 １（ ８．３）

計 １２（１００ ）
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が保護者によって把握されていた．医療機関の利用は１６

例が通院治療，１例が入院治療であった．転帰は介入後

の経過を示しており，１１例が卒業し，５例が退学，１例

が転学をしていた．介入例において，自死者や事故によ

る急死者はいなかった．

� 考 察

１．健康相談（高校生における精神健康相談の内容）

相談を受けた生徒数でみると，女子のほうが男子より

も多い結果であった．このことから，女子のほうが男子

図２ 生徒相談者・保護者面接・危機的状況早期介入事例の年次推移と心理教育活動

表５ 危機的状況における早期介入事例

診 断 症状・状態像
把 握 者

医療機関

の 利 用
転 帰

担任 養護教諭 保護者 通院 入院 卒業 退学 転学

統 合 失 調 症 ７（４１．２）

�幻覚妄想による他害 ○ ○ ○

�情動不安による自殺企図 ○ ○ ○

�情動不安による家出 ○ ○ ○

�幻覚妄想による自傷 ○ ○ ○

�昏迷状態 ○ ○ ○

�幻覚妄想による自傷 ○ ○ ○

�昏迷状態 ○ ○ ○

情緒不安定性人格障害 ５（２９．４）

�衝動性の亢進と他害 ○ ○ ○

�衝動性の亢進と自傷 ○ ○ ○

�衝動性の亢進と自傷 ○ ○ ○

�虚無感と慢性的な自殺願望 ○ ○ ○

�虚無感と慢性的な自殺願望 ○ ○ ○

神 経 性 無 食 欲 症 ３（１７．６）

�拒食によるるい痩 ○ ○ ○

�拒食によるるい痩 ○ ○ ○

�拒食によるるい痩 ○ ○ ○

躁 病 エ ピ ソ ー ド １（ ５．９）情動不安による家出 ○ ○ ○

離人・現実感喪失症候群 １（ ５．９）不眠による衰弱，消耗 ○ ○ ○

計 １７（１００．０） ７ ６ ４ １６ １ １１ ５ １

＊注 診断の欄中の（ ）内の数値は各事例数に対する比率（％）を示す
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よりも悩みを周囲に相談しながら問題解決を図っている

ことがうかがえた．

相談の主訴が身体の不調を訴えるものが５３．６％と最も

多く，自主来談が８８．０％を占めていた．これは，思春期

が二次性徴の出現によって始まり，身体的変化の過程で

様々な身体症状を抱えながら，精神的心理的に悩みつつ，

自己同一性を模索する思春期的な心性を反映していると

言えよう．診断では，神経症関連が５０．０％と半数を占め

ていたが，それは思春期における急激な身体的変化とそ

れに伴う自意識の亢進が不安を生じさせ，様々な葛藤を

もたらしていることのあらわれであろう．自主来談が

９５．６％と多かったことも，家族や担任には気づかれない

心の葛藤であることをあらわしていた．皆川は，思春期

の性的成熟によって親子関係が変化し，孤独感を強く経

験するようになると述べている１７）．身体症状を訴えなが

ら精神面でのサポートを求めてくる生徒の相談ニーズを

考慮するならば，この時期に家族以外の相談相手が存在

することは重要である．これらから，学校において心身

の症状を訴える生徒に対応する養護教諭の役割は大きく，

相談にかかわるための力量を備えていなければならない．

気分が落ち込む，何事にも自信が持てない等を主訴と

する精神的悩みも身体の不調に次いで多かったが，気分

障害関連は，１２年間で５例のみの２．８％だった．岡田ら

は高校生における抑うつ状態に関する調査において，抑

うつ傾向にあると考えられる生徒の割合は３５．０％である

とし１８），高校生における抑うつ状態の多さを指摘してい

る．また，大井は，思春期青年期の気分障害について，

抑うつ状態の基盤にある主障害の鑑別診断が重要である

としている１９）．これらの報告からも，思春期において抑

うつ傾向は多いが，気分障害による抑うつ状態の割合は

少ないと推察できた．

診断と来談経路において，統合失調症や気分障害関連

のような病態水準のより重い事例では，保護者や担任が

学校医との相談を勧めている．生徒の日常生活の様子か

ら問題の深刻さを捉え，健康相談への働きかけにつな

がったと思われる．心理的発達関連や行動・情緒の障害

の事例でも，担任が生徒の抱える問題に気づきやすい立

場にいることを示すものであった．

保護者面接事例では，学校生活を困難にする行動の背

景に多様な医学的問題の存在が認められた．診断が多様

であることは，その治療・援助も一概に論じることは不

可能であり２０），学校での対応が医療機関の進める治療と

矛盾しないよう配慮する必要性を意味する．さらに，広

汎性発達障害，同一性障害等の診断を踏まえると，当面

の問題への対応のみならず，将来予測される困難につい

ても支援の方向性を検討する必要性があることが示唆さ

れた．

２．心理教育（思春期に多くみられる疾病と思春期心性

に関する心理教育活動）

平成９年度からの相談者数の推移をみてみると，相談

活動が定着し，継続相談者が増えたため，徐々に健康相

談のべ数が増えてきた経過をたどっていたが，およそ平

成１６年度からは相談者数が減少してきたことが明らかで

あった．相談者数が減少してきたということは，学校医

の健康相談にいたるまでの相談者が減少したことを意味

する．ここに，心理教育活動との関連があるのではない

かと考え，その背景を探ってみた．この背景には二つの

ことが考えられる．一つは，平成１４年度と１６年度の職員

研修会や平成１９年度の講演会によって，教員や保護者が

生徒の悩みを受け止められるようになり，ホームルーム

や家庭の中での対応が可能になったことである．もう一

つは，平成１６年度から毎年新入生に配付している「心の

参考書」の効果である．生徒自身が「心の参考書」によ

り知識を得ることで，悩みについての輪郭をつかみやす

くなり，自己対応が可能になったと思われる．

保護者面接数の推移をみると，平成１６～１８年度では面

接数が増加しており，これは，「心の参考書」を配布し

た時期と重なっていて，病気に関する認識が高まったた

めと考えられた．保護者対象講演会を実施した平成１９年

度は０となっていて，ほとんど毎年みられた保護者面接

が平成１９年度から０になったということは，保護者対象

講演会の効果があったと言えるのではなかろうか．

担任コンサルテーションにおいては，統合失調症や広

汎性発達障害，同一性障害の診断が多く，特に，担任に

とってこれらの疾病や障害に関する精神医学的な理解は，

生徒の状態に応じた合理的支援を行うために必要であっ

たと思われる．平成９年度の４事例から，おおむね毎年

数例の担任コンサルテーションが実施されたが，平成１７

年度からは０になった．この背景として，担任が学校医

から個別に心理教育を受けたことで，困難を極める同様

の事例を持つ他の担任に対し，経験者として実践的な方

策を提示できるようになったことが考えられる．このた

め，新たな担任コンサルテーションが平成１７年度からは

なかったものと推察された．

３．危機的状況における早期介入（危機的状況における

連携と介入）

我が国では，年間自殺者が３万人を超え深刻な社会問

題となっているが，これまで思春期の自殺予防に対する

関心は必ずしも高いとはいえなかった．しかし，１５歳か

ら１９歳の死因順位は自殺が３１．３％と１位であり２１），平成

１８年に立法された自殺対策基本法に基づいて，平成２１年

に子どもの自殺予防についても対策がようやく示される

ようになった２２－２４）．「教師が知っておきたい子どもの自

殺予防」では，自傷行為を自殺の危険因子と位置付け，

特に高校生の年代は，統合失調症，うつ病，パーソナリ

ティ障害および摂食障害等が自殺に密接に関連しており，

早期発見と医療機関受診の重要性と連携を強調してい

る２５）．三上もまた，思春期における自殺企図例の７９．８％

に精神障害を認める報告をしている．そのうえで，自殺

の背景には生物学的要因，性格的要因，心理社会的要因
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が絡み合っており，教育現場，家族や仲間による連携が

重要で，自殺防止には複合的なアプローチが必要である

としている２６）．早期介入事例の実態はこれらの報告と一

致しており，精神障害の早期のかかわりを推進してきた

著者らの実践は，施策に先行するものであったと言えよ

う．

危機的状況における早期介入を可能にした背景として，

一つには学校医の存在が考えられよう．児童青年期精神

科医である学校医がいたことで，精神科受診についての

保護者の同意が得られやすく，治療的介入がなされたこ

とによって，生徒の生命の危険が回避されたと思われる．

もう一つは，積極的な学校精神保健活動の推進によって

組織体制の充実と心の健康問題の理解が図られたため，

生徒の精神不調に関する情報が保健室に集まりやすく

なったことであろう．入院治療に至った事例は１例で

あったことから，病状が比較的軽い段階での対応ができ

ていた可能性があると推測された．退学や転学に至った

事例も，学校と医療機関の支援によって，生徒の個性，

家庭環境ならびに病気の回復状況に応じた進路変更の選

択がなされてきた．

日本学校保健会の調査では，メンタルヘルスを推進す

る要件として学校医や保護者との連携を報告している２７）．

筆者らの実践の経験においても，生徒の精神的問題に対

し，専門医，学校関係者や家族が組織的，連続的にかか

わることによって，生命的安全の確保および十分な医療

的教育的支援が可能になると考えられた．

�．ま と め

Ａ県Ｂ高等学校の平成９年度から平成２０年度までの１２

年間，精神科医が学校医として配置され，保健室をセン

ターとして展開された学校精神保健活動を分析し，児童

青年期精神科医参画の成果と意義を検討した．

学校医によって行われた健康相談，保護者面接，担任

コンサルテーションおよび危機的状況への早期介入の事

例について，医学的診断をICD―１０で分類した．

その結果，高校生の訴えは，身体的変化によって思春

期が発動され，身体的不調とつきあいつつ内的な葛藤を

抱えながら，自己同一性を模索する思春期の心性を反映

するものと推察された．健康相談は，児童青年期精神科

医によって，思春期における発達上の精神的心理的課題

を明確にするものになった．より病態水準の重い事例で

は，担任や保護者が生徒に対し学校医との相談を勧めて

おり，生徒の日常生活の様子からその問題の深刻さを捉

えていたと考えられた．保護者面接，担任コンサルテー

ションにおいても，生徒の心の健康問題にある医学的背

景が明らかになった．多様な診断は，それに応じた対応

が必要であり，連携と心理教育活動は，適切な生徒支援

のために重要であった．精神科医である学校医がいたこ

とで，危機的状況においても早期に治療的介入がなされ，

学校医，養護教諭，担任および保護者の連携によって，

生徒の生命的安全の確保ならびに十分な医療的教育的支

援が可能になったと推察された．

保健室は医療と教育の連携をとり結ぶ場であり，医療

と教育は相互影響的，相互促進的である．精神科医との

協働作業においては，子どもの精神的な発達と人格形成

についての知識と考え方，心の健康の概念，社会的適応

の意味等，人間の成長を多角的に捉える視点が学校関係

者に必要不可欠であろう．１２年間の精神保健活動は，医

療と教育の連携を模索する試みであり，一定の成果を得

られたものと思われる．

本研究は，Ｂ高等学校という限定的な学校精神保健活

動の分析結果という限界を有する．今後の課題としては，

他の実践活動との比較検討が必要である．
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�．緒 言

養護教諭は，学校教育法によって「養護をつかさどる」

と規定されており，児童・生徒の健康を保持増進するた

めの活動を行っている１－５）．さらに，近年急激に増加し

た学校現場での児童・生徒の心の健康問題の深刻化に

伴って，養護教諭の健康相談活動の役割の重要性が指摘

され６），養護教諭の資質の向上や研修の充実などが議論

され，養護教諭の複数配置などが実現している．

養護教諭は，日常的には学校保健に関する情報の把握，

集団及び個人を対象とした保健指導，心身及び健康生活

に問題を有する児童・生徒への個別指導，救急処置・体

制整備，健康診断，学校環境衛生活動，健康相談，保健

室運営などを通して児童・生徒の健康を保持増進するた

めの多岐に亘る活動を実践している．筆者らは養護教諭

の専門性は，学校において「看護・医学」や「健康に関

する知識・技能」を基盤に教育活動を行うことであると

考えている．特に，養護教諭の実践活動を通して行われ

る「発達」支援は，保健室での養護教諭の対応（支援）

の姿とその影響によって生徒の一人一人がその生徒なり

の「発達」を遂げて自己実現に向かうプロセスであり，

養護教諭固有の教育活動であると考えている．

しかし，養護教諭の職務としての「発達」支援につい

ては，教育活動として評価されているとはいいがたい現

実があるのではないか．このことは，養護教諭が自らの

実践を評価し，専門性を自覚し，キャリア発達につなげ

高等学校における養護教諭の行う生徒への
発達支援に関する考察

平 川 俊 功＊１，水 戸 美津子＊２

＊１東北大学大学院教育学研究科
＊２自治医科大学看護学部

A Study on how Yogo Teachers Support the Growth and Development of High School Students

Toshikou Hirakawa＊１ Mitsuko Mito＊２

＊１Graduate School of Education／Faculty of Education／Tohoku University
＊２Jichi Medical University School Nursing

This study clarifies how Yogo teachers support the growth and development of high school students and

aims to explain the characteristics of such support practices.

Semi-structured interviews were conducted with nine high school Yogo teachers and an analysis was con-

ducted on their practices of supporting high school students’“growth and development”by using the revised

grounded theory approach.

As a result, we have identified the following eight concepts:“offering〈a place to feel at home〉,“offering

〈the feeling of being safe〉,”“approving〈relationships〉,””the acceptance〈of oneself as who one really is〉,”

“assessment of〈problems encountered in the process of growth〉,”“assessment of〈dangerous situations for

mind and body〉,”“offering〈a place to control oneself〉,”“overall support of〈mind and body〉”; these con-

cepts can be further subsumed under three categories as follows:“offering and guaranteeing security, safety,

stability ,”“awareness of growth and development,”“helping to achieve self-control.”

The Yogo teacher, using the tools of the school health room and the characteristics of one’s duty, supports

the students in their preparation of resolving various problems that they might encounter during the growth

and development process. At the same time, the Yogo teacher, making use of his or her knowledge of mind

and body, is aware of the problems and changes that each student is facing. This study reveals how Yogo

teachers use their professional knowledge and techniques, as well as information gathered through their work,

to offer support to students in the process of their growth and development.

As a result, we believe that the teacher himself, or herself, is motivated to conduct students’developmental

support while being fully aware of the professional aspects of such a practice. Furthermore, it can be consid-

ered that this will lead to the career support of the Yogo teacher as well.

Key words：high school student, Yogo teacher’s practice, support of“growth and development”

in students, educational practice

高校生，養護教諭の実践，「発達」支援，教育活動
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にくい一因にもなっている．小倉６），後藤７）は「養護教諭

の専門性を明らかにするために養護教諭の職務内容や専

門的機能を明らかにする必要がある」と指摘し，山道ら

は，「養護教諭が自らの実践活動に価値を見出しにくい

こと」が養護教諭のキャリア発達に影響しているのでは

ないかと指摘している８－１１）．これらは，養護教諭の専門

性の自覚とキャリア発達のためには，実践の具体的内容

を提示することが必要であることを示唆している１２）．養

護教諭が行う教育活動として「発達」支援の内容を提示

することができれば，教育実践評価を可能にし，養護教

諭自身が専門性を自覚した「発達」支援を実践すること

を促すと思われる．さらには，その結果として養護教諭

のキャリア発達をも促していくことになると考える．

そこで，本研究では養護教諭の生徒への「発達」支援

の教育活動について明らかにし，養護教諭の行う「発達」

支援について検討する．

�．研究方法

１）対 象

Ａ県内公立高等学校に勤務する養護教諭９名を対象と

した．対象者は年齢は２７歳から６０歳で平均年齢は４６．３歳

であった．勤務経験年数は４年から３９年であり平均経験

年数は２２．７年であった．

本研究では，経験年数４年以上の養護教諭で，共学・

男子校・女子校・全日制・定時制をすべて網羅できるよ

うに，養護教員会で知りえた学校の情報及び勤務年数の

情報を通じて，研究の主旨に賛同し，了解の得られた協

力者に連絡をとり，９名にインタビューを行った．この

９名は，高等学校での勤務を希望して現在に至っており，

様々な研修に自主的に参加し，生徒の発達の支援に日頃

から高い関心をもって取り組んでいる者を選択した．高

等学校勤務の養護教諭を選択したのは，義務教育ではな

い学校では，生徒が進路選択に直面する場面が多いと予

測し，社会への自立を目前にした生徒への養護教諭の

「発達」支援には，一社会人としての自立に向けての意

図的な支援があると考えたからである．

２）データの収集

インタビューは，対象者の希望の日時・場所を調整し，

２００７年７月から９月にかけて，各学校の保健室で実施し

た．インタビューは許可を得て録音した．インタビュー

時間は３０分から１時間程度であった．インタビューは半

構造化面接とし，「毎日，どのような生徒が来室するか」

「どのような意図をもって対応しているか」について自

由に語ってもらった．インタビュー・データは，一人一

人の逐語録におこした．逐語録は全部でA４判５６頁に

なった．

３）データの分析方法

データ分析は，修正版グラウンデッド・セオリー・ア

プローチの方法を用いて分析した．グラウンデッド・セ

オリー・アプローチは１９６０年代アメリカの医療社会学者

GlaserとStraussによって考案され，データに密着した

分析を行う質的研究法として注目されている．本研究で

は，実務者がより活用しやすいようにと提案された修正

版グラウンデッド・セオリー・アプローチ１３－１５）を用いた．

分析には以下のプロセスを踏んだ．�分析テーマを

「養護教諭が生徒に行っている「発達」支援のプロセス」

とし，分析焦点者を「養護教諭」とした．�研究者自身

の問題認識，分析テーマ，分析対象者に照らして，イン

タビューにおいて最も内容が充実していたという実感が

もてたＣ氏の逐語録から分析を始めた．�一事例目のＣ

氏のデータ全体にざっと目を通した後にA４判１枚ずつ

分析テーマに基づき，データの中で関連のありそうな箇

所に着目し，それをバリエーションとして解釈し，定義，

概念名，理論的メモの順で分析を行った．分析には分析

ワークシート（表１）を用いた．�２事例目から最後の

事例まで同様に分析した．�生成した概念と他の概念と

の関係を個々の概念ごとに比較検討しながら，関係を検

討した．�複数の概念の比較検討を通してカテゴリーを

生成し，カテゴリー相互の関係からストーリーラインと

して分析結果をまとめた．

４）倫理的配慮

対象者には，インタビューを録音すること，逐語録は

個人が特定できないようにして分析を行うこと，論文作

成後はデータを破棄することを口頭で説明し，了承を得

た．データ分析の結果をインタビューに応じてくれた養

護教諭に提示し，カテゴリーに用いたことばの表現につ

いても了解を得た．

�．研究結果

分析の結果，『「人心地つく場所」の提供』，『「大丈夫

という安心」の提供』，『「承認」のやりとり』，『「ありの

まま」の受容』，『「成長過程における課題」のアセスメ

ント』『「心身の危機状況」のアセスメント』『自己コン

トロールする場の提供』『「心と身体」を統合させる支援』

の８概念を生成し，それらはさらに【安心・安全・安定

の提供と保障】【成長発達への気づき】【自己コントロー

ルする力をつける手助け】の３カテゴリーになった．

１）ストーリーライン

本研究において，以下のようなストーリーラインが考

えられた．なお，文中では概念名は『 』，カテゴリー

名は【 】を用いて表現した．

養護教諭は，他の教室と異なる静かさや家庭的雰囲

気１６）を有する保健室に毎日居て，保健室の静かさや秩序

を保つことによって『「人心地つく場所」の提供』をし

ている．それは，心身の平静を揺るがすことや傷病が発

生することがあればいつでも対応する，という暗黙の安

心と，平静を取り戻す場を確保・提供することであり，

何があっても心配ないという，生徒への『「大丈夫とい

う安心」の提供』である．さらに，生徒が保健室に来室

した時，その場で生徒一人一人の存在そのものを言葉や
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視線で確認するという『「承認」のやりとり』をするこ

とで，様々な理由で来室する生徒を『ありのままの受容』

し，対応し，日々，その生徒が生きていること，存在そ

のものを肯定している．また，養護教諭は救急処置の前

段のアセスメントの手技としての触診，痛みの軽減や励

ましの手段としてのタッチングを行う．その身体接触は

生徒にとって安心をもたらす快感でもあり，苦痛が軽減

されるという意味合いだけでなく，他者との間に形成さ

れる愛情・信頼の絆の形成に影響している．これらに

よって，生徒は養護教諭との人間関係（かかわりの事実）

から，信頼関係を結ぶ心地よさ，快さ，人間関係の成功

体験，時にはぶつかり合いやその人間関係の修復などの

感覚を体得している．これが養護教諭の行っている【安

心・安全・安定の提供と保障】である．

また，養護教諭は来室した生徒の『「成長過程におけ

る課題」のアセスメント』を行い，同時に『心身の危機

状況のアセスメント』も行う．毎日の学校生活の中で継

続して生徒たちを観察し，対応している養護教諭は傷病

の救急処置および緊急度の判断にとどまらず，心と身体

の両面の発達の過程における【成長発達への気づき】か

ら，様々な事柄に対応している．

高等学校勤務の養護教諭は，生涯発達の過程の思春

期・青年期における躓きや問題を発見し，適切な支援を

講じることによって発達を支援している．さらには，保

健室を学びの場として『自己コントロールすることの場

の提供』を行い，保健室でも生徒が学校や社会のルール

を守ることの学びを促している．救急処置や相談等の場

面を活用しながら，心身にかかわる専門的な知識・技能

を通して，『「心と身体」を統合させる支援』を行ってお

り，これらのことは生徒一人一人が生きていくために必

要な知識の獲得となり，よりよい行動選択，課題解決の

アサーティブな方法を実践していくことができるように

表１ 分析シート（例）

概 念 名 「人心地がつく場所」の提供

定 義
養護教諭自身がその存在で「平静」を提供し，保健室を安心・安全な場所（恐怖・不安・苦痛・緊張など

から解放され，心を許し，平常の気持ちにかえる事が出来る場所）として提供していること．

バリエーション

・――ただ来たり．ただ来て，昼休みだけ横にさせてっていうかんじの――（Ｃ）

・保健室の中，うろうろしたり，何か問題行動を起こしたりしたときなんかね．ここにきて，ひとしきりこ

こに居る．そうするとテンションが下がってきて，「俺わかってるんだけど――」って言い出して――（Ｃ）

・――なんとなく顔見せてね．ただ来たり，ただ来て――しばらくうろうろしているの．――製氷機がある

のね，がらがらって．そこあけて氷１個なめてね，「はー」って．（Ｃ）

・他の教科の研究室では，入ってきてぐるぐる歩いたりしないよね．ここ（保健室）には，入ってきてぐる

ぐる回ったり，――鏡の前にいて髪の毛直したりね．――（養護教諭はそれに対して）何もいわないもん

ね．そうこうしているうちに，「次の授業にいくかあ」って出て行くんです．（Ｉ）

・――「保健室にだけあるもの」っていうじゃないですか．あのソファ，そうなのね．（子どもが）「ああ，

これがあるんだあ」っていって，あそこに乗っかって，――（Ｉ）

・ほとんどの子は，バーン！ってここにやってきて，ここにいて，いくらか笑顔が戻って，教室に戻るって

いうか．そして，何日か後には，廊下で会っても笑顔で．一過性のものが多いのかな．ちょっとした気分

転換とか，気持ちを変えて，それで，次の場所にいくっていうか．ここって，安全確保されているんで

しょうね，子どもにとって．（Ｇ）

・ここで，高ぶった気持ちとか，気を鎮める，安心している人（養護教諭）と話したり，話さなくても，そっ

としておく方がいいこともあるんですよね．（生徒にとって）自分が自分でいるために安定した場所――

ですかね．（Ｇ）

・最近は少し疲れ気味なのか，ちょこちょこ来ています．そういう生徒とか，やる気が起こらないっていう

生徒が多いんです．（Ｄ）

・――彼女はうちに帰ると子どもがいるから勉強できない，ここで勉強していい？っていうんですね．（Ｄ）

・クラスでうまくいってなくて，しょっちゅう来てたりしたんですけど，よく理由がわからないんだけど，

保健室によく来ていて，急に部活に打ち込むようになった，とか，いい子になったな，と思ってみている

と，授業にも集中するようになって来ていてね，そういう成長をね――（Ｅ）

・自分の感情がコントロールできない．自分がだめならだめだし，頭に来たらそれっきり．だから，その辺

が「我慢しなきゃいけないんだよ」って言うんですけどね．話していると，テンションが下がってくる．

（Ｅ）

・ものにあたったり，器物破損したりする子も，すごい顔して来ますよ．この場所っていうのは，教室と違

うだけじゃない．家庭に近い．教材に囲まれた状態と違いますもんね．（Ｇ）

・安心して食べる，黙る，居ることのできる場所，保健室で，本当は家庭であるべきなんでしょうが，この

安全地帯で育ちなおりをしているのではないかと――．（Ｇ）

（イニシャル）は，対症事例を表す

２４３平川ほか：高等学校における養護教諭の行う生徒への発達支援に関する考察



【自己コントロールする力をつけるための手助け】を

行っている．生徒が「平静」を取り戻し，自己内対峙す

るところまで感情を沈静化するように後押しをしている

のである．ともすると，様々なことから逸脱しやすい思

春期・青年期において，直面する課題に関して自己統制

しながら対峙し，引き受けたり，挫折したり，乗り越え

たり解決していくことは，人間の成長の前提として必要

な学習である．その傍らにあって寄り添いつつ，養護教

諭は心と身体に関する科学的知識を教授し，人としてよ

りよく生きていくための行動化につなげる教育活動を行

うことによって発達を支援している．

２）生成したカテゴリーと概念

以下，分析に用いた逐語録で着目した部分のバリエー

ションを用いて，カテゴリーと概念について説明する．

�【安心・安全・安定の提供と保障】

【安心・安全・安定の提供と保障】とは，生徒が恐怖・

不安・苦痛・緊張などから解放され，心を許し，平静な

気持ちに還ることができる場所としての保健室を提供し，

保障することである．この【安心・安全・安定の提供と

保障】は，以下の四つの概念で構成される．

�『「人心地つく場所」の提供』

『「人心地つく場所」の提供』は，保健室という物理的

環境だけでなく養護教諭の存在も含めて，授業の合間等

に来室した生徒の一人一人が心身ともに平静な状態に戻

ることができ，「人心地」ついて再び教室等に戻る場を

提供することで，保健室を安心・安全・安定な場所（恐

怖・不安・苦痛・緊張などから解放され，心を許し，平

静な気持ちにかえることが出来る場所）として提供する

ということである．つまり，保健室は，いつでも誰でも

どんな理由でも来室することができ，そこにいる養護教

諭が生徒をありのまま受け入れ，意図をもって出来うる

限り保健室内での行動を許容しているということである．

場合によっては養護教諭が他の来室生徒や職員などの来

室を調整し，個別に対応が必要な生徒のために場所と時

間を保障している．その結果，生徒は感情の沈静化，気

持ちの整理，自分自身の思いとの対峙，平静の取り戻し

を行うことができる．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・ただ来たり．ただ来て…（略）昼休みだけ横にさせてっ

ていう感じの．

・他の教科の研究室では，入ってきて，ぐるぐる歩いた

りしないよね．ここ（保健室）には，入ってきてぐる

ぐる回ったり…（略）そうこうしているうちに“次の

授業に行くかあ”って出て行くんです．

・ほとんどの生徒は，バーン！ってここにやってきて，

ここにいて，いくらか笑顔が戻って，教室に戻るって

いうか…（略）一過性のものが多いかな．

・話しているうちにテンションが下がってくる（平静に

なってくる）．

・話さなくても，そっとしておく方がいいこともあるん

ですよね．（生徒の一人一人が）自分が自分で居るた

めに安定した場所…ですかね．

�『「大丈夫という安心」の提供』

『「大丈夫という安心」の提供』は，教室とは違う雰囲

気の保健室という場所・空間があり，そこには常に自分

達を成績で評価する教科担当教員や学級担任とは違うが，

自分を知っている養護教諭がいつも居るということであ

る．養護教諭は，傷病や気持ちの揺らぎが生じたときに

は的確な処置を行う知識や技能等を備えている．そのこ

とが，生徒に何が起こっても保健室に行けば回復できる

という安心を提供している．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・生徒たちにしてみれば，保健室に行けば居る先生，他

の授業とはちょっと違う…．「いる」っていうことが

大事だと思っているんですね．

・いつもほとんど来ないのに，私がいない時に限ってけ

がをしてきたりして．“なぜいなかったの”って，生

徒たちが言うんです．

�『「承認」のやりとり』

『「承認」のやりとり』は，保健室に来室した生徒，そ

の生徒の存在（生きていることそのもの）を確認・承認・

肯定し，養護教諭が成長を見守る者として生徒の一人一

人とつながっていることを，ことばや視線などのかかわ

りで発信することである．つまり，保健室では，生徒は

自分をまるごと認めてもらえる（承認される）という実

感が持てる場所で，養護教諭と話したり，かかわったり，

ぶつかり合ったりするその事実によって，人間関係や信

頼関係の構築の体験，生き方の術を知る体験をしている．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・まず，話を聞きますね．…頭からダメだよって言うこ

とはない．…私じゃなくて，担任に言いなさいってい

うこともなくて，いったんは話を聞く．

・必ずその生徒とのかかわりを絶たないようにしていま

すね．絶対私は見捨てるっていうことはないようにし

ている．かかわってきているから．かかわっていく事

実っていうのがあるじゃないですか．かかわった事

実っていうのは，その生徒に残るんだろうなっていう

実感がある．

�『「ありのまま」の受容』

『「ありのまま」の受容』は，心も身体も一体としてと

らえ，普段の観察や情報から，来室理由の真偽や症状・

相談内容だけに影響されることなく，保健室に来室した

一人一人の生徒をありのまま，まるごと受け入れ，理解

し，対応することである．保健室で養護教諭は成績評価

とか出欠席の良し悪し等の評価的な話の聞き方ではなく，

生徒の存在をありのまま受け入れ，包み入れることから

始めている．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・身体症状を現してきてるんだけど，話していると実は

“おもしろくないとか，辞めたい”って言う生徒もい
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ますね．

・その生徒の人生，そういう形で，この事実を受け止め

て，今（をどう）生きていったらいいのかを考えていく．

�【成長発達への気づき】

【成長発達への気づき】とは，養護教諭は様々な理由

で保健室に来室する生徒に対応する中で，生徒の主訴と

する身体的な症状や来室の理由などに表出されている問

題だけでなく，生徒の心の不安定さを含めて心身の安

全・命の存続を脅かす事実に気づき，生徒個々の成長発

達を阻害する個々の課題に対応していることである．そ

の個々の課題とは各生徒の成長過程における課題であり，

個々への対応とはその課題解決のための支援である．

発達課題の概念は，ハヴィガースト（Havighurst RJ）

によって提唱された．発達課題とは，個人が生涯のうち

に学ばなければならない様々な課題のことであり，社会

における健全な成長をもたらすものであると言われてい

る１７）．ハヴィガーストは，「生きていくことは学習する

ことであり，成長することも学習である」とし，発達課

題とは，個人が生涯のうちに学ばなければならない様々

な課題のことであり，社会における健全な成長をもたら

すものであるとした１８）．各課題は，�身体的成熟から生

ずるもの，�社会からの文化的要請により生ずるもの，

�個人の価値・希望等から生ずるものなどからなるとし

ており，本稿での「発達課題」とは，これに沿うもので，

成長過程における課題とは，発達課題と同義とする．

この【成長発達への気づき】は，以下の二つの概念で

構成される．

�『「成長過程における課題」のアセスメント』

『「成長過程における課題」のアセスメント』は養護教

諭が心身の傷や病気，障害のほかに生徒個々の発達状態

の課題をアセスメントし，対応につなげることである．

傷病であれ，心の悩みであれ，成長過程における課題に

直面している生徒に対して養護教諭は，「どのような手

当」や「どのような養護」が必要であるか判断している．

来室した生徒の訴えを受容するという日頃の実践の継続

が，生徒と養護教諭の間に信頼関係を醸成しており，適

正・適切な救急処置を行う日々の実践は，処置を受ける

側に確かな信頼感を抱かせている．その関係性と信頼関

係があるため，保健室来室時，とりわけ傷病への応急手

当の場面では生徒は心をひらくことが多い．そのため，

養護教諭が行う救急処置は，表面的な傷病の手当にとど

まっていない．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・怪我も自己実現のひとつよね．

・救急処置でも，その理由が，いろいろ必要としている

生徒がいますね．（略）…なんでこのけがをしたのか，

話をしながら確認していくわけで…．

・一人のことを全体で見ないと．（略）普段からその生

徒をよく知っていないと，判断できないね．

・救急対応は，毎日の学校生活で当たり前のことだけれ

ど．生徒たちが成長発達していく時に，救急処置は，

体の損傷の対処ですよね．心の耐性をつけたり，人と

して生きて育つために免疫つけていくというか，その

部分が大きいです．

�『「心身の危機状況」のアセスメント』

『「心身の危機状況」のアセスメント』は心身の安全，

ひいては生命の安全の保障を脅かす事実，あるいは生徒

自身やその家族が生き方の選択を迫られる事態の発生の

可能性に気づき，そのタイミングを逃さず，個々に対応

することである．高校生の時期は，特に性や精神の問題

に直面することが多く，養護教諭は日々的確なアセスメ

ントを行っている．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・内科検診で，腹部と背部のカットをしている生徒を見

つけちゃって…．

・今話したいっていうんですね，…話し始めたら“先生，

妊娠したの”って…．

・リストカットは，ここ（保健室）で見つけることがよ

くあります．見せに来るんですね．

�【自己コントロールする力をつけるための手助け】

【自己コントロールする力をつけるための手助け】と

は，学校生活の中のルールを通して，生徒たちが社会に

出て行くために必要なルールや，社会に出てからルール

を守ることの必要性を教え，鍛錬できるようにすること

である．このため，生徒が心身ともによりよく生きてい

くための知識・技能・情報の提供を行い，養護教諭の専

門知識等を活用した指導を健康診断や救急処置・相談等

の場面において個人あるいはグループ・集団に対して行

うこともある．この【自己コントロールする力をつける

ための手助け】は以下の二つの概念で構成される．

�『自己コントロールする場の提供』

学校教育の場にある保健室は，各学校教育目標等を踏

まえ，生徒の健康の保持増進を図ることを目的に，教育

活動の一環として計画的・組織的に運営されている．生

徒の来室や授業中の対応等について，必要に応じて比較

的弾力的に，生徒の保健室内での行動を許容しているが，

日課や時間割，規則等は，学校内共通の規律を基準とし

ており，心身の健康の保持増進について学ぶ場として機

能している．『自己コントロールする場の提供』とは，

生徒が学校を含めた社会のルールの中で生きていくため

に，社会や学校内のルールの理解を図りながら，その

ルールのなかでそれぞれの個性を活かしながら自分をコ

ントロールするための様々な対処の術を教える場の一つ

として保健室を提供していることである．

教育の効果を高めていくために，生徒個々の身体の神

経系の発育や成熟を考慮していく必要がある．つまり，

養護教諭は健康診断や健康観察，救急処置等の場面や情

報から状況を把握できる立場にあるため，生徒の成熟段

階を見極めつつ，学校生活の中の特定あるいは個々に

合った経験，活動，練習を見定めながら，人としての発

２４５平川ほか：高等学校における養護教諭の行う生徒への発達支援に関する考察



達を促す学習，すなわちトレーニングを行っている．そ

のトレーニングは教科での学習や部活動の中でだけ達成

されるものではなく，その方法も一様ではない．自己コ

ントロールのトレーニングは時間をかけて生徒自身が自

己と対峙し，自身の中にある発達の芽の伸びを待つこと

もある．それを，状況に応じて保健室という場で養護教

諭が見守ったり働きかけを行ったりしている．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・ここ（保健室）にいても欠課になっちゃうんだよ．こ

れがいくつも溜まると，いくらテストができても評価

してもらえないよ．そこが中学までと違うところだ

よって．

・最終的には卒業して，社会に出て行くのに最低限の下

準備をしてあげなくちゃ．

・社会にこのまま出していくのは厳しいから，ぎりぎり

引き留めておいた方がいいかなって．社会にでたらい

ろんな人がいるんだからって必ず話しますね．

�『「心と身体」を統合させる支援』

『「心と身体」を統合させる支援』は，特に救急処置や

健康相談活動の場面で，心身の専門的知識を，生徒が生

きていくうえでの行動につなぐ働きかけを行うことであ

る．高等学校の養護教諭には身体のこと，特に妊娠や身

体の変調など人生の進路選択にかかわるような相談が持

ち込まれる．生徒も，心と身体に関することは学校内で

は養護教諭を選んで相談している．養護教諭は，心と身

体に関する知識・技能・情報等を通して相談内容に応じ

た指導を行う．養護教諭の専門的知識を，生徒がよりよ

く生きていくための行動につなげる教育に活かしている．

バリエーションには以下のようなものがあった．

・けがが治っていくだけじゃなくて，けがの処置を通し

て生徒たちの行動が変わっていく．処置の仕方がわか

らなかったのが，わかるようになる．それを友だちに

教えているとかね．

・いろいろな勉強があると思うけど，その中には身体の

大切さとか，そういうのを伝えたいと思うから．

・“先生，ストレスでも胃が痛くなりますか？”って聞

くんですね．そうね，痛くなることもあるねって言っ

たら，途端に泣き出しちゃって．“（避妊に）失敗して，

…”って言ってきて，…他の先生にはそんなこと聞か

ないよね．

・（多いのは）性の問題ですね．かなり具体的な指導を

してきた．

�．考 察

１）学校内における安心・安全・安定した場の提供と保

障の重要性

養護教諭が，【安心・安全・安定の提供と保障】をす

ることで，生徒は，「平静」を取り戻し，自己内対峙す

るところまで感情を沈静化する．それは「人心地つく」

ことである．「人心地」とは，生きている気持ち，生き

た心地という意味があり「人心」とも言い換えることが

でき，人間の心，人情，なさけ，情愛，平常の意識，正

気の意味をもつ．不安や恐怖などにより興奮や気持ちの

落ち込みが増してしまった時に，平静を取り戻し，平常

の意識に戻ることは，自分の気持ちを整理したり，行動

や言動を振り返ったりする準備状態にすることができる

と考えられる．さらに，直面している事態に対してどう

対処するかなどについて考えようとする状態になる，ア

ドバイスを聞き入れる，あるいは聞こうとする状態にな

る．青年期は，自己意識が深化する時期であり現実の経

験の中ではよい面も悪い面もでる，ありのままの自分を

見つめる客観的認識の態度が必要であるとされる１９）．そ

の観点から，保健室の静かさや養護教諭による見守りは，

生徒自身の自己への内省力が出てくることを助けている

と考えられる．情緒的雰囲気に身をおくこと，相談に

のってもらうこと，ことばを発することのできない状況

でも沈黙を見守ってもらったり，興奮したり気持ちが落

ち込んだりして逸脱した行動に出てしまったときでも断

ち切られることのない関係性を実感するという，養護教

諭との交流の経験を通して，生徒は「人間関係の形成体

験」をしているといえる．この保健室における養護教諭

と生徒の人間関係の形成体験は，アメリカの動物学者

ハーロウ（Harlow）によって示され，マーラー（Mahler

et al.）ほかの分離―個体化理論に示されたアタッチメ

ントの観点に原点を見ることができる．アタッチメント

は情動の発達の道筋として乳幼児期の発達において重要

な基盤であるが，乳幼児期に完結するものではなく，乳

幼児期以後にも形や方法等が異なって，なお人間関係の

形成体験として継続して生涯の発達に影響を及ぼしてい

ると考えることができる．養護教諭は救急処置のアセス

メントの手技として触診を行う．また，痛みの軽減や励

ましの手段としてタッチングを行うことが多い．この身

体接触は安心をもたらす快感でもあり，救急処置によっ

て苦痛が軽減されるという意味合いだけでなく，他者と

の間に形成される愛情・信頼の絆の形成に影響している

と言えよう．武藤らが「最も基本的なところに身体的は

たらきに支えられた感情の動きがあり，その結びつきが

人間関係を可能にする．その関係が新たな人間関係を生

み出しつつ，周りの世界のあり方への気づきへと導いて

くれる．」２０）としていることにも裏付けられる．常に評価

を気にしなければならない学校の中にあって，「人心地

つく」ことができる場所があること，「大丈夫という安

心感」を持つこと，安心できる人と「承認のやりとり」

をすること，「ありのままに受け入れ」てくれる場所や

人があることは，生徒にとって，乳幼児期における養育

者の抱っこに代わる安全基地をもつことに類似している

と解釈できる．成長発達に伴う状態は子どもたちにとっ

て未知で不安な世界である．不安や恐怖を鎮めるときに

安全基地は必要なのである．安全基地は生徒が自己実現

しようとする時の揺るぎない踏切板の部分であり，これ
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が弾力的でしっかりしたものであれば，生徒たちは自分

の力で踏み切り，目指す跳び箱を跳び越えるように，

個々の成長過程における課題を乗り越えて自己実現に向

けて跳躍していく．学校内の定位置にある保健室という

教室と異なる空間で，自分を知っている，理解している，

そして，心であれ身体のことであれ苦痛が生じることが

あればそれを軽減してくれる養護教諭がいつでも処置し

てくれたり，相談を傾聴し，見守っているということが，

安全基地すなわち『安心・安全・安定の提供と保障』で

あり，発達途上にある子どもにとって重要な意味をもつ．

２）成長発達における変化への気づきとタイミングを逃

さない対応の必要性

発達とは，時間の流れの中で展開していく現象であり，

乳幼児期や児童期，青年期にとどまらず，成人期や中年

期，高齢期においても認められる．そうした意味で生涯

発達の視点から，個人の変化をとらえる必要がある．誕

生から成人に達するまでに心身の形態と機能を変えてい

く過程は必ずしも年齢という時間の関数としてあらわさ

れる量的増大だけではなく，構造上の質的差異を伴う飛

躍的変化としても現れ，それらには個人差がある．先行

する発達状況は，後続する発達段階に対して何らかの影

響を及ぼすと考えられている２１）．成長発達の状況は，心

身の健康状態や行動として表出される．また，生きてい

く上では疾病に罹患することや障害を有する場合もある．

それらの健康状態は，自覚できる場合と，自らの感覚で

は正しく把握できず，他者の援助，操作によって正しく

把握する場合もある．生徒自身が気づいていない心と身

体の健康の変化，変調について，養護教諭は，健康診断

や日常の健康観察あるいは，保健室来室時の観察等から

「いつもと違う」「何かが変だ」と判断した生徒の主訴

や症状，相談内容から，心身の変調，「発達」を阻む，

あるいは成長途中における一過性の故障や何かの問題の

発生などを発見し，必要な措置を講じていくことを行っ

ている．自覚されていない心身の健康の問題について有

効な働きかけをしているといえる．養護教諭は，専門知

識と職務の特性から，生徒の心と身体の発達において，

今まさに成長発達していく時間的経過の中で，生徒が困

難に直面したり躓いていることに気づき，働きかけるこ

とによって次の発達段階に進んでいくことができるよう

学習を促しているといえよう．

スキャモン（Scammon）の発育曲線や学校保健統計

調査データ等で示されるとおり，思春期から青年期に移

行するこの時期の生徒の発育は急激かつ加速的であり，

個人差が大きい２２）．この急激な身体の量的変化や性的成

熟といった質的変化は，単なる身体の変化にとどまらな

い．これらの変化は周囲の仲間や親から今までとは異

なった接し方を引き出し，生徒は，自分に対するとらえ

方を変える．この時期には性的成熟を引き起こすホルモ

ンの変化と，受験といった社会的文脈とが絡み合う．そ

して抑うつ，否定的な感情や行動，内的混乱，身体変化

によって変化した自己のとらえ方に，エリクソン（Erik-

son EH）は，自分なりに向き合うことは青年期の重要

な発達課題である自我同一性の確立の一つのきっかけと

なりうるとし，一方，身体的成長や二次性徴といった身

体的・生理的変化が落ち着いてくると同時に身体的発達

によって，精神的にも異性や性への具体的関心が高まる

時期にあるとしている２３）．自分の身体の変化の不安や衝

動を抱きつつ，並行して孤独感，無力感を背負いながら

生きていこうとする自我の確立への努力が行われ，さら

に社会的関心が増大するとともに，論理的思考力や抽象

的思考力が発達する．発達の諸理論やこれまでの研究で

青年期は心理的・行動的に危機の時期であるとされてお

り２４），高校生の身体及びパーソナリティと情動・社会性

の発達がこのような状態であることを背景に考えれば，

生徒本人が意識しているにしろ無意識であるにしろ，バ

イタルサイン等の身体の発するサイン（シグナル），体

調の変化，行動や言動の変化などに現れ，保健室に来室

することが多い現実が説明できる．この時期の大半の時

間を過ごす学校生活の中で，その変化に気づき，タイミ

ングを逃さず対応することは，その後の発達において大

きく影響する．

３）心と身体に関する学習を促す教育

一般に，発達とは，�生体が発育して完全な形態に近

づくこと．�進歩してよりすぐれた段階に向かうこと．

�個体が時間経過に伴ってその身体的・精神的機能を変

えてゆく過程．成長と学習を要因として展開する２５），と

されている．堂野らは，心理学の領域においては，この

ように時間の経過に伴って，「心身の形態，構造，機能

等が量的，質的に変化していく過程」を，広い意味での

発達としている２６）．発達と学習について，多鹿らは，時

間的経過にともなって生じる変化の過程に加えて，児

童・生徒が教育的・文化的な意図をもった教師の働きか

けと積極的に相互作用することによって形成される子ど

もの自己実現を支える人格形成の過程でもあるとしてい

る２７）．また，自己実現とは，内的成長や統合化された人

格をもった個人の全体的体制であり，自律的な自己であ

る，としている．

これらの観点から，人間の発達における学習という過

程は，個人が社会の文化を吸収し，人間として成長して

いく上で重要な役割を果たしている．個人の学習能力が

十分発揮される環境条件を整えることは教育の大きな責

務である．人の発達の中で，青年期（高校生の時期）の

発達は，身体的成長や二次性徴の発現といった急激な身

体的・生理的変化がかなり落ちついてきて，自分の身体

の特徴を受容することや自分自身をどのような存在とし

てとらえるか，という自己の問題を見つめるようになる．

この時期は抽象的・論理的思考が可能になり，自分の経

験や学習を通して自己や対人関係，生き方といった人生

の問題にも取り組み始める．人間関係は，家族を中心と

したものから友人を中心としたものに変化し，相互に影
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響しあう友人との関係は，自己形成，人間観や価値観の

形成，社会的スキルの習得などに重要な意味をもつ．ま

た，高校生の時期は「進学か就職か」という人生選択の

時であり，高校生の悩みや心配事は，勉強や進学のこと

や就職のことに集中してくる現実がある．また様々な発

達の様相を呈するが，特に，この時期は身体発達によっ

て，男女それぞれの身体の特徴を備え，精神的にも異性

や性への具体的関心が高まる時期にある．性的関心の高

まりに応じて具体的な性行為が増加してくる．

高校生が，自分の身に起こり，表面化する様々な課題

や問題を受け止め，課題を乗り越える場面で，学級担任

や教科担当教員など学校にいる様々な教員は，教科や学

級・学年・部活動等の顧問という役割を通して，それぞ

れの目標達成に向けて指導する．同様に養護教諭は，生

徒の心身の健康の保持増進を担当する役割を通して，人

の成長を「心と身体」に関する知識・技能・情報面をい

かして教育を行っている．その指導の場面が，教科の学

習や部活動といった枠組の中にある時間ではなく，人が

成長していく途中の時間に，必要に応じてタイミングを

逃さず，随時，保健室で「看護・医学」や「心身の健康

に関する知識」を基盤に教育活動を進める．そこに養護

教諭の専門性があり，特長がある．日々の保健室におけ

る実践活動を通して行われる「発達」支援は，保健室で

の養護教諭の対応（支援）の姿とその影響によって生徒

一人一人がその生徒なりの発達を遂げて自己実現に向か

うプロセスであり，養護教諭固有の教育活動であると言

えよう．生徒がよりよく生きていくための行動につなぐ

教育活動は，生徒が育ちゆく段階において社会への踏み

出す援助といえる．発達には個人差があり，心と身体の

発達に関する知識は教科で学ぶだけでは理解は十分とは

いえず，知識や理解の不足は，不安や誤った行動の選択

をもたらす可能性が高い．養護教諭が，個々の生徒の実

態に即して心と身体に関する知識や技術を，救急処置や

相談等の場面を通してタイミングよく指導する活動は，

心と身体が成熟しつつある者に，その先の発達段階に進

むことができるようにする働きかけである．子どもの能

力には彼らが単独でできる事柄と，大人等の助け（ヴィ

ゴツキー理論に依拠する多くの研究者は，この手助けを

「スキャフォルディング：scaffolding（＝足場組み）」

と呼んでいる）２８）をかりてできる事柄があり，周囲の

人々との相互作用から子どもは新しい能力を獲得し，発

達が起きるという考え方２９）にも当てはまる．

�．ま と め

本研究では，高等学校に勤務する養護教諭９名に半構

造化面接を行い，修正版グラウンデッド・セオリーアプ

ローチを用いて《養護教諭の行う「発達」支援》を分析

テーマとして分析した．その結果，養護教諭は『「人心

地つく場所」の提供』『「大丈夫という安心」の提供』『「承

認」のやりとり』『ありのままの受容』を包含する【安

心・安全・安定の提供と保障】カテゴリーと，『「成長過

程における課題」のアセスメント』『「心身の危機状態」

のアセスメント』を含む【成長発達への気づき】カテゴ

リー，『自己コントロールする場の提供』『「心と身体」

を統合させる支援』を含む【自己コントロールする力を

つけるための手助け】カテゴリーを生成した．

養護教諭は職務の特性や保健室の機能の特性を生かし

て，生徒本人が発達段階における様々な課題解決に必要

な準備状態をつくることを支援する．と同時に心と身体

に関する専門的知識や職務の特性を活用して個々の生徒

の心身の変化や課題に気づいて，傷病であれ，心の悩み

であれ，成長過程における課題に直面している生徒に対

して「どのような手当」や「どのような養護」が必要で

あるか判断し，救急処置や相談等の場面を通してタイミ

ングよく指導している．

学校において，保健室を拠点として，「看護・医学」

や「健康に関する知識・技術」を基盤に教育活動に生か

すという，養護教諭の実践活動を通して行われる「発達」

支援は，保健室での養護教諭の対応（支援）の姿とその

影響によって生徒の一人一人がその生徒なりの「発達」

を遂げて自己実現に向かうプロセスであり，養護教諭固

有の教育活動であると考察する．
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�．緒 言

学校に多職種の導入が進む中，２００８（平成１９）年の中

央教育審議会答申では，養護教諭の新たな役割として

コーディネーションが明記され，２００９（平成２０）年４月

改正の学校保健安全法における地域連携の重要性には，

養護教諭のコーディネーションが効果的に機能すること

が望まれている．そこで，現職養護教諭がコーディネー

ション能力を身につけることができる研修プログラムが

必要となってきた．

１９９７（平成９）年の保健体育審議会答申において，養

護教諭に求められる資質として，企画力，実行力，調整

能力を身につけることが望まれ，関係者との連携を進め

る際の調整能力の必要性が言われ始めた．２０００（平成１２）

年以降，看護師の立場１），養護教諭の立場２），学校カウン

セラーの立場３）からは，医療的ケアや慢性疾患，不登校

に関するチームを編成して援助活動を進める際の養護教

諭のコーディネーションの必要性が報告されていた．

２００３（平成１５）年の就学基準の改正により，特別支援

学校在籍者が増加するとともに，医療的ケアの必要な児

童生徒等が増加し，児童生徒等の様々な課題や多職種の

導入などによるチームケアの必要性が生じてきた．これ

らのケアには，養護教諭がコーディネーターとして求め

られている４）５）．特に特別支援学校の校内体制において，

養護教諭のコーディネーション能力育成の
研修プログラムニーズ

―全国特別支援学校養護教諭への意識調査から―

岡 本 啓 子＊１，津 島 ひろ江＊２

＊１畿央大学教育学部
＊２川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

Needs for Training Programs that Enhance Yogo Teachers’Ability to Coordinate
―From a Survey on the Awareness of Yogo Teachers at Special Support Schools in Japan―

Keiko Okamoto＊１ Hiroe Tsushima＊２

＊１Faculty of Education, Kio University
＊２Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare, Kawasaki University of Medical Welfare

This study aims to clarify the needs of training programs that enhance Yogo teachers' coordination ability.

A survey with a self-registered questionnaire was conducted on Yogo teachers at １，０３０ special support

schools nationwide. Five hundred and sixteen answers（５０．２％）were collected and５１４answers（４９．９％）out

of５１６were analyzed. As a result, it has been found that４９３Yogo teachers（９５．９％ of respondents）consider

that Yogo teachers play important roles in coordination. Moreover, the Yogo teachers regard［a crisis control

method in an emergency］and［understanding of the growth／the development of students with handicaps］as
the most important, while［a budget with all processes］and［the way to generate group dynamics in a team］

as the least important among the training contents. It has also become clear that each kind of support schools

put on a different priority on the training contents, from the fact that Yogo teachers at support schools for the

invalid put high importance on［understanding the students with handicaps from an educational point of

view］, while Yogo teachers at support schools for the physically handicapped put low importance on［the way

to generate group dynamics in a team］and［a method to take the leadership in the team］. Furthermore, it

has been found that Yogo teachers who have been working at special support schools for less than three

years have a distinctive feature that they consider［the way to accept the feeling of the students and their

guardians／to sympathize with them in their feelings］highly important and that they feel difficulties in under-
standing the students and their guardians even with their experiences outside the special support schools. In

future, it is desirous to make a good use of these findings in making training programs for coordination ability

enhancement aimed at Yogo teachers at special support schools.

Key words：Yogo teacher, coordination, special support school, ability enhancement, needs of

training programs

養護教諭，コーディネーション，特別支援学校，能力育成，研修プログラムニーズ

報 告
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養護教諭は主治医と指導医，看護師，教員，保護者の連

携のキーパーソンとしてのコーディネーター的役割を担

い，医療的ケアの必要な児童生徒等への支援，医療ニー

ズにかかわる際，養護教諭のコーディネーションの必要

性が報告されている６－８）．さらに肢体不自由特別支援学

校における養護教諭が学校保健全体のコーディネーター

を担っていくことは，他職種それぞれの職務の専門性を

発揮できることにつながるとし，その役割の重要性が示

された９）．

２００７（平成１９）年の津島１０）による特別支援学校養護教諭

のコーディネーション能力育成研修の必要性が示されて

おり，現職養護教諭が求める研修内容を明らかにする必

要があるとされてきた中，養護教諭のコーディネーショ

ン能力を明確に示したものは少なかった．そこで，岡本

ら１１）は，特別支援学校養護教諭が行うコーディネーショ

ン実践へのインタビュー調査を行い，特別支援学校養護

教諭のコーディネーション過程の構成要素を明らかにし，

必要とされるコーディネーション能力の抽出を試みた．

本研究では，多職種がチームケアを行い，最もコー

ディネーションを実践していると思われる特別支援学校

の養護教諭に着目した．養護教諭自身がもつコーディ

ネーション役割の必要性および研修で身につけたい能力

についての意識調査を行い，学校の障害校種別および経

験年数による違いなどを検討することで，能力育成に効

果的なプログラム内容へつなげることができると考えた．

本研究の目的は，特別支援学校養護教諭のコーディネー

ション能力育成のための研修内容に対するニーズを明ら

かにすることである．

�．用語の定義

本研究に用いる用語の定義を以下に示す１０）．

１．コーディネーションとは「多職種との連携において，

ケアの調整・統合をし，ニーズを組織的に解決するよ

うに機能すること」とする．

２．養護教諭のコーディネーション過程とは「養護実践

における�ニーズの発見，�アセスメント，�計画立

案，�実施，�評価の５段階の過程」とする．

�．研究方法

１．対 象

対象は，全国の特別支援学校１，０３０校で，同意の得ら

れた養護教諭を対象とし，養護教諭が複数配置の場合は

いずれか１名を対象とした．全国の特別支援学校１，０３０

校の名簿作成については，各教育委員会のホームページ

で公表されている特別支援学校名および文部科学省「学

校基本調査報告書（平成２１年度速報）」１２）を参考に行った．

２．方 法

１）養護教諭のコーディネーション能力育成の研修に関

する調査票（以下調査票と示す）の作成

調査票の項目内容については，まず，津島（２００７）の

特別支援学校養護教諭の実践事例の聞き取り結果から抽

出された養護教諭のコーディネーションに求められる能

力２９項目１０），近藤（２０１０）の特別支援学校養護教諭の実

践事例の自由記述調査結果から抽出したコーディネー

ション能力２７項目１３），瀬戸ら（２００２）の高等学校におけ

る，学年主任，生徒指導主任，教育相談担当の長，養護

教諭，スクールウンセラーを対象に行った学校心理学の

枠組みより作成した質問紙調査から抽出されたコーディ

ネーション能力３４項目とコーディネーション行動４１項

目１４）について整理を行った．つぎに岡本（２０１０）の特別

支援学校養護教諭の実践の聞き取り調査から抽出した養

護教諭のコーディネーション過程の構成要素１１）（図１）

をもとに検討を行った養護教諭のコーディネーション過

程に必要とされる能力４４項目１５）（表１）を用いて比較・

図１ 特別支援学校養護教諭のコーディネーション過程の構成要素１１）より引用

２５１岡本ほか：養護教諭のコーディネーション能力育成の研修プログラムニーズ



整理し，項目名を整えた．さらに先行研究において課題

とされていた「財政管理する能力」「保護者のエンパワー

メント」の項目を追加，特別支援教育コーディネーター

研修内容に含まれる「個別面接」「集団面接」の項目を

追加し，４８項目の調査票を作成した．

調査項目の内容的妥当性の確保においては，養護教諭

を経験した研究者３名と特別支援学校に勤務する養護教

諭５名と共に学校現場に照らし合わせて検討し，そのプ

ロセスにおいてスーパーバイズを受けた．

調査票の設問内容は「養護教諭のコーディネーション

能力育成のための研修プログラムを作成するにあたり，

各項目の重要度に対する先生のご意見をお尋ねします」

の問いに対して，１．非常に重要である，２．やや重要

である，３．どちらでもよい，４．わからないとする選

択肢とした．本研究の目的「特別支援学校の養護教諭が，

コーディネーション能力育成研修により身につけたい能

力を明らかにする」という主旨から，重要でないという

表現を避けた選択肢とした．

２）予備調査

特別支援学校養護教諭１０名に，郵送法による予備調査

を２００９（平成２１）年５月に実施した．結果は，１０名の

（１００％）特別支援学校経験年数２年から２２年の養護教

諭から回答があった．調査票についての指摘内容は，項

目名の意味が理解できない，４８項目は多い，言葉が難し

いなどであったため，一部内容や表現の修正を行った．

３）本調査

� 調査票の送付は，まず，文部科学省初等中等教育局

特別支援教育課特殊教育調査官および各都道府県教育

委員会，政令指定都市教育委員会に研究の趣旨，目的，

方法および倫理的配慮の内容を明記した調査概要の文

書を送付した．その後，学校長および養護教諭に調査

協力依頼書を同封し，研究の趣旨，目的，方法および

倫理的配慮の内容を明記して研究協力を文書で依頼し

た．依頼によって研究協力に同意できる場合は，校長

から養護教諭に調査票を渡し，その後，回答した調査

票の返送をもって学校長および養護教諭の同意を得た

ものとすることを依頼文に明記した．

� 調査票は，自記式質問紙票調査とし，養護教諭の

コーディネーション能力育成のための研修プログラム

に関するニーズ調査を行った．調査内容は，学校の属

性（障害別学校種区分），対象養護教諭の特別支援学

校での経験年数，養護教諭のコーディネーションとし

表１ 養護教諭のコーディネーション過程に必要とされる能力１５）より引用

カテゴリー（１４） サ ブ カ テ ゴ リ ー（４４）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力

【関係調整能力】 ［保護者，教職員，他職種間の関係づくり能力］

【コミュニケーション能力】
［交渉する能力］［専門職とのコミュニケーション能力］［文章作成能力］［グループダ

イナミクスを行う能力］

【権利擁護能力】
［個人・保護者の意思を尊重する能力］［教育を受ける権利を保障する能力］［プライバ

シーを保護する能力］［他者や他職種を尊厳する能力］

【カウンセリング能力】 ［気持ちを受容・共感する能力］［メンバーの不安をサポートする能力］

【医学的・看護学的知識能力】
［医学的知識を理解する能力］［看護学的知識を理解する能力］［医療的ケアを理解する

能力］［ヘルスアセスメント能力］

【情報収集能力】
［情報を収集・交換・整理・分析する能力］［判断する能力］［問題抽出する能力］［チー

ムアプローチを理解・開始する能力］

【教育実践能力】
［成長・発達を理解する能力］［教育的観点から捉える能力］［個別計画に沿って援助す

る能力］

【組織活動能力】
［先を予測し支援につなげる能力］［組織・体制づくり・連携を理解する能力］［ケアを

協働して行う能力］

【専門性の理解能力】
［他職種の専門性を理解する能力］［役割分担する能力］［保護者の力を引き出すエンパ

ワーメント能力］

【企画運営する能力】
［企画・シミュレーションする能力］［プレゼンテーションする能力］［効果的に会議を

進行・運営する能力］

【管理能力】 ［緊急時対応できる能力］［危機管理する能力］［日常的な健康管理能力］

【調整能力】
［リーダーシップをとる能力］［適時にメンバー間を調整する能力］［社会資源を活用す

る能力］［ネットワークを形成する能力］

【過程の把握能力】 ［コーディネーション過程を理解する能力］

【評価する能力】
［記録を活用する能力］［項目や基準を決めて評価する能力］［継続的アウトカム評価す

る能力］［進行状況を査定する能力］［メンバー構成を評価する能力］
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ての重要性意識，および能力育成の研修プログラムに

関するニーズについて４８項目とした．

� 実施期間は，２００９（平成２１）年６月～７月で，調査

票返送を７月末日までとした．倫理的配慮として，川

崎医療福祉大学倫理委員会の承認を得て実施した．

３．分析方法

全国の特別支援学校の養護教諭５１４名（回収率４９．９％）

を分析対象とし，量的分析を行った．調査対象者が各質

問にどう回答したかを理解し，対象集団の全体像を把握

するため，学校および養護教諭の特別支援学校経験年数，

養護教諭のコーディネーション役割としての重要性意識

については単純集計を行った．また，研修プログラムの

ニーズ項目については，選択肢のうち「非常に重要であ

る」と回答した人数の単純集計を行い，人数割合の高低

順にそって，その項目内容の検討を行った．さらに，研

修プログラムのニーズに影響を及ぼす要因を明らかにす

るため，従属変数を研修プログラムのニーズ項目とし，

独立変数を障害別学校種および特別支援学校経験年数と

し，「非常に重要である」と「それ以外」の２群に分け

てクロス集計の後，χ２検定（有意水準５％）を行った．

統計ソフトSPSS１７．０J for Windowsを用いた．

�．研究結果

全国の特別支援学校の養護教諭５１６名（５０．１％）から

の回答を得た．そのうち回答に不備がある２名を除く

５１４名分を分析対象とした．以下，調査票に用いた４８項

目（［ ］と示す）を提示しながら説明する，

なお，視覚障害特別支援学校を視覚障害，聴覚障害特

別支援学校を聴覚障害，知的障害特別支援学校を知的障

害，肢体不自由特別支援学校を肢体不自由，病弱特別支

援学校を病弱，総合特別支援学校を総合支援，知的障害

と肢体不自由を併設した特別支援学校を知的障害と肢体

不自由と示す．

１．基本属性

１）所属障害別学校種

養護教諭が所属する障害別学校種は，「知的障害」２４２

校（４７．１％），「肢体不自由」７３校（１４．２％），「知的障害

と肢体不自由」５３校（１０．３％），「聴覚障害」３４校（６．６％），

「病弱」３３校（６．５％），「視覚障害」３１校（６．０％），「総

合支援」１６校（３．１％），多様な区分の統合された「その

他」３２校（６．２％）であった．

２）特別支援学校の経験年数

経験年数は，「３年未満」１５０名（２９．２％），「３年以上

１０年未満」２０４名（３９．７％），「１０年以上２０年未満」９８名

（１９．１％），「２０年以上」６２名（１２．１％）と１０年未満の者

が７割占めていた．

３）養護教諭のコーディネーション役割の重要性意識

特別支援学校養護教諭として，コーディネーションの

重要性意識は，「非常に重要である」２９７名（５７．８％），「や

や重要である」１９６名（３８．１％），「重要だとは思わない」

１２名（２．３％），「わからない」９名（１．８％）であり，「非

常に重要である」「やや重要である」を合わせると４９３名

（９５．９％）であった．

２．養護教諭のコーディネーション能力育成の研修プロ

グラムニーズ

特別支援学校養護教諭のコーディネーション能力育成

のための研修内容に対するニーズを明らかにするため，

養護教諭５１４名が調査票４８項目の「非常に重要である」

とする結果を図２に示した．

２１項目については，半数以上の養護教諭が研修プログ

ラム内容に「非常に重要である」と回答していた．その

うち，７割から８割の養護教諭が示した項目の［緊急時

の危機管理方法］８３．３％，［障害のある児童生徒等の成

長・発達の理解］８１．３％，［疾病・障害を理解するため

の医学的知識］７８．２％，［児童生徒等の健康に関する情

報を観察してしっかり把握する方法］７６．７％，［養護教

諭が日常的に行う健康管理の方法］７５．９％，［児童生徒

等の健康や発達の情報を収集する方法］７３．５％，［疾病・

障害別の支援の方法］７２．２％の７項目は，医学的知識を

身につけたいとするニーズであった．つぎに５割から７

割の養護教諭が示した項目の［児童生徒等，保護者の思

いを受容・共感する方法］７１．２％，［他職種との円滑な

関係づくりのためのコミュニケーション］７０．６％，［特

別支援教育の体制と養護教諭の専門性の理解］６８．９％，

［子どもの表現からニーズを読み取るためのコミュニ

ケーション］６０．５％，［収集した情報を整理・分析する

方法］５９．９％，［養護教諭のコーディネーション過程の

理解］５９．７％，［障害のある児童生徒等を教育的視点か

ら理解する方法］５８．８％，［医療的ケア（痰の吸引，経

管栄養など）の理解］５７．０％，［他職種や専門機関と適

切に情報交換する方法］５５．３％，［疾病・障害を理解す

るための看護学的知識］５４．７％，［障害のある児童生徒

等が活用できる医療・福祉制度の理解］５４．３％，［他職

種の専門性や役割の理解］５４．１％，［学校に配置された

看護師などの医療職との協働したケアの方法］５３．５％，

［今後の課題を明確にする方法］５２．９％の１４項目は，

コーディネーションのプロセスを進めるためのニーズで

あった．また，３割から４割の養護教諭が示した［児童

生徒等と保護者のプライバシー保護や意見尊重などの権

利擁護の知識］４４．９％から［インシデントおよびアクシ

デントの報告書の書き方］２２．６％などの１７項目は，チー

ム援助の体制・連携を進めるためのニーズであった．

逆に，１割から２割の少数の養護教諭が研修プログラ

ム内容に「非常に重要である」と示した項目は「会議や

研修などを企画・運営する方法」２２．２％，「チーム内で

のリーダーシップをとる方法」１４．３％，［情報機器など

を活用したプレゼンテーションの方法］１３．４％，［構成

されたメンバーの評価方法］１３．４％，［チーム内でのグ

ループダイナミクスの方法］１３．２％，［コーディネーショ

ン全過程に伴う予算化］１１．３％などの１０項目であり，会

２５３岡本ほか：養護教諭のコーディネーション能力育成の研修プログラムニーズ



図２ 研修プログラム内容に対するニーズ項目別にみた「非常に重要である」の割合（Ｎ＝５１４）
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議等を運営していくためのニーズであった．

３．障害別学校種にみた能力育成の研修プログラムニー

ズ

障害別学校種によるニーズの特性を明らかにするため，

知的障害，肢体不自由，病弱，視覚障害，聴覚障害の５

群の養護教諭４１３名について，研修プログラム内容とし

て「非常に重要である」項目の回答を単純集計し，「非

常に重要である」の割合のみを表示した．さらに「非常

に重要である」と回答した者の割合についてχ２検定を

用いて比較を行った結果を表２に示した．

１）障害別学校種ごとの能力育成の研修プログラムニー

ズ

� 知的障害

知的障害の養護教諭２４２名が「非常に重要である」と

表２ 障害別学校種別にみた能力育成研修プログラムニーズ（Ｎ＝４１３）

調 査 項 目
知的障害

Ｎ＝２４２

肢体不自由

Ｎ＝７３

聴覚障害

Ｎ＝３４

病弱

Ｎ＝３３

視覚障害

Ｎ＝３１ p

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

１ 養護教諭のコーディネーション過程の理解 １５１６２．４％ ４２５７．５％ １９５５．９％ ２２６６．７％ １７５４．８％０．７６

２ 特別支援教育の体制と養護教諭の専門性の理解 １６９６９．８％ ５１６９．９％ ２２ ６５％ ２３６９．７％ ２１６７．７％０．９８１

３ 児童生徒等の個別の教育支援計画を配慮した養護教諭の計画 ７７３１．８％ １６２１．９％ ８２３．５％ １６４８．５％ １５４８．４％０．０１４＊

４ 子どもの教育権の保障 ８９３６．８％ ２１２８．８％ １０２９．４％ １５４５．５％ ６１９．４％０．１４

５ 子どもの表現からニーズを読み取るためのコミュニケーション １４６６０．３％ ４０５４．８％ ２１６１．８％ ２２６６．７％ １３４１．９％０．２５７

６ 他職種との円滑な関係づくりのためのコミュニケーション １６９６９．８％ ５０６８．５％ ２５７３．５％ ２６７８．８％ ２０６４．５％０．７４７

７ 他職種の専門性や役割の理解 １３１５４．１％ ３８５２．１％ １２３５．３％ ２３６９．７％ １５４８．４％０．０７８

８ 児童生徒等，保護者の思いを受容・共感する方法 １７６７２．７％ ４５６１．６％ ２３６７．６％ ３０９０．９％ ２０６４．５％０．０３１＊

９ 保護者の力を引き出す力（エンパワーメント） １０３４２．６％ ２０２７．４％ １３３８．２％ １８５４．５％ １３４１．９％０．０７７

１０ 教員の不安軽減へのカウンセリング的対応 ８９３６．８％ １７２３．３％ １２３５．３％ １３３９．４％ １４４５．２％０．１７０

１１ 個別面接をする方法 ８３３４．３％ １７２３．３％ １６４７．１％ １６４８．５％ １１３５．５％０．０５４

１２ 集団面接をする方法 ４６１９．０％ ８１１．０％ ５１４．７％ ６１８．２％ ７２２．６％０．５０９

１３ 障害のある児童生徒等の成長・発達の理解 １９７８１．４％ ６０８２．２％ ２９８５．３％ ２６７８．８％ ２５８０．６％０．９７１

１４ 児童生徒等の健康や発達の情報を収集する方法 １７２７１．１％ ５６７６．７％ ２６７６．５％ ２９８７．９％ ２３７４．２％０．３１１

１５ 疾病・障害別の支援の方法 １８２７５．２％ ５１６９．９％ ２２６４．７％ ２７８１．８％ ２３７４．２％０．４９５

１６ 障害のある児童生徒等を教育的視点から理解する方法 １５６６４．５％ ３５４７．９％ １３３８．２％ ２３６９．７％ １７５４．８％０．００６＊＊

１７ 疾病・障害を理解するための医学的知識 １９４８０．２％ ５５７５．３％ ２７７９．４％ ３０９０．９％ ２２７１．０％０．３０４

１８ 医療的ケア（痰の吸引，経管栄養など）の理解 １２７５２．５％ ４８６５．８％ １８５２．９％ ２１６３．６％ １４４５．２％０．１７８

１９ 養護教諭が日常的に行う健康管理の方法 １７５７２．３％ ５７７８．１％ ２７７９．４％ ３０９０．９％ ２０６４．５％０．０９６

２０ 疾病・障害を理解するための看護学的知識 １２５５１．７％ ４１５６．２％ １９５５．９％ ２２６６．７％ １３４１．９％０．３３４

２１ 誰からどのような情報を収集するかという判断する方法 １０３４２．６％ ２３３１．５％ １４４１．２％ １７５１．５％ １３４１．９％０．３４６

２２ 他職種や専門機関と適切に情報交換する方法 １２８５２．９％ ３７５０．７％ １８５２．９％ ２３６９．７％ １８５８．１％０．４１５

２３ 児童生徒等と保護者のプライバシー保護や意見尊重などの権利擁護の知識 １１０４５．５％ ２５３４．２％ １４４１．２％ ２１６３．６％ １２３８．７％０．０７１

２４ 児童生徒等の健康に関する情報を観察してしっかり把握する方法 １８９７８．１％ ５１６９．９％ ２５ ７４％ ２８８４．８％ ２０６４．５％０．２１３

２５ 収集した情報を整理・分析する方法 １５１６２．４％ ３８５２．１％ １７５０．０％ ２２６６．７％ ２１６７．７％０．２５８

２６ チーム援助の必要性を明確に出す方法 ９３３８．４％ ２５３４．２％ １２３５．３％ １９５７．６％ １７５４．８％０．０７１

２７ コーディネーション（連携・調整）するメンバーの選定 ５６２３．１％ １６２１．９％ １２３５．３％ １４４２．４％ ９２９．０％０．０９２

２８ 必要な援助を計画してメンバーの役割を明確にする方法 ７７３１．８％ ２４３２．９％ １１３２．４％ １６４８．５％ ７２２．６％０．２６１

２９ チームのメンバーで目標を設定して，目標を全員で共有する方法 ８９３６．８％ ２０２７．４％ ９２６．５％ ２０６０．６％ １２３８．７％０．０１４＊

３０ 会議や研修などを企画・運営する方法 ６２２５．６％ ８１１．０％ ５１４．７％ ９２７．３％ ７２２．６％０．０７１

３１ 学校内外の組織・体制づくりの理解 ７８３２．２％ １９２６．０％ １３３８．２％ １３３９．４％ ９２９．０％０．５９８

３２ 効果的な資料の作成と活用 ９８４０．５％ ２２３０．１％ １３３８．２％ １６４８．５％ １１３５．５％０．３９９

３３ 面接や会議での情報を文章化する方法 ５１２１．１％ ９１２．３％ ５１４．７％ １１３３．３％ ９２９．０％０．０７７

３４ 研修やシミュレーションをする方法 ４３１７．８％ １４１９．２％ ４１１．８％ ７２１．２％ ６１９．４％０．８７１

３５ 情報機器などを活用したプレゼンテーションの方法 ３１１２．８％ ７ ９．６％ ２ ５．９％ ９２７．３％ ５１６．１％０．０７６

３６ 学校に配置された看護師などの医療職との協働したケアの方法 １１４４７．１％ ４７６４．４％ １３３８．２％ ２３６９．７％ １２３８．７％０．００４＊＊

３７ 緊急時の危機管理方法 ２０１８３．１％ ６０８２．２％ ２８８２．４％ ２９８７．９％ ２２７１．０％０．４７２

３８ インシデントおよびアクシデントの報告書の書き方 ５５２２．７％ １３１７．８％ ６１７．６％ １４４２．４％ ６１９．４％０．０６１

３９ コーディネーションの全過程に伴う予算化 ３１１２．８％ ３ ４．１％ ５１４．７％ ２ ６．１％ ４１２．９％０．２１４

４０ どんな社会資源が活用できるかの知識 ８６３５．５％ ２０２７．４％ ７２０．６％ １４４２．４％ １１３５．５％０．２４４

４１ 効果的に社会資源を活用する方法 ８５３５．１％ ２０２７．４％ ６１７．６％ １５４５．５％ １０３２．３％０．１１２

４２ 障害のある児童生徒等が活用できる医療・福祉制度の理解 １３９５７．４％ ３５４７．９％ １５４４．１％ ２０６０．６％ １６５１．６％０．３８２

４３ チーム内でのグループダイナミクスの方法 ３４１４．０％ ３ ４．１％ ６１７．６％ ６１８．２％ ８２５．８％０．０３３＊

４４ チーム内でのリーダーシップをとる方法 ４３１７．８％ ３ ４．１％ ５１４．７％ ４１２．１％ ７２２．６％０．０４３＊

４５ チーム援助の目標達成の評価方法 ５８２４．０％ ５ ６．８％ ５１４．７％ ９２７．３％ ６１９．４％０．０１８＊

４６ 構成されたメンバーの評価方法 ３７１５．３％ ６ ８．２％ ２ ５．９％ ８２４．２％ ４１２．９％０．１２６

４７ コーディネーション過程の評価（モニタリング・修正を含む）の方法 ６６２７．３％ １１１５．１％ ９２６．５％ １４４２．４％ ６１９．４％０．０３８＊

４８ 今後の課題を明確にする方法 １３９５７．４％ ３３４５．２％ １７５０．０％ ２５７５．８％ １５４８．４％０．０１７＊

＊p＜０．０５ ＊＊p＜０．０１

注）表中の人数と％は「非常に重要である」と回答した者である．
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した上位項目は［３７．緊急時の危機管理方法］８３．１％，

［１３．障害のある児童生徒等の成長・発達の理解］

８０．２％，［１７．疾病・障害を理解するための医学的知識］

８０．２％，［２４．児童生徒等の健康に関する情報を観察し

てしっかり把握する方法］７８．１％，［１５．疾病・障害別

の支援の方法］７５．２％であった，下位項目として［３９．

コーディネーションの全過程に伴う予算化］［３５．情報

機器などを活用したプレゼンテーションの方法］はとも

に１２．８％，［４３．チーム内でのグループダイナミクスの

方法］１４％であった．

� 肢体不自由

肢体不自由の養護教諭７３名が「非常に重要である」と

した上位項目は［３７．緊急時の危機管理方法］［１３．障

害のある児童生徒等の成長・発達の理解］ともに８２．２％，

［１９．養護教諭が日常的に行う健康管理の方法］７８．１％，

［１４．児童生徒等の健康や発達の情報を収集する方法］

７６．７％，［１７．疾病・障害を理解するための医学的知識］

７５．３％であった．下位項目として［３９．コーディネー

ションの全過程に伴う予算化］［４３．チーム内でのグルー

プダイナミクスの方法］［４４．チーム内でのリーダーシッ

プをとる方法］はすべて４．１％であった．

� 聴覚障害

聴覚障害の養護教諭３４名が「非常に重要である」とし

た上位項目は，［１３．障害のある児童生徒等の成長・発

達の理解］８５．３％，［３７．緊急時の危機管理方法］８２．４％，

［１７．疾病・障害を理解するための医学的知識］［１９．

養護教諭が日常的に行う健康管理の方法］はともに

７９．４％であった．下位項目として［４６．構成されたメン

バーの評価方法］［３５．情報機器などを活用したプレゼ

ンテーションの方法］はともに５．９％，［３４．研修やシ

ミュレーションをする方法］１１．８％であった．

� 病弱

病弱の養護教諭３３名が「非常に重要である」とした上

位項目は，［８．児童生徒等，保護者の思いを受容・共

感する方法］［１２．疾病・障害を理解するための医学的

知識］［１９．養護教諭が日常的に行う健康管理の方法］

すべて９０．９％，［１４．児童生徒等の健康や発達の情報を

収集する方法］［３７．緊急時の危機管理方法］はともに

８７．９％であった．下位項目として［３９．コーディネー

ションの全過程に伴う予算化］６．１％，［４４．チーム内で

のリーダーシップをとる方法］１２．１％，［１２．集団面接

をする方法］［４３．チーム内でのグループダイナミクス

の方法］はともに１８．２％であった．

� 視覚障害

最後に視覚障害の養護教諭３１名が「非常に重要である」

とした上位項目は，［１３．障害のある児童生徒等の成

長・発達の理解］８０．６％，［１４．児童生徒等の健康や発

達の情報を収集する方法］［１５．疾病・障害別の支援の

方法］はともに７４．２％，［１７．疾病・障害を理解するた

めの医学的知識］［３７．緊急時の危機管理方法］もとも

に７１％であった．下位項目として［３９．コーディネー

ションの全過程に伴う予算化］［４６．構成されたメンバー

の評価方法］はともに１２．９％，［３５．情報機器などを活

用したプレゼンテーションの方法］１６．１％であった．

２）障害別学校種間における能力育成の研修プログラム

ニーズ

障害別学校種ごとに研修プログラム内容として「非常

に重要である」と回答した者の割合についてχ２検定を

用いて比較を行った結果，１０項目で有意差が認められた．

病弱は，他の障害別学校種に比べて［１６．障害のある

児童生徒等を教育的視点から理解する方法］［３６．学校

に配置された看護師などの医療職との協働したケアの方

法］（p＜０．０１），［３．児童生徒等の個別の支援計画を

配慮した養護教諭の計画］［８．児童生徒等，保護者の

思いを受容・共感する方法］［２９．チームのメンバーで

目標を設定して，目標を全員で共有する方法］［４５．チー

ム援助の目標達成の評価方法］［４７．コーディネーショ

ン過程の評価の方法］［４８．今後の課題を明確にする方

法］（p＜０．０５）の項目で，高い重要性を強く認識して

いた．

また，肢体不自由では［４３．チーム内でのグループダ

イナミクスの方法］［４４．チーム内でのリーダーシップ

をとる方法］（p＜０．０５）の項目で，重要性の認識は低

かった．

４．特別支援学校経験年数と能力育成の研修プログラム

ニーズ

特別支援学校での経験年数によるニーズの特性を明ら

かにするために，経験年数３年未満，経験年数３年以上

１０年未満，経験年数１０年以上２０年未満，経験年数２０年以

上の４群の養護教諭５１４名について，研修プログラム内

容として「非常に重要である」項目の回答を単純集計し，

「非常に重要である」の割合のみを表示した．さらに「非

常に重要である」と回答した者の割合についてχ２検定

を用いて比較を行った結果を表３に示した．

１）特別支援学校経験年数ごとの能力育成の研修プログ

ラムニーズ

経験年数３年未満の養護教諭１５０名が「非常に重要で

ある」とした上位項目は，［１３．障害のある児童生徒等

の成長・発達の理解］８６％，［３７．緊急時の危機管理方

法］８２％，［８．児童生徒等，保護者の思いを受容・共

感する方法］８０．７％，［２４．児童生徒等の健康に関する

情報を観察してしっかり把握する方法］７７．３％，［１７．

疾病・障害を理解するための医学的知識］７２．７％であっ

た．また，下位項目は［３９．コーディネーションの全過

程に伴う予算化］１０．７％，［３５．情報機器などを活用し

たプレゼンテーションの方法］１２％，［４６．構成された

メンバーの評価方法］１４％であった．

経験年数３年以上１０年未満の養護教諭２０４名が「非常

に重要である」とした上位項目は，［３７．緊急時の危機

管理方法］８７．３％，［１３．障害のある児童生徒等の成長・

２５６ 学校保健研究 Jpn J School Health５３；２０１１



発達の理解］８１．９％，［２４．児童生徒等の健康に関する

情報を観察してしっかり把握する方法］８０．４％，［１９．

養護教諭が日常的に行う健康管理の方法］７９．９％，［１７．

疾病・障害を理解するための医学的知識］７８．９％であっ

た．また，下位項目は［３９．コーディネーションの全過

程に伴う予算化］１２．３％，［４３．チーム内でのグループ

ダイナミクスの方法］１３．７％，［４６．構成されたメンバー

の評価方法］１４．２％であった．

経験年数１０年以上２０年未満の養護教諭９８名が「非常に

重要である」とした上位項目は，［１７．疾病・障害を理

解するための医学的知識］７９．６％，［１９．養護教諭が日

常的に行う健康管理の方法］７８．６％，［３７．緊急時の危

機管理方法］７６．５％，［１３．障害のある児童生徒等の成

長・発達の理解］［２４．児童生徒等の健康に関する情報

表３ 特別支援学校経験年数別にみた能力育成研修プログラムニーズ（Ｎ＝５１４）

調 査 項 目
３年未満

Ｎ＝１５０

３年以上～１０年

未満 Ｎ＝２０４

１０年以上～２０年

未満 Ｎ＝９８

２０年以上

Ｎ＝６２ p

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

１ 養護教諭のコーディネーション過程の理解 ８７ ５８．０％ １２３ ６０．３％ ６２ ６３．３％ ３５ ５６．５％ ０．８０１

２ 特別支援教育の体制と養護教諭の専門性の理解 １０４ ６９．３％ １４１ ６９．１％ ６７ ６８．４％ ４２ ６７．７％ ０．９９５

３ 児童生徒等の個別の教育支援計画を配慮した養護教諭の計画 ４９ ３２．７％ ６２ ３０．４％ ２７ ２７．６％ １５ ２４．２％ ０．６１６

４ 子どもの教育権の保障 ５５ ３６．７％ ６８ ３３．３％ ３４ ３４．７％ ２１ ３３．９％ ０．９３１

５ 子どもの表現からニーズを読み取るためのコミュニケーション ９７ ６４．７％ １２６ ６１．８％ ５４ ５５．１％ ３４ ５４．８％ ０．３５４

６ 他職種との円滑な関係づくりのためのコミュニケーション １０８ ７２．０％ １４８ ７２．５％ ６５ ６６．３％ ４６ ７４．２％ ０．７１９

７ 他職種の専門性や役割の理解 ９０ ６０．０％ １１５ ５６．４％ ４４ ４４．９％ ２９ ４６．８％ ０．０６６

８ 児童生徒等，保護者の思いを受容・共感する方法 １２１ ８０．７％ １４５ ７１．１％ ６１ ６２．２％ ３９ ６２．９％ ０．００６＊＊

９ 保護者の力を引き出す力（エンパワーメント） ７２ ４８．０％ ８４ ４１．２％ ３５ ３５．７％ ２３ ３７．１％ ０．２１６

１０ 教員の不安軽減へのカウンセリング的対応 ５８ ３８．７％ ７５ ３６．８％ ２３ ２３．５％ ２７ ４３．５％ ０．０３３＊

１１ 個別面接をする方法 ５０ ３３．３％ ７１ ３４．８％ ２９ ２９．６％ ２５ ４０．３％ ０．５６４

１２ 集団面接をする方法 ２４ １６．０％ ３８ １８．６％ １６ １６．３％ １３ ２１．０％ ０．８０１

１３ 障害のある児童生徒等の成長・発達の理解 １２９ ８６．０％ １６７ ８１．９％ ７１ ７２．４％ ５１ ８２．３％ ０．０６２

１４ 児童生徒等の健康や発達の情報を収集する方法 １０７ ７１．３％ １５６ ７６．５％ ６７ ６８．４％ ４８ ７７．４％ ０．３７６

１５ 疾病・障害別の支援の方法 １０８ ７２．０％ １４７ ７２．１％ ６９ ７０．４％ ４７ ７５．８％ ０．９０５

１６ 障害のある児童生徒等を教育的視点から理解する方法 ９４ ６２．７％ １１７ ５７．４％ ５７ ５８．２％ ３４ ５４．８％ ０．６７８

１７ 疾病・障害を理解するための医学的知識 １０９ ７２．７％ １６１ ７８．９％ ７８ ７９．６％ ５４ ８７．１％ ０．１２５

１８ 医療的ケア（痰の吸引，経管栄養など）の理解 ８３ ５５．３％ １２３ ６０．３％ ５７ ５８．２％ ３０ ４８．４％ ０．３９１

１９ 養護教諭が日常的に行う健康管理の方法 １０３ ６８．７％ １６３ ７９．９％ ７７ ７８．６％ ４７ ７５．８％ ０．０９１

２０ 疾病・障害を理解するための看護学的知識 ８３ ５５．３％ １１５ ５６．４％ ５６ ５７．１％ ２７ ４３．５％ ０．３０８

２１ 誰からどのような情報を収集するかという判断する方法 ５６ ３７．３％ ９０ ４４．１％ ３７ ３７．８％ ２８ ４５．２％ ０．４７１

２２ 他職種や専門機関と適切に情報交換する方法 ８２ ５４．７％ １１３ ５５．４％ ５５ ５６．１％ ３４ ５４．８％ ０．９９６

２３ 児童生徒等と保護者のプライバシー保護や意見尊重・権利擁護の知識 ７１ ４７．３％ ９２ ４５．１％ ４１ ４１．８％ ２７ ４３．５％ ０．８５４

２４ 児童生徒等の健康に関する情報を観察してしっかり把握する方法 １１６ ７７．３％ １６４ ８０．４％ ７１ ７２．４％ ４３ ６９．４％ ０．２１７

２５ 収集した情報を整理・分析する方法 ８９ ５９．３％ １２７ ６２．３％ ５９ ６０．２％ ３３ ５３．２％ ０．６４９

２６ チーム援助の必要性を明確に出す方法 ６２ ４１．３％ ８７ ４２．６％ ３７ ３７．８％ ２１ ３３．９％ ０．６０１

２７ コーディネーション（連携・調整）するメンバーの選定 ４２ ２８．０％ ５５ ２７．０％ １９ １９．４％ １６ ２５．８％ ０．４５２

２８ 必要な援助を計画してメンバーの役割を明確にする方法 ４３ ２８．７％ ７２ ３５．３％ ２３ ２３．５％ ２４ ３８．７％ ０．０９６

２９ チームのメンバーで目標を設定して，目標を全員で共有する方法 ４９ ３２．７％ ８３ ４０．７％ ２７ ２７．６％ ２１ ３３．９％ ０．１２８

３０ 会議や研修などを企画・運営する方法 ３１ ２０．７％ ５２ ２５．５％ １９ １９．４％ １２ １９．４％ ０．５２７

３１ 学校内外の組織・体制づくりの理解 ４７ ３１．３％ ７２ ３５．３％ ２４ ２４．５％ １８ ２９．０％ ０．２８７

３２ 効果的な資料の作成と活用 ５８ ３８．７％ ８３ ４０．７％ ２７ ２７．６％ ２４ ３８．７％ ０．１６１

３３ 面接や会議での情報を文章化する方法 ２５ １６．７％ ４３ ２１．１％ １９ １９．４％ １８ ２９．０％ ０．２３６

３４ 研修やシミュレーションをする方法 ２９ １９．３％ ３６ １７．６％ １４ １４．３％ １８ ２９．０％ ０．４４７

３５ 情報機器などを活用したプレゼンテーションの方法 １８ １２．０％ ３１ １５．２％ １２ １２．２％ ８ １２．９％ ０．８１５

３６ 学校に配置された看護師などの医療職との協働したケアの方法 ７５ ５０．０％ １１９ ５８．３％ ４８ ４９．０％ ３３ ５３．２％ ０．３２６

３７ 緊急時の危機管理方法 １２３ ８２．０％ １７８ ８７．３％ ７５ ７６．５％ ５２ ８３．９％ ０．１２７

３８ インシデントおよびアクシデントの報告書の書き方 ３０ ２０．０％ ４６ ２２．５％ ２０ ２０．４％ ２０ ３２．３％ ０．２４５

３９ コーディネーションの全過程に伴う予算化 １６ １０．７％ ２５ １２．３％ ７ ７．１％ １０ １６．１％ ０．３３６

４０ どんな社会資源が活用できるかの知識 ５６ ３７．３％ ７０ ３４．３％ ２８ ２８．６％ ２１ ３３．９％ ０．５６５

４１ 効果的に社会資源を活用する方法 ５１ ３４．０％ ７１ ３４．８％ ２７ ２７．６％ １９ ３０．６％ ０．６０９

４２ 障害のある児童生徒等が活用できる医療・福祉制度の理解 ８８ ５８．７％ １１３ ５５．４％ ４６ ４６．９％ ３２ ５１．６％ ０．３１２

４３ チーム内でのグループダイナミクスの方法 ２３ １５．３％ ２８ １３．７％ ７ ７．１％ １１ １７．７％ ０．１８６

４４ チーム内でのリーダーシップをとる方法 ２５ １６．７％ ３２ １５．７％ １０ １０．２％ ７ １１．３％ ０．４２６

４５ チーム援助の目標達成の評価方法 ３０ ２０．０％ ４８ ２３．５％ １３ １３．３％ ８ １２．９％ ０．０９７

４６ 構成されたメンバーの評価方法 ２１ １４．０％ ２９ １４．２％ １２ １２．２％ ６ ９．７％ ０．７９８

４７ コーディネーション過程の評価（モニタリング・修正を含む）の方法 ４２ ２８．０％ ５４ ２６．５％ １９ １９．４％ １０ １６．１％ ０．１６０

４８ 今後の課題を明確にする方法 ８９ ５９．３％ １０１ ４９．５％ ５３ ５４．１％ ２９ ４６．８％ ０．２１９

＊p＜０．０５ ＊＊p＜０．０１

注）表中の人数と％は「非常に重要である」と回答した者である．
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を観察してしっかり把握する方法］はともに７２．４％で

あった，また，下位項目として［４３．チーム内でのグ

ループダイナミクスの方法］［３９．コーディネーション

の全過程に伴う予算化］はともに７．１％，［４４．チーム内

でのリーダーシップをとる方法］１０．２％であった．

最後に経験年数２０年以上の養護教諭６２名が「非常に重

要である」とした上位項目は，［１７．疾病・障害を理解

するための医学的知識］８７．１％，［３７．緊急時の危機管

理方法］８３．９％，［１３．障害のある児童生徒等の成長・

発達の理解］８２．３％，［１４．児童生徒等の健康や発達の

情報を収集する方法］７７．４％，［１５．疾病・障害別の支

援の方法］［１９．養護教諭が日常的に行う健康管理の方

法］はともに７５．８％であった，下位項目は［４６．構成さ

れたメンバーの評価方法］９．７％，［４４．チーム内での

リーダーシップをとる方法］１１．３％，［４５．チーム援助

の目標達成の評価方法］１２．９％であった．

２）特別支援学校経験年数間の能力育成の研修プログラ

ムニーズ

経験年数ごとに研修プログラム内容として「非常に重

要である」と回答した者の割合についてχ２検定を用い

て比較を行った結果，２項目で有意差が認められた．経

験年数３年未満の養護教諭は，他の経験年数のものより

［８．児童生徒等，保護者の思いを受容・共感する方

法］（p＜０．０１）の項目で，高い重要性を強く認識して

いた．また，経験年数２０年以上の養護教諭では［１０．教

員の不安軽減へのカウンセリング的対応］（p＜０．０５）

の項目で，重要性が認識されていた．

�．考 察

１．養護教諭のコーディネーションの重要性

本研究では，養護教諭のコーディネーション能力育成

のための研修プログラム作成にあたり，全国の特別支援

学校養護教諭に対し，養護教諭自身がもつコーディネー

ション役割の必要性および研修プログラムニーズについ

ての意識調査を行った．結果，特別支援学校養護教諭が

職務を行っていく上で，養護教諭のコーディネーション

役割は重要であると回答した者は９５．９％であり，役割の

必要性を認識していた．さらに研修プログラムニーズと

して，研修の内容に示した４８項目のうち２１項目に対して，

半数以上の養護教諭が「非常に重要である」と示し，能

力育成の研修プログラム内容としての重要性が示されて

いた．このことから，特別支援学校養護教諭は職務を進

めていく過程において，コーディネーション役割が必要

だと思っていること，研修プログラム内容に重要だと認

識する項目があることが確認できた．

２００８（平成２０）年１月，中央教育審議会答申は，子ど

もの現代的な健康課題に適切に対応していくための知識

や技能の習得に当たり，養護教諭の研修体系の充実を推

進することが必要であるとした．さらに２００９（平成２１）

年４月，日本学校保健会は養護教諭の研修に関する具体

的な事項について検討した「養護教諭研修プログラム作

成委員会報告書」１６）を示し，養護教諭の１０年経験者研修

の方針にコーディネート力の向上が示されている．しか

し，それには研修の内容についての具体的な記載はされ

ていない．今回の意識調査によるコーディネーション役

割の必要性の認識，および研修プログラム内容への重要

性の認識があることから，研修プログラム内容の検討を

進めていく必要があると考える．

２．コーディネーション能力育成の研修プログラムニー

ズ

研修プログラム内容として高位に挙がった能力項目

［緊急時の危機管理方法］，［障害のある児童生徒等の成

長・発達の理解］に重要性に関する認識の高さが示され

た．つづいて［疾病・障害を理解するための医学的知識］，

［児童生徒等の健康に関する情報を観察してしっかり把

握する方法］，［養護教諭が日常的に行う健康管理の方

法］，［児童生徒等の健康や発達の情報を収集する方法］，

［疾病・障害別の支援の方法］，［児童生徒等，保護者の

思いを受容・共感する方法］，［他職種との円滑な関係づ

くりのためのコミュニケーション］であった．調査対象

の特別支援学校養護教諭が日常的に実践するコーディ

ネーションは，重度心身疾病障害のある児童生徒に対す

るチームケアに必要である．ゆえに［緊急時の危機管理

方法］，［障害のある児童生徒等の成長・発達の理解］に

高い重要性が認められるのは当然の結果だと考える．

また，研修プログラム内容として低位に挙がった能力

項目は［チーム内でのリーダーシップをとる方法］，［情

報機器などを活用したプレゼンテーションの方法］，［構

成されたメンバーの評価方法］，［チーム内でのグループ

ダイナミクスの方法］，［コーディネーション全過程に伴

う予算化］であった．これらは，直接，児童生徒等やメ

ンバーとなる他職種にかかわる能力ではなく，組織的，

経済的問題への関心の低さを示していると考えられる．

グループダイナミクスという言葉は，学校においてあま

り使われていなかったと思われる．予算化は，従来から

学校では金銭に関することは事務職員が取り扱うことが

多かった，自分たちはどこまで介入できるのかが明確で

はない場合が考えられる．しかし，コーディネーション

を進める過程，例えばアセスメントにおいて，主治医訪

問を行う際，指導料として費用が発生することを考慮に

入れておく必要があることなど重要である．この［コー

ディネーション全過程に伴う予算化］にかかわる能力は，

Judithら１７）や津島１８）が課題としていたように，研修内容

にどのような方法で入れるかの検討が必要である．予算

化という言葉の捉え方が，学校現場での教育的視点から

捉え難く，コーディネーションが必要な対象として，事

務職員を捉えているが，調整会議等のメンバーにも必要

時事務担当を置くことが一つの対策として考えられる．

予算化，グループダイナミクス，チーム内でのリーダー

シップ，メンバーの評価などの能力項目については，米
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国の学校保健計画コーディネーター講習会プログラム内

容１９）の「組織的能力」「交渉技能」「システム改革」「マー

ケティング」に類似すると思われる．現在，高い重要性

は認められないが，今後，養護教諭がコーディネーショ

ンを行っていく上で課題となっていくと考える．

３．障害別学校種や特別支援学校経験年数による影響

障害別学校種ごとにみた研修プログラムニーズ４８項目

中，差がみられたのは１０項目であり，これらのニーズ項

目についての重要性に関する認識は高いものであった．

病弱では，１０項目中８項目に高い重要性を強く認識し

ていたが，［障害のある児童生徒等を教育的視点から理

解する方法］や［児童生徒，保護者の思いを受容・共感

する方法］の項目に高い重要性が認められるのは，病弱

の場合は医療機関が隣接する場合が多く，学校生活にお

けるかかわりにおいて教育的視点の重要性が示されてい

ると考えられる．また，就学する児童生徒等の障害や疾

病の重症さなどの特性，長期入院や不登校，発達障害の

児童生徒が多いことから心のケアが必要となり，本人や

保護者の受容・共感が重要だと認識していることが推察

される．［学校に配置された看護師などの医療職との協

働したケアの方法］に高い重要性を強く認識しているが，

学校内において特に医療職種によるチームケアの実施と

いう障害別学校の特性が示された結果だと考える．さら

に［チームのメンバーで目標を設定して，目標を全員で

共有する方法］の項目では，病弱に就学している児童生

徒は重症疾患を抱えている場合が多く，医療職との共通

認識が必須でありながら，学校でのコーディネーション

を行う際に必要な共通目標を設定することが困難である

ことも推察される．しかし，病弱の養護教諭は［コー

ディネーション過程の評価］や［今後の課題を明確にす

る方法］に重要性を強く示しているのは，コーディネー

ション過程においての評価や課題の明確化が必要であっ

た事例を経験しているからこその結果ではないかと考え

る．最後に，［児童生徒等の個別の教育支援計画を配慮

した養護教諭の計画］の項目で，高い重要性が強く認め

られていた．これは，特別支援学校に勤務するがゆえに，

特別支援体制の中での養護教諭のかかわりに関心が高

まってきており，特別支援教育が進められる中での養護

教諭の専門性をどのように発揮するのかを模索している

と考えられ，個別支援計画への養護教諭のかかわりにつ

いても今後検討する必要性が示唆された．

肢体不自由では，［チーム内でのグループダイナミク

スの方法］［チーム内でのリーダーシップをとる方法］

において，プログラム内容への重要性に関する認識が低

いことが明らかになった．これは，肢体不自由では学内

外において，多くの職種がかかわったチームケアが行わ

れている．そこではチームが取り組んでいる問題や児童

生徒のニーズによっては，他の職種が適任であることも

あるがゆえ，養護教諭が中心的な位置を取りリーダーと

して存在することが少なく，またそうすることが難しい

と捉えているのではないかと考える．さらに，養護教諭

が中心的存在となり，リーダーシップを発揮することは

ないとする自己評価が低いことも示唆される．文部科学

省の研修においては，グループダイナミクスやリーダー

シップなどの内容の必要性が示され，研修内容に入れら

れている．しかし，今回の意識調査の結果，現職の特別支

援学校養護教諭における研修プログラムニーズの内容に

は，その重要性が挙がっていないことが明らかになった．

次に，特別支援学校経験年数ごとにみた研修プログラ

ムニーズ４８項目中，差がみられたのは２項目であり，こ

れらのニーズ項目についての重要性に関する認識は高い

ものであった．経験年数３年未満では，［児童生徒等，

保護者の思いを受容・共感する方法］に高い重要性が強

く認められ，養護教諭としての経験年数は長くとも特別

支援学校へ着任した養護教諭には戸惑いが多いとされて

おり，「最初は別の職種に思えた」などという訴えがあっ

たと言う２０）ことと同様の結果が得られた．特別な支援の

必要な就学児童生徒を理解し把握していくためには，そ

れぞれの児童生徒や保護者の思いを受容・共感すること

の重要性を認識した結果であると考えられる．

�．研究の限界と今後の課題

本研究の限界として，「コーディネーション」が明記

されたことが新しく，また特別支援教育コーディネー

ターと似ているために「コーディネーション」の用語の

認識がまだまだ低いことが挙げられる．さらに調査の実

施時期が１学期という養護教諭にとって一番多忙な時期

であったことも回収率に影響したと思われる．

今後の課題として，調査の時期を保健体育的行事がや

や少なくなる２学期中旬から下旬に設定する，また郵送

前に同意を得た学校への調査依頼を行うようにする．調

査票には，コーディネーションの意味を掴みやすいよう

に，養護教諭が行うコーディネーション過程の事例を列

挙し，調査項目の具体化につとめていきたい．

�．結 論

全国の特別支援学校養護教諭を対象に，能力育成のた

めの研修プログラムニーズ調査を行った結果，養護教諭

のコーディネーション役割の重要性，および研修プログ

ラム内容に対するニーズについて以下のことが明らかに

なった．

１．職務を行う上でコーディネーションは重要だと思う

かという問いに回答した特別支援学校養護教諭の

９５．９％が「非常に重要である」「やや重要である」と

し，研修プログラムニーズ４８項目中２１項目について，

半数以上の養護教諭が研修プログラム内容に「非常に

重要である」と回答したことから，コーディネーショ

ン役割の重要性の認識，および研修プログラム内容へ

の重要性の認識が確認された．今後，研修プログラム

内容の検討を進めていく必要があることが示唆された．
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２．研修プログラム内容に「非常に重要である」と回答

した４８項目の内訳は，医学的知識を身につけたいとす

るニーズ，コーディネーションのプロセスを進めるた

めのニーズ，チーム援助の体制・連携を進めるための

ニーズ，会議等を運営していくためのニーズの四つの

枠組みが明らかになった．研修プログラム作成におけ

る活用が示唆された．

３．研修プログラム内容として重要性が低かった［チー

ム内でのグループダイナミクスの方法］［コーディネー

ション全過程に伴う予算化］の項目は，先行研究での課

題とされていることから研修内容に入れる必要がある．

４．病弱支援学校の養護教諭は，研修プログラム内容に

［障害のある児童生徒等を教育的視点から理解する］

項目への高い重要性を強く認識していた．これは病院

や施設の隣接が多いため，学校生活における教育的視

点でのかかわりが困難な状況が示唆された．

５．肢体不自由支援学校の養護教諭は，研修プログラム

内容に［チーム内でのグループダイナミクスの方法］

［チーム内でのリーダーシップをとる方法］への高い

重要性は認識されていなかった．多職種がチームケア

を行うことが多い肢体不自由支援学校では，他の専門

職が中心となることが適切な場合があるし，また養護

教諭が中心的存在となり，リーダーシップを発揮する

ことはないとする自己評価が低いことも示唆された．

６．特別支援学校経験年数３年未満の養護教諭は，研修

プログラム内容に［児童生徒等，保護者の思いを受

容・共感する方法］の高い重要性を認識していた．こ

れは，特別な支援が必要な就学児童生徒の特性から，

他校の経験があっても着任して間もない３年未満では，

対象理解の難しさを感じていた．
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会 報 平成２２年度 第４回日本学校保健学会理事会議事録

日 時：平成２３年１月１０日（月・祝）１１：００―１４：３０

場 所：名古屋市千種区末盛通２―１１ 愛知学院大学歯学部附属病院（南館７階講義室１）

出席者：佐藤�造（理事長）・植田誠治・川畑徹朗・後藤ひとみ・宮下和久・村松常司（常任理事）・宮尾 克（事務

局長）・佐々木胤則・数見隆生・面澤和子・朝倉隆司・岡田加奈子・近藤 卓・高橋浩之・瀧澤利行・野津

有司・三木とみ子・渡邉正樹・中川秀昭・大澤 功・中垣晴男・石川哲也・春木 敏・森岡郁晴・鈴江

毅・友定保博・山本万喜雄・住田 実・照屋博行（理事）・鎌田尚子・門田新一郎（監事）・下村淳子（幹事）

委任状の提出者：横田正義・衞藤 隆・松本健治・西岡伸紀

今回議事録署名人の指名：朝倉隆司・石川哲也

理事長挨拶

佐藤�造理事長より理事長就任の挨拶並びに第１４期理事会発足の宣言があった．その後，出席者による自己紹介を

行った．

前回議事録確認

確認され了承された．

１．審議事項

１）第１４期日本学校保健学会理事役割分担について（資料１）

佐藤理事長より資料１に基づき常任理事を植田誠治氏（渉外国際・法人化担当），村松常司氏（総務担当），後

藤ひとみ氏（学校保健活動担当），川畑徹朗氏（編集担当），宮下和久氏（学術担当）に依頼し，事務局長には宮

尾克氏に依頼したとの報告があり了承された．常任理事の選出に伴い，関東地区１名，東海地区２名，近畿地区

２名が評議員より新たに理事として選出されたことが報告された．

監事には鎌田尚子氏と門田新一郎氏，理事長指名の幹事には下村淳子氏，山田浩平氏の２名が推薦され了承さ

れた．

２）１４期理事会における各種委員会の設置について

佐藤理事長より資料１―２に基づき，地区代表理事，常置委員会（学会誌編集委員会，法・制度検討委員会，

学術委員会），特別委員会（研究倫理審査委員会，倫理・行動規範委員会，学会賞選考委員会，選挙管理委員会）

に所属する理事・評議員が提示された．この中で鎌田尚子監事の編集委員への兼任について審議され，監事だけ

でなく名誉会員等の役職者も含めた委員会規約を整備していく必要性があることを確認したうえで鎌田監事の編

集委員就任が了承された．

常置委員会以外の時限の委員会として，本学会の法人化に向けた法整備についての検討委員会や国際交流委員

会設置のための目的や規約などの検討を，法・制度検討委員会の中で村松常任理事，植田常任理事，後藤常任理

事を含めてすすめていくことが確認された．特別委員会の研究倫理審査委員会は中川秀昭理事，倫理・行動規範

委員会は松本健治理事が委員長に指名され了承された．委員についてはこのあと行われる法・制度検討委員会に

おいて選出し，次回の理事会に報告することとなった．

時限委員会の学会賞選考委員会の委員の任期は３年とすることを確認するとともに，委員の選出について審議

を行った．編集委員長（川畑徹朗氏），（同）副委員長（２名：大澤功氏，島井哲志氏），学術委員会委員長（宮

下和久氏），（同）副委員長の５名の役職指定者を除く５名の委員について地区選出の１３名の候補者から理事によ

る投票によって選出することの了承を得て実施した．投票の結果，横田正義氏，衞藤隆氏，和唐正勝氏，家田重

晴氏，森岡郁晴氏の５名を正委員に，鈴江毅氏を補欠委員とすることが決まった．（なお，この理事会直後の学

術委員会において，鈴江毅氏が学術副委員長に選出されたので，学会賞選考委員は，正委員が担当し，補欠委員

の繰り上げはなくなった．）

３）事務局業務委託の変更について

佐藤理事長より昨年８月より事務局業務を委託していた大学生協連学会支援センターから勝美印刷に変更した

いとの提案がなされた．変更理由は学会本部への同センターの対応に関する判断，変更後は業務委託費用が相当

程度安くなること，勝美印刷には過去に名簿管理を委託しており，現在は会誌の編集業務を担当しているという
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実績があること，同センターとの契約解消に契約上の問題がないこと，などである．審議の結果，平成２３年４月

１日付けで勝美印刷に事務局業務を委託することについて了承された．

４）第５８回日本学校保健学会（平成２３年度 名古屋）開催について

宮尾年次学会長ならびに大澤功副学会長兼任実行委員長より資料２に基づき開催趣旨，企画案について説明が

された．平成２３年１１月１１日（金）～１１月１３日（日）に名古屋大学東山キャンパスで開催されるとの報告があり，今学

会では日本学校保健会との共同企画や優秀な発表に対して発表賞を設ける予定であることが紹介された．

５）第５９回日本学校保健学会（平成２４年度 神戸）について

川畑年次学会長より資料３に基づき開催の趣旨説明，準備状況について報告があった．期日は平成２４年１１月９

日（金）～１１日（日）で神戸国際会議場を予定していることが報告された．

６）日本学校保健学会役員選挙制度について

選挙制度について，問題点と検討方法を討議した．討議に基づき，佐藤理事長より資料１―２に掲載されてい

る選挙管理委員候補者による委員の選出は時期尚早であるとして取りやめることにし，候補者には理事長名でそ

の旨連絡をすることが説明された．現行の選挙規定には課題があるという意見があることから，法・制度検討委

員会の中で選挙にかかわる規約改正に向けて継続して検討していくことが確認された．

７）今後の理事会について

佐藤理事長より，今後の理事会等の開催時間について以下の通り変更したいとの提案がなされた．

常任理事会１０時～１２時，理事会１３時～１５時３０分，各種委員会は１５時３０分より開始となることが報告され了承さ

れた．昼食は１２時より準備するので理事会前に適宜お取りいただくよう説明があった．そこで次回の常任理事

会・理事会は平成２３年４月１７日（日）に開催することになり，今後の理事会の開催場所は愛知学院大学歯学部附属

病院７階講義室を予定していることの確認があった．

８）その他

宮尾事務局長より今後の理事会出席にかかわる交通費の算定基準に関する説明がなされ，了承された．

２．報告事項

１）第５７回日本学校保健学会（平成２２年度 坂戸）について

三木年次学会長よりのべ２，０１６名の参加があったとの報告があり，盛会のうちに終了できたとし理事会からの

支援に対する謝意が述べられた．

２）事務局引き継ぎについて

宮尾克事務局長より鈴江前事務局長から事務局引き継ぎを行ったことが報告された．学会ホームページの情報

修正や会計上の手続きなど粛々とすすめていきたいとの報告があった．

３）編集委員会について

川畑編集委員長より，学校保健研究担当の副委員長には大澤功理事（愛知学院大学），School Health担当の副

委員長として島井哲志（日本赤十字豊田看護大学）の両氏を選出したことが報告された．

４）平成２２年度 全国公衆衛生関連学協会連絡協議会第２回役員会報告

植田常任理事より平成２２年１２月２７日に開催された第２回役員会の概要について資料６に基づいて説明された．

５）公開シンポジウム「「健康・生活価値」の探求―健康・生活科学委員会からの学術・教育への緊急提言」の開

催について

植田常任理事より平成２３年１月７日に実施された公開シンポジウムの概要が追加資料に基づいて報告された．

６）その他

理事会終了後，各種委員会が分散開催された．

以上
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会 報 第５８回日本学校保健学会開催のご案内（第４報）
年次学会長 宮尾 克

（名古屋大学）

１．メインテーマ：「こころとからだの豊かな発達をめざす学校保健」

２．開催期日：平成２３年１１月１１日（金）～１３日（日）

３．学会会場：名古屋大学 東山キャンパス（IB電子情報館，豊田講堂他）

〒４６４―８６０３ 愛知県名古屋市千種区不老町

（名古屋駅より地下鉄東山線「本山駅」乗換え，名城線「名古屋大学駅」３番出口から会場直結）

※ 学会会場に駐車（有料）する場合は，守衛室で入構カードの手続きを行ってください．

※ １１月１１日（金）の行事も名古屋大学東山キャンパスですが，１２日（土）および１３日（日）の会場とは別の場所を予定

していますのでご注意ください．

４．主 催：日本学校保健学会

５．後 援：文部科学省，愛知県教育委員会，名古屋市教育委員会，岐阜県教育委員会，三重県教育委員会，静岡

県教育委員会，長野県教育委員会，愛知県医師会，名古屋市医師会，愛知県歯科医師会，名古屋市歯

科医師会，名古屋市学校歯科医会，愛知県薬剤師会，名古屋市薬剤師会，愛知県学校薬剤師会，日本

学校保健会，愛知県学校保健会，愛知県立高等学校学校保健会，名古屋市学校保健会，名古屋大学，

愛知学院大学

６．学会のプログラム等（予定）

１１月１１日（金） 常任理事会，理事会，評議員会，学会関連行事等

これらの会場は，１２日（土）および１３日（日）の会場とはキャンパス内の別の場所を予定しています

１１月１２日（土）

【理事長提言】 ９：１５～９：３０

日本学校保健学会理事長 佐藤�造（愛知学院大学教授）

【学会長講演】 ９：３０～１０：００

「情報社会における子どもの成長・健康」（引き続きシンポジウム１）

講師：宮尾 克（名古屋大学教授）

【シンポジウム１】１０：００～１１：４０

「ネット社会の子どもと保健室」（学会長講演に引き続いて開催）

司会：三木とみ子（女子栄養大学教授），宮尾 克（名古屋大学教授）

【シンポジウム２】 ９：３０～１１：４０

「共通生活習慣と学校歯科保健活動」

司会：中垣晴男（愛知学院大学教授），柘植紳平（日本学校歯科医会副会長）

【ランチョンセミナー１】１２：００～１２：５０

「こどもの成長と最近のホルモン治療の進歩」

講師：水野晴夫（名古屋市立大学講師）

【ランチョンセミナー２】１２：００～１２：５０

「葉酸は赤ちゃんの大切なビタミン：学校からの情報伝達」

講師：近藤厚生（津島リハビリテーション病院院長）

【学会総会】１３：００～１３：５０

【市民公開講座１】（一般公開）１４：３０～１５：３０

「わが国の教育と科学技術の現状と展望」

講師：森口泰孝（文部科学省・文部科学審議官）

【市民公開講座２】（一般公開）１５：３０～１６：３０

「いま，小児心臓検診を見直す」
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講師 長嶋正實（あいち小児保健医療総合センター名誉センター長）

【市民公開講座３】（一般公開）１６：３０～１７：３０

「子どものこころ―健康と病気のはざま―」

講師：杉山登志郎（浜松医科大学教授）

【シンポジウム３】（一般公開）１５：３０～１７：３０

「東日本大震災：今，私たちができること（仮題）」

司会：数見隆生（東北福祉大学教授），後藤ひとみ（愛知教育大学教授）

【シンポジウム４】１５：３０～１７：３０

「日本・韓国の養護教諭同類職種の役割―世界的視座における共通性と異質性―」

司会：照屋博行（九州看護福祉大学教授），岡田加奈子（千葉大学教授）

【一般口演，ポスター発表】（午前）１０：００～１２：００，（午後）１５：００～１７：３０

【企業展示】 ９：００～１７：３０

【学会懇親会】１８：００～ 名古屋大学南部食堂パーティールーム

１１月１３日（日）

【日本学校保健会研修会】（一般公開） ９：００～１２：００

「メディアリテラシーと子どもの健康」

コーディネーター：川畑徹朗（神戸大学教授）

【シンポジウム５】 ９：３０～１１：４０

「子ども虐待への対応―発見から援助まで―」

司会：堀内久美子（名古屋学芸大学教授），大澤 功（愛知学院大学教授）

【シンポジウム６】 ９：３０～１１：４０

「学校における食育推進―現状と課題」

司会：春木 敏（大阪市立大学教授），高橋浩之（千葉大学教授）

【シンポジウム７】 ９：３０～１１：４０

「災害時の子どもの安全・健康を守るには（仮題）」

司会：稲坂 博（愛知県医師会理事）

【ランチョンセミナー３】１２：００～１２：５０

「未定」

講師：未定

【ランチョンセミナー４】１２：００～１２：５０

「未定」

講師：未定

【シンポジウム８】１３：００～１５：００

「我が国における性教育の在り方を考える～低迷からの脱却を目指して～」

司会：石川哲也（神戸大学名誉教授）

【シンポジウム９】１３：００～１５：００

「学校保健の課題と展望～豊かな心を培うための具体的なてだて～」

司会：門田新一郎（岡山大学教授）

【シンポジウム１０】１３：００～１５：００

「学校保健の新しいアプローチ：ポジティブなこころの働きを育てる」

司会：島井哲志（日本赤十字豊田看護大学教授）

【一般口演，ポスター発表】（午前）９：００～１２：００，（午後）１３：００～１５：３０

【学会賞・奨励賞受賞講演】 午前を予定

【学会共同研究発表】 午前を予定

【市民公開フォーラム】（一般公開）

第一部 特別講演 １３：００～１５：００

「子育てはラブサンドイッチ」

講師：ジョン・ギャスライト（コラムニスト・農学博士）

「子どもの貧困と人権」

講師：宇都宮健児（日本弁護士連合会会長）
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第二部 シンポジウム １５：３０～１７：００

「見えにくい子のサポートを考えてみましょう」

「色覚特性は明度識別ですばらしい（色覚問題は人権問題）」

コーディネーター：高柳泰世（本郷眼科）

【企業展示】 ９：００～１５：００

【自由集会】１５：００～１７：００

※ なお，ここに記載した内容は，変更することがありますのでご了承ください．

７．懇 親 会

１１月１２日（土）１８：００～ 名古屋大学南部食堂パーティールーム

８．一般発表（口演，ポスター）の方法

１）口演発表

発表時間８分，討論４分（計１２分）です．

すべての会場で，パワーポイントが使用できる予定です（パワーポイントは必須ではありません）．

パワーポイントのデータは事前に事務局まで送付願います（詳細は後日掲載します）．

発表者は，必ず各会場の発表者受付で，発表の３０分前までに受付を済ませてください．

当日配布資料のある方は，各会場の受付で担当者にお渡しください．

２）ポスター発表

座長制による発表（４分）と討論（２分）を行う予定です．発表の具体的方法は，本誌の次号および年次学会

ホームページに掲載します．

※ 演題の採否，および発表形式（口演かポスターか），演題の割り振り等は，最終的に年次学会長に一任させ

ていただきますのでご了承ください．

※ 一般発表をされる方は，学会参加費を８月３１日までの早期申込みでお願いします．

９．事前参加申込および学会参加費

１）事前参加申込（９月３０日まで）

原則として，年次学会ホームページからの受け付けとなります．

第５８回日本学校保健学会 http:／／www.miyao.i.is.nagoya-u.ac.jp／sh／

（日本学校保健学会ホームページからもアクセスできます）

参加費は第５３巻第１号に同封の払込取扱票，または郵便局の払込取扱票（青い用紙）で振込をお願いします．

参加費の振込をもって参加申込みとさせていただきます．お振込みいただいた方には「参加登録証」を郵送させ

ていただきます．学会当日の受付がスムーズになりますので，事前登録・参加申込をご利用ください．

【振込先】

（郵便振替）

加入者名：第５８回日本学校保健学会 振替口座番号：００８４０―９―１０８０９７

※ 第５３巻第１号に同封の用紙以外で振り込まれる方は，通信欄に必ず振り込み金額の内訳をお書きください．

（ゆうちょ銀行）

記号：１２１５０ 番号：１４８００７２１

名前：ダイゴジュウハチカイニホンガッコウホケンガッカイ

※ この口座に他金融機関から振込を行う場合

店名：二一八（読み ニイチハチ） 店番：２１８ 普通１４８００７２

（三菱東京UFJ銀行）

今池支店（店番２６３） 普通００８６６２６

口座名：第５８回日本学校保健学会（ダイゴジュウハチカイニホンガッコウホケンガッカイ）

２）学会参加費

【８／３１までの早期申込】

事前に講演集送付をご希望の方は送料５００円を加えて申し込んでください．

� 一般（会員，非会員） ７，０００円（講演集代込）

� 学生（学部学生，大学院生） ３，０００円（講演集代込）
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【９／１～９／３０の事前申込】

講演集は，当日会場受付でお受け取りください．

� 一般（会員，非会員） ８，０００円（講演集代込）

� 学生（学部学生，大学院生） ３，０００円（講演集代込）

【当日参加申込】

� 一般（会員，非会員） ８，０００円（講演集代込）

� 学生（学部学生，大学院生） ３，０００円（講演集代込）

※ ��および��の場合は，事前に「参加登録証」を郵送しますので，必ず学会当日にお持ちください．

３）懇親会費 １１月１２日（土）

【９／３０までの事前申込】 一般 ４，０００円 学生（学部学生，大学院生）３，０００円

【当日申込】 一般 ５，０００円 学生（学部学生，大学院生）３，０００円

４）講演集代のみ

事前送付をご希望の場合は，１冊３，５００円（送料込み）で必要冊数をご記入の上，送金してください．ただし，

事前送付は８月３１日（水）までの申込とさせていただきます．

学会当日は，１冊３，０００円で販売いたします．数に限りがございますのでご注意ください．

５）昼 食

１１月１２日（土），１３日（日）両日ともに，昼食時にランチョンセミナーを開催する予定です．詳細については，本

誌の次号および年次学会ホームページに掲載します．

１０．宿泊，交通

年次学会事務局ではお取り扱いいたしません．

１１．年次学会事務局

〒４６４―８６０３ 名古屋市千種区不老町 名古屋大学情報科学研究科宮尾研究室内

第５８回日本学校保健学会事務局

TEL & FAX：０５２―７８９―４３６３（お問い合わせは，できるだけＥメールでお願いします）

E-mail：sh５８nagoya@yc４.so-net.ne.jp

１２．年次学会ホームページ

http:／／www.miyao.i.is.nagoya-u.ac.jp／sh／

最新の情報はホームページでご確認ください．

（日本学校保健学会ホームページからもアクセスできます）
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原稿の種類 内 容

総 説

論 説

原 著

報 告

実践 報 告
または資料

会員の声

その他

学校保健に関する研究の総括，文献解題

学校保健に関する理論の構築，展望，提言等

学校保健に関する独創的な研究論文

原著に準ずる研究論文

学校保健に関して研究的にまとめられた実践
報告や貴重な資料

学会誌，論文に対する意見など（８００字以内）

学会が会員に知らせるべき記事，学校保健に

関する書評，論文の紹介等

機関誌「学校保健研究」投稿規定（平成２２年４月１日改正）

１．本誌への投稿者（共著者を含む）は，日本学校保健

学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健およびその関連領域とする．

３．原稿は，未発表のものに限る．なお，印刷中もしく

は投稿中の原稿の投稿も認めない．

４．投稿に際して，所定のチェックリストを用いて投稿

原稿に関するチェックを行い，投稿者の記名・捺印の

上，原稿とともに送付する．

５．本誌に掲載された原稿の著作権は，日本学校保健学

会に帰属する．

６．原稿は，日本学校保健学会倫理綱領を遵守する．

７．本誌に掲載する原稿の種類と内容は，次のように区

分する．

ただし，「論説」，「原著」，「報告」，「実践報告また

は資料」，「会員の声」以外の原稿は，原則として編集

委員会の企画により執筆依頼した原稿とする．

８．投稿された原稿は，査読の後，編集委員会において，

掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

９．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くこと．

１０．原稿の締切日は特に設定せず，随時投稿を受付ける．

１１．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）

２部を添付して投稿すること．

１２．投稿の際には，査読のための費用として５，０００円の

定額郵便為替（文字等は一切記入しない）を同封して

納入する．

１３．原稿は，下記あてに書留郵便で送付する．

〒１１２―０００２ 東京都文京区小石川１―３―７

勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局

TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１

その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．

１４．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿が

受理されるまでは受付けない．

１５．掲載料は，刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分

は著者負担（一頁当たり１３，０００円）とする．

１６．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す

こと．「至急掲載」原稿は，査読終了まで通常原稿と

同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，０００円）

を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．

「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１７．著者校正は，１回とする．

１８．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして

学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿

を取り下げたものとして処理する．

１９．原稿受理日は，編集委員会が審査の終了を確認した

年月日をもってする．

原稿の様式

１．原稿は，和文または英文とする．和文原稿は，原則

としてMSワードまたは一太郎を用い，Ａ４用紙４０字

×３５行（１，４００字）横書きとする．ただし査読を終了

した最終原稿は，CD，フロッピーディスク等をつけ

て提出する．

２．文章は，新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点，

カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英語は，１字分に半角２文字を収める．

４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字

を収める．

５．図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し，挿入箇所を原稿中に指定する．

なお，印刷，製版に不適当と認められる図表は，書

替えまたは削除を求めることがある．（専門業者に製

作を依頼したものの必要経費は，著者負担とする）

６．和文原稿には，４００語以内の英文抄録と日本語訳を

つける．ただし原著，報告以外の論文については，こ

れを省略することができる．英文原稿には，１，５００字

以内の和文抄録をつける．また，すべての原稿に

は，５つ以内のキーワード（和文と英文）を添える．

これらのない原稿は受付けない．

英文抄録および英文原稿については，英語に関して

十分な知識を持つ専門家の校正を受けてから投稿する．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究

方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを

記載する．

８．正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，

所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），原稿

枚数，表および図の数，希望する原稿の種類，別刷必

要部数を記す（別刷に関する費用は，すべて著者負担

とする）．副（コピー）原稿の表紙には，表題，キー

ワード（以上和英両文）のみとする．

９．文献は，引用順に番号をつけて最後に一括し，下記

の形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」ま

たは，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著

者もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の

会 報
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３名を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発

行年

［単行本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編集・監

修者名）．書名，引用頁―頁，発行所，発行地，

発行年

―記載例―

［定期刊行物］

１）�石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への

期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究

４６：５―９，２００４

２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル

フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．

学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.: School to-

bacco policies in a tobacco-growing state. J Sch

Health７５:２１９―２２５,２００５

［単行本］

４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（�石昌弘，

出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），１４１―

１５３，南山堂，東京，２００８

５）Hedin D, Conrad D: The impact of experiential

education on youth development. In: Kendall JC and

Associates, eds. Combining Service and Learning: A

Resource Book for Community and Public Service.

Vol１,１１９―１２９, National Society for Internships and

Experiential Education, Raleigh, NC,１９９０

［インターネット］

６）American Heart Association: Response to cardiac

arrest and selected life-threatening medical emer-

gencies: the medical emergency response plan for

schools. ２００４. Available at: http:／／circ.ahajournals.

org／cgi／reprint／０１.CIR. ００００１０９４８６. ４５５４５. ADv１.

pdf. Accessed April６,２００４
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投稿時チェックリスト

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付して下さい．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会会員か．

□ 投稿に当たって，共著者全員の承諾を得たか．

□ 本論文は，他の雑誌に掲載されたり，印刷中もしくは投稿中の論文であったりしないか．

□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中ではないか．

□ 原著もしくは報告として投稿する和文原稿には４００語以内の英文抄録と日本語訳を，英文原稿には１，５００字以内の

和文抄録をつけたか．

□ 英文抄録および英文原稿について，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けたか．

□ キーワード（和文と英文，それぞれ５つ以内）を添えたか．

□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載

したか．

□ 文献の引用の仕方は正しいか（投稿規定の「原稿の様式」に沿っているか）

□ 本文にはページを入れたか．

□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成したか．

□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定したか．

□ 本文，表および図の枚数を確認したか．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）２部があるか．

□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されているか．

□ 表題（和文と英文）

□ 著者名（和文と英文）

□ 所属機関名（和文と英文）

□ 代表者の連絡先（和文と英文）

□ 原稿枚数

□ 表および図の数

□ 希望する原稿の種類

□ 別刷必要部数

□ 副（コピー）原稿２部のそれぞれの表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されているか（そ

の他の項目等は記載しない）．

□ 表題（和文と英文）

□ キーワード（和文と英文）

□５，０００円の定額郵便為替（文字等は一切記入しない）を同封したか．

□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封したか．

上記の点につきまして，すべて確認しました．

年 月 日

氏名： 印
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〈参 考〉

日本学校保健学会倫理綱領
制定 平成１５年１１月２日

日本学校保健学会は，日本学校保健学会会則第２条の規定に基づき，本倫理綱領を定める．

前 文

日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を人々の心身の健康及び社会の健全化の

ために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．

（責任）

第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．

（同意）

第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得た上で行う．

（守秘義務）

第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．

（倫理の遵守）

第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．

２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．

３ 会員は，原則として疫学研究に関する倫理指針（平成１４年文部科学省・厚生労働省）を遵守する．

４ 会員は，原則として子どもの権利条約を遵守する．

５ 会員は，その他，人権に関わる宣言を尊重する．

（改廃手続）

第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．

附 則 この倫理綱領は，平成１５年１１月２日から施行する．
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地方の活動 第４３回中国・四国学校保健学会の開催報告

主 催：中国・四国学校保健学会

後 援：鳥取県，鳥取県教育委員会，米子市，米子市教育委員会

学会長：吉岡伸一（鳥取大学医学部保健学科教授）

１．日 時 ２０１１年６月２６日（日） ９：００～１５：４０

２．会 場 鳥取大学医学部キャンパス

３．教育講演

「要保護児童に対する地域のネットワーク支援」

講師：福島史子（米子市こども未来課 家庭児童相談室 家庭相談員）

４．総 会

５．一般演題

１．養護実習履修学生に対する教育の概要，齋藤美和（高知大学教育研究部医療学系看護学部門），他

２．養護教諭のキャリア発達に関する研究―養護実践の調査分析から―，小林由佳（福山市立幕山小学校），他

３．中・高校生のメンタルヘルスの増進に関与する要因について―心理的サポートに着目して―，宮崎久美子（徳

島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部学校保健学分野），他

４．広汎性発達障害の可能性が示唆される児童における療育手帳取得の意味，山内加奈子（愛媛大学教育学部附属

教育実践総合センター），他

５．鳥取大学保健管理センター米子分室の体制づくりと学生相談について―看護師常駐配置からの現状と課題―，

松原典子（鳥取大学保健管理センター米子分室），他

６．高校生の生きる意欲と幼少期の生活体験との関連，高田律美（愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科），他

７．未来の養護教諭への「学校保健総論」の授業づくり，山本万喜雄（愛媛大学教育学部）

８．子どもへの関わりから見えた家族の特徴と対応上の課題，岡田久子（高知大学教育研究部医療学系看護学部門），

他

９．中学生の骨密度の分布―踵骨の音響的骨評価値の検討―，田村優佳（愛媛大学大学院教育学研究科），他

１０．鳥取県における中学生の生活習慣と心の健康との関連，斎藤啓（鳥取大学大学院地域学研究科），他

１１．生活習慣からみた教職員のメンタルヘルスについて，宮�久美子（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研

究部学校保健学分野），他

１２．ラオスの国立大学教育学部教職員のライフスタイルおよびソーシャルサポートの現状，友川幸（信州大学教育

学部），他

１３．喫煙防止教育へ影響する教師自身の喫煙行動，奥村聡子（松江市立美保関小学校），他

１４．児童・生徒の身体計測値における変動係数の年次推移，山田把（鳥取大学大学院地域学研究科），他

１５．女子学生のライフスタイルと月経に関する意識，冠崎南美子（広島県立神辺高等学校），他

１６．中学生・高校生の生活状況と健康教育・健康管理上の問題点―日本語版便秘評価尺度を使用して―，新沼正子

（岡山大学大学院保健学研究科），他

１７．ラオスの高等教育・研究機関における教員の健康教育および環境教育の関心と経験，小林敏生（広島大学大学

院保健学研究科），他

１８．大学生における痩身願望をめぐって，向井龍一（鳥取大学大学院地域学研究科），他

１９．知識と経験に関連した看護専門学校生のてんかんに対する態度，中川康江（鳥取県立鳥取看護専門学校），他

２０．パニックを起こした発達障がい特性のある中学生への養護教諭の支援，杉山祥子（米子市立湊山中学校），他

２１．養護教諭の健康相談活動に関する意識と実践状況～岡山県内公立中学校・高校の養護教諭を対象として～，門

田新一郎（岡山大学教育学部養護教育講座），他

〈連絡・問合せ先〉

〒６８３―８５０３ 米子市西町８６番地 鳥取大学医学部保健学科 吉岡伸一

TEL ０８５９―３８―６３３３ FAX ０８５９―３８―６３３０ E-Mail shiyoshi＠med.tottori-u.ac.jp
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地方の活動 第６８回北陸学校保健学会の開催と演題募集のご案内
北陸学校保健学会 会長 中川 秀昭

（金沢医科大学教授）

下記の要領にて，第６８回北陸学校保健学会を開催致しますので，多数ご参加ください．

１．期 日：平成２３年１１月２０日（日） 午前９時から午後４時（予定）

会 場：金沢大学 人間社会学研究域（〒９２０―１１９２ 石川県金沢市角間町）

２．日 程：

午前 一般口演

午後 総会

特別講演：（仮）児童生徒の自然災害後の直接／間接的な心理的影響と，その回復のための学校での

支援のあり方

講 師：北本福美 先生（金沢医科大学）

３．申込方法

一般口演

� 演題申込 平成２３年９月２３日（金）までに，演題名を添えて葉書もしくはFax，E-mailにて下記の

事務局へお申込ください．

� 口演時間 発表１０分，質疑応答５分（予定）

� 抄録原稿 演題のお申し込みがあれば，直ちに，講演原稿作成の手引きをお送りいたします．

� 原稿〆切 平成２３年１０月２１日（金）消印有効

４．演題申込及び問い合わせ先

〒９２０―１１９２ 金沢市角間町

金沢大学人間社会学域

北陸学校保健学会事務局（岩田）

Tel ：０７６―２６４―５５６６

Fax：０７６―２３４―４１１７

E-mail：iwata＠ed.kanazawa-u.ac.jp
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お知らせ

お知らせ

JKYB健康教育ワークショップ東海２０１１ 開催要項

主 催：JKYBライフスキル教育研究会東海支部

後 援：（申請中） 静岡県教育委員会 静岡市教育委員会 浜松市教育委員会 名古屋市教育委員会 愛知県教育委

員会 岐阜県教育委員会 三重県教育委員会

日 時：２０１１年１０月２２日（土） 午前９時半～２３日（日） 午後４時半（２日間）

会 場：浜松市舞阪文化センター（〒４３１―０２１１ 浜松市西区舞阪町舞阪２７０１―１ Tel.０５３―５９２―０１３１）

主な内容：セルフエスティームや意志決定スキルなどのライフスキルの形成，喫煙防止，食，歯と口の健康，心の健

康，メディアリテラシーに関する教育の具体的進め方

参加費：８，０００円（一般参加費：資料費を含む）

申し込み方法：封筒の表に【JKYB健康教育ワークショップ東海２０１１参加希望】と朱書し，事務局までお送りくださ

い．また，お名前，連絡先住所を明記し，８０円切手を添付した返信用封筒を同封してください．

申し込み受付期限は９月３０日（当日消印有効）といたします．

【申し込み先】

〒４３３―８１１９ 浜松市中区高丘北２丁目２９―５２ 渡辺千津子

Tel&Fax.０５３―４３７―２２８３

JKYB健康教育ワークショップ近畿支部 開催要項

“楽しく学んで実践できる”ライフスキル教育

内 容：セルフエスティームや意志決定スキルなどのライフスキルの形成ならびに，食生活やメディアリテラシー教

育に活用する具体的な方法

主 催：JKYBライフスキル教育研究会近畿支部

後 援：和歌山県教育委員会・和歌山市教育委員会

日 時：平成２３年１０月２９日（土） 午前１０時～午後４時３０分

会 場：休暇村紀州加太（和歌山市深山４８３ TEL ０７３―４５９―０３２１）

※宿泊可 １泊朝・夕食付１０，０００～１２，０００円

対 象：一般教諭，養護教諭，栄養教諭，管理栄養士，栄養士，保健師，学生・院生など約５０名

※主として初参加の方を対象としています．

講 師：神戸大学大学院教授川畑徹朗 大阪市立大学大学院教授春木敏 同特任助教千須和直美

参加費：一般参加者３，０００円（テキスト代含む），学生参加者２，０００円（テキスト代含む）

JKYBライフスキル教育研究会本部会員及び準会員２，０００円（テキスト代別途）

申し込み方法：所属・職種・氏名・宿泊の有無をlifeskill_jkyb_k@yahoo.co.jpに送付してください

締め切り：１０月１４日（金） 但し宿泊参加者：９月３０日（金）

※定員になり次第，締め切ります

２７３学校保健研究 Jpn J School Health５３；２０１１



編 集 後 記

東日本大震災においては，国民一人一人がいま自分た
ちに何ができるかを考え，行動している一方，国は迅速
な判断ができていないという批判にさらされています．
日本における国の判断は，過去に作成された法律と前例
に縛られているため，今回のような想定外の震災の場合
には，迅速な対応が行われにくいといえます．
しかし，国は最新の科学的知見を踏まえつつ，現実に
そった判断を行うべきであり，その現実的な対策を考え
るためにも，学会誌は，現段階の最善の科学的知見を世
の中に発表していく使命を持っているといえます．
そしてその使命を果たすために，学会誌は，科学的知
見である論文を通じて，学問の発展と研究者の育成を担
う場でもあります．それゆえ，査読者と執筆者が投稿を
通じて，論文のみならず，双方が成長しあえる“教育的”

査読が重要と考えており，その前提として，執筆者の立
場になって，主張しようとすべき方向性を見いだそうと
いう気持ちで査読していく査読者自身の姿勢が重要とい
えます．
さらに，査読者は執筆者を勇気づけてよりよい論文作
成に向けて，やる気を起こさせ，完成させるための伴走
者ともいえます．そして，査読プロセスにおいては，編
集委員会が適正な判断をもって，調整をしています．
まさに，川畑徹朗編集委員長を中心とした編集委員会
は，これまでの学会誌の伝統と改革を礎に，投稿規定の
見直しなど様々な改革を行っています．ひとつひとつの
課題に対する迅速な対応は，学校保健学の発展を担う学
会誌の未来を感じています．

（岡田加奈子）
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